
第 5部 安全なまちづくり編



第21章復興まちづくり事業

第 1節 震災前の神戸のまちづくり

1.震災前の都市計画

(1) 概況

神戸市は、全市域をひとつの都市計画区域と

しており、神戸市総合基本計画を受けて一体的。

総合的な都市計画を推進している。市街化区域

と市街化調整区域との線引きのほか、用途地域

の指定等の都市計画を決定し、自然環境との調

和を図りつつ計画的な新市街地や既成市街地、

都市交通施設等の都市空間の整備を図ってきた。

(2) まちづくりの沿革

本市は、旧都市計画法の制定を受け、大正11

年に神戸都市計画区域を指定し、六甲山麓南側

の市街地において近代都市としての基盤整備事

業を展開し、第2次世界大戦後の昭和21年には、

現在の都市計画の骨格をなす「神戸市復興基本

計画要綱」を策定し、土地利用計画や幹線道路、

公共施設計画などとともに、戦災復興土地区画

整理事業に着手、この復興計画に基づき、今日

の市街地の骨格が形成された。

昭和30年頃から、全国に先駆けて市街地改造

事業に着手し、過密、混在、密集した市街地の

再開発を進めるとともに、新都市拠点の整備を

行うなど都市機能の再編、高度化を進めてきた。

昭和45年には、新都市計画法の施行を受け、

全市域を市街化区域と市街化調整区域に区分

（線引き）し、都市の自然的条件を踏まえた適

正な機能及び環境が維持できるよう、規制と誘

導を通じて計画的な土地利用の実現を目指して

きた。

また、「山、海へ行く」といわれた六甲山北

側の新市街地の団地造成、臨海部の埋め立て、

ポートアイランドなどの人工島建設等による都
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市空間の創出、これら住宅地や産業地と都心を

結ぶ都市交通施設との一体的整備を図ってきた。

(3) 街路事業

神戸市では、生活圏と中心核の適正配置を図

り、相互の連携による秩序ある都市活動が展開

される多核ネットワーク都市の実現を目指した

幹線ルートの充実など広域交通網の整備の他、

既成市街地を格子状に連結する都市計画道路網

の整備を図ってきた。

戦後当初は、戦災復興土地区画整理事業区域

内と区域外の連絡道路を重点的に整備し、昭和

40年代の西北神地域の開発にともない、これら

地域と既成市街地とを連絡する道路などを重点

的に整備してきた。

また、市街地の渋滞の原因となる踏切道の解

消を図るための連続立体交差事業、安全で快適

な歩行者空間の創出を目指した歩行者専用道路

の整備、さらに、交通結節点の他市民の交流の

場等としての機能を担う駅前広場の整備など幅

広く事業を行ってきた。

(4) 市街地再開発事業

神戸市では、昭和36年に創設された「公共施

設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」

に基づく市街地改造事業を大橋地区、三宮地区

及び六甲地区の 3地区で実施するとともに、

「防災建築街区造成法」に基づく組合施行によ

る防災建築街区造成事業を推進して33組合44棟

の防災建築物を整備し、土地の高度利用と都市

の不燃化を図ってきた。

さらに、神戸市の市街地再開発事業は、これ

らの法律が 1本化して昭和44年に制定された

「都市再開発法」により、① JR六甲道駅を中

心とする東神戸地域、②三宮東～三宮～神戸に

至る都心地域、③ JR新長田駅を中心とする西

神戸地域において、都心、副都心、衛星都心な

どの地域中心核の整備手法として積極的に取り



組んできた。

には、公共団体施行では六甲道駅前地

区、長田地区の 2地区で事業が完了し、新長田

駅前地区、垂水駅東地区、垂水駅西地区、

駅前地区、二葉町 5丁目地区の 5地区で事業を

施行中であり、民間施行の市街地再開発事業に

ついては、 11の組合または個人で12棟の再開発

ビルが完成に至っていた。

(5) 土地区画整理事業

健全な市街地の整備と生活環境の 図る

ため、神戸市では旧都市計画法の制定以来、

し、都市詰盤施設と宅地

との一体的整備による総合的なまちづくりを進

めている。

市内で最初の土地区画整理組合が大正12年に

発足し、以後、昭和初期までに20を越える組合

によって事業を実施し、市街地の発展に寄与し

てきたが、昭和13年の阪神大水害で市街地の約

7割の戸数が被災、附和20年の神戸大空襲によ

り、市街地の約 6割が焼失するという壊滅的な

うけた。

このため、昭和21年から11地区約2000haに及

ぶ戦災復興土地区画整理事業を開始し、これま

で、灘、長田、生田、兵庫地区等において換地

処分を行い、今日の市街地形成に大きな役割を

果たしてきた。

また、多様化する都市機能の充実。更新と

活環境の改善を図るため、新神戸駅前、東灘山

河原、上沢地区で都市改造事業を実施、ま

た、スプロール開発の防止と良好な宅地の供給

を図るため、新多聞、籐原、北神戸第一、

、池上、北別府等において、土地

してきた。

近年においては、開発の進む北区の岡場、谷

上、道場八多地区の駅周辺で市街地整備を進め

るとともに、神戸ハーバーランド地区では神戸

の新しい情報。文化拠点建設をめざし

実施し、また、浜山地区で

と密集住宅市街地整備促進事業との合併施行に

より事業を進め、時代のニーズに対応した多様

な都市整備を目的として土地区画整理事業を進

めてきた。
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(6) 協働のまちづくり

神戸市では、昭和56年に全国に先駆けてまち

づくり条例を制定するなど「協働」の理念のも

と住民主体のまちづくりに積極的に取り組んで

きた。

昭和40年代 に住民主体のまちづくり

活動が広がっていくなか、昭和47年10月、「板

宿地区都市計画協議会」が結成され、協議会方

式による住民参加が行われた。その後、他の地

域でも土地区画整理事業を推進する中でこの協

議会方式が定着し、東灘山手地区、上沢地区で

も住民参加が進められていった。また、昭和51

年11月には長田区真野地区で、

る連動がまちづくり連動へと発展し、

ちづくり推進会」が結成されるなど、総合的な

まちづくりの取り組みが始まった。

こういった状況の中で、神戸市は、昭和53年

に既成市街地の総合判断とでもいうべき「市街

地整備のための環境カルテ」を作成し、その

果を「都市再開発方針」の作成や地区ごとのま

ちづくりに生かしてきた。さらに、住民のまち

づくり活動を支援する「神戸市街づくり助成制

（昭和52年）「神戸まち。すまいづくりコン

サルタント派遣制度」（昭和53年）などの制度

化を行ってきた。

このような状況を背景として、神戸市では地

区計画制度の創設に伴う都市計画法16条第 2項

く手続き条例に加えて、附和56年12月、

協働のまちづくりの進め方を総合的に示した

「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関

る条例」（まちづくり条例）を制定し、地域の

。土地家屋の所有者等が地区の

住み良いまちづくりを推進することを目的とし

てまちづくり協議会を構成し、住民発意による

協働のまちづくりを進めてきた。

(7) 都市景観の形成

昭和40年代頃から、急速な都市化に伴う都市

の歴史的蓄積やゆとりの喪失、都市空間の画一

化といったことへの反省から、都市景観の形成

が都市政策上の重要な課題として認識されるよ

うになった。神戸は、美しい自然と海。坂。山

という変化に富んだ地形を有しており、この料l



らしいまちの景観をまもり、そだて、さらに

新しい神戸らしさをつくりだすことを目指し、

昭和53年に「神戸市都市景観条例」を制定した。

この条例に基づき、特に神戸らしい都市景観

を形成している地域として、北野町山本通地区

など 7地区を都市景観形成地域に指定し、

行為などを行う際に届け出を義務づけ、景観形

成基準に基づき指導。助言を行ってきた。

一方、協働のまちづくりの観点から、地域の

景観形成を図ることを目的として活動を行う市

民団体に対して、市が「景観形成市民団体」と

して認定し、技術的支援などを行ってきた。

(8) 震災前の神戸の都市計画の課題

都市基盤整備を行う中で、経済が高度成長期

から安定成長期に移行し、既成市街地において

社会構造の変化からくる都市構造の空洞化、い

わゆるインナーシティ間題が生じてきた。

昭和50年代に入り、既成市街地、特に中央 4

区を中心に人口の減少。高齢化、低所得者の

合の増加、地域産業。小売商業の停滞、木造住

宅等建築物の老朽化、コミュニティの弱体化と

いったさまざまな間題を胞え、新しい都市活動

に対応できなくなってきた。

このため、既成市街地の再開発、大規模土地

利用転換による都心の整備など市と

働して神戸経済の多機能。複合都市への転換を

目指し、ファション都市、コンベンション都市、

アーバンリゾート都市づくりを進めてきた。

平成 7年 1月17日に発生した阪神。淡路大震

災は、日本で初めての近代的大都市における

下型大地震であり、既成市街地が広範囲にわたっ

て被害を受けた。とりわけ、戦災を免れた地域

や古い住宅が密集した地域で火災が発生するな

どインナーシティでの被害が甚大であった。

2. 震災前の住宅供給

平成 2年に全国に先駆けて総合的、長期的な

視野に立った「神戸市住宅基本計画」を策定し、

計画的な住宅政策の展開に取組んでいた。この

計画は、「住みたいまち叶主み続けたいまち。神

の発展を計画の趣旨としており、居住水準

の向上。住宅の多様化と福祉への対応を目指し
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た「ゆとりとふれあいのあるすまいづくり」と、

インナーシティの活性化等をめざした「いきい

きとしたうるおいのあるまちづくり」を基本目

標としていた。

この神戸市住宅基本計画を踏まえ、 5か年の

住宅供給のフレームと、具体的な施策を定めた

第 6期神戸市住宅 5か年計画（日 3~7年度）

を定め、住宅。住環境施策を展開したきた。 5

か年の新規住宅計画戸数は79,000戸であり、う

ち市営住宅は建替えも含めて3,000戸であった。

「ゆとりとふれあいのあるすまいづくり」のた

めに、最低居住水準の逹成と誘導居住水準の確

保をめざしていた。この計画戸数で予測されて

いたとおり、震災前の住宅着工は、概ね年間

15,000,.....__,20,000戸の間で推移していた。

一方、平成 5年住宅統計調査によれば、総住

宅数615,650に対し、居住世帯のある住宅数540,200

戸であり、世帯を上回る住宅があった。

居住世帯のある住宅の内訳としては、

てが36.4%、長屋建てが8.4%、共同住宅（木造）

が9.1%、共同住宅（非木造）が47.4%、その他

0.5％であった。

3.震災前の住環境整備

(1) 幹線道路の整備と拠点地区の再開発

住宅市街地の再編を目的に、一定の地域を対

象にまちづくりの計画を作成し、道路。公園等

の整備や老朽住宅の建替え、良好な住宅の供給

促進等を総合的に行う住環境整備事業について

は、震災前から多様な取り組みを積み重ねてき

た。

最初にあげるべきは戦災復興土地区画整理事

業であろう。この事業は必ずしも住環境整備を

目的としたものではないが、戦前から引き

継いだ住宅市街地の再生を図るうえで大きな役

割を果たしている。神戸の既成市街地において

幹線道路、補助幹線道路、都市公園が計画的に

され、 100,.....__,50m間隔で区画道路が整備さ

れているのは概ねこの事業の成果によるもので

ある。一方、幹線道路の整備を中心とした都市

基盤整備に主眼を置いたため、個別の住宅等の

更新の基盤となる路地の整備は不十分であった。

なお、震災復興土地区画整理事業では、住宅等



の再建に必要な路地整備に力点を置いて進めて

おり、戦災復興事業で積み残した課題に対処し

ているところである。

次にあげるべきは、市街地改造事業と防災建

築街区造成事業である。これらは土地の権利を

に置きかえる手法であり、建物の共同建て

えを行い土地の有効高度利用を図る事業である。

これらの事業は後に市街地再開発事業として統

合されることとなるが、零細な土地を集めて共

同再建を図る有効な手法として震災後の復興再

開発事業や建物共同化事業に引き継がれている。

特に、防災建築街区造成事業で当時試みられた

集合換地による共同建て替えの経験は、震災復

輿土地区画整理事業区域内での共同再建の多数

の実績へと受け継がれている。

(2) 老朽住宅密集地区の改善

密集市街地の整備改善を行う総合的な

整備の取り組みとしては、まず住宅地区改良事

業の実施があげられる。神戸市では、住宅地区

改良法の施行（昭和35年）以前から公営住宅建

設事業を活用しながら地区改良を進めてきた。

その後の小集落地区改良事業も合わせて同和対

としての取り組みを中心に計 8地域、

24.61haの整備を行い、計5,990戸の改良住宅等

を建設してきている。

昭和50年代に入ると、インナーシティの活性

化等を目的に一般地区での密集市街地整備に本

格的に着手した。「環境カルテ」の作成、「まち

づくり条例」の制定及び真野地区、西出。東出。

東川崎地区等における事業着手など、地元のま

ちづくり協議会と連携したすまい。まちづくり

の展開はこの頃から始まったものである。住環

境整備モデル事業、木賃住宅地区再生事業（い

ずれも密集住宅市街地整備促進事業に統合）

の手法を活用し、震災までに計 9地区、 508.87

haで事業を実施してきた。

これらの地域のように、まちづくり協議会が

設立されている地域については震災後復興のす

まい。まちづくりへの迅速な取り組みが行われ、

被災地全体の復興をリードしていくこととなっ

た。

また、 の平成 5 には「インナー
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を創設した。これは密集市街地

の地域特性に合わせて建築規制を弾力化する制

度であり、密集市街地の震災復興に効果を発揮

するとともに、住環境整備事業と建築指導行政

の連携によるすまい。まちづくりの展開へと引

き継がれている。

(3) 良好な住宅の供給促進

さらに、既成市街地内の大規模な国鉄跡地等

の整備や公営住宅の建て替え等に合わせて周辺

の住宅市街地整備を一体的に行う事業について

も積極的に取り組んできた。

狩□地区では、区画整理手法と再開発手法を

組み合わせた住宅街区整備事業を活用し、 14.8

haの市街地再整備と計795戸の良好な住宅供給

を行ってきた。

また、神戸駅周辺地区、真陽地区及び兵庫駅

南地区（キャナルタウン兵庫）では、住宅市街

地整備総合支援事業を活用し、道路。

公共施設整備と大量の住宅供給を行う

めてきた。また、東部新都心周辺地区では

に向けて準備を進めていた。

震災後、これらの地区において被災者向け公

的賃貸住宅の早期大量供給が進められ、住宅復

興に大きな力となった。



第 2節復興まちづくり計画

1. 復興都市計画策定までの経緯

(1) 都市計画案の作成

震災直後の 1月18日から、都市計画局と住宅

局では市災害対策本部からの指示により、全市

の被害状況の調査にあたった。

この調査結果をもとにしながら、既成市街地

のなかで特に被害が甚大であった地域で、生活

の基盤整備が遅れており、防災面等から早期に

整備改善を図る必要がある地区、また、三宮や

六甲道。新長田といった都心。副都心をはじめ

土地の高度利用や都市機能の更新が必要な地区

に対して土地区画整理事業、市街地再開発事業

及び地区計画の検討を行い、森南地区をはじめ

とした 6地区（約233ha) において無秩序な

築行為を防止するために、建築基準法第84条に

よるコンクリート造の建物などの建築制限を 2

月1日から 3月17日まで実施した。また、この

制限についての市民の問い合わせに対応するた

めに、 2月1日から貿易センタービル北隣のサ

ンボーホールにおいて、まちづくり区域相談窓

口を開設した。

建築制限地区での建物被害状況は図表21-2-1

のとおりである。

また、これと並行して神戸市震災復興緊急整

備条例を 2月16日に制定し、被害の大きかった

既成市街地の約5,887haを対象として「震災復

興促進区域」の指定を行った（後掲第 3節）。

この建築制限区域のうち、森南、松本、御菅

の3地区は土地区画整理事業により、六甲道駅

周辺、新長田駅周辺の 2地区については土地区

画整理事業と市街地再開発事業により整備する

こととし、さらに三宮地区については地区計画

制度を活用したまちづくりを進めることとし、

2月21日に震災復興のまちづくり案の内容を発

表した。この計画案についての説明。相談の場

として、 2月22日に現地相談所を開設し、市民

ニーズの把握に努めた。

相談内容等のうち事業に係る主な相談として
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は、①事業計画の内容、②スケジュールに関す

ること、③都市計画案の作成手続きに関するこ

と、④減歩に関すること等の内容であった。相

談所別の相談件数は図表21-2-2のとおりである。

また、 3月17日に、建築制限区域を含む24地

域、約l,225haについて神戸市震災復興緊急整

備条例に基づき「重点復興地域」に指定した。

この間の経緯については、図表21-2-3のとおり。

図表21-2-1 建物被害状況

地 区
面積 震災前 倒壊 倒壊率

(ha) 棟数 棟数 (%) 

林フ 南 | 16.7 520 320 62 

六甲道駅周辺 25.6 1,120 780 70 

宮 70.6 560 180 32 

松 本 8.9 520 390 75 

御 ＃ 自 10.1 270 240 89 

新長田駅周辺 89.2 3,600 2,890 80 

合 計 221.1 6,590 4,800 73 

注：数値は概数。倒壊棟数には全・半焼含む。

面積は、当初の都市計画決定の数値。

図表21-2-2 相談所別相談件数(2月1日～ 3月13日）

森南 I六甲 I松本 的炉ポー）vI 合計

閂： 1 556 1 1,212 | 424 1 2,189 I 芯’□品:[ 10,958 

注： （ ）内は、 2/1,..._,2/21までの相談件数（内数）

図表21-2-3 復興都市計画策定までの経緯

H7.1.17 ・阪神・淡路大震災

2. 1 ・建築基準法第84条による建築制限 (6地区、

約233ha)

•まちづくり相談開始（サンボーホール）、区役

所（東灘、灘、長田、須磨）、上沢相談所

2. 5 •まちづくりニュース第 1 号発行 (84条区域指

定の案内）

2. 16 •神戸市震災復興緊急整備条例の公布・施行

・震災復興促進区域の指定（約5,887ha)

2. 22 ・現地相談所開設（森南地区他 5地区）（3/13まで）

2. 28 •都市計画案（被災市街地復興推進地域・区画

整理・再開発事業）の縦覧開始 (3/13まで）

・地区計画素案の縦覧（地区整備方針）（3/13まで）

3. 9 ・地区計画素案の縦覧（地区整備計画）（3/22まで）

3. 17 •都市計画決定（被災市街地復興推進地域・区

画整理事業〈124.6ha〉・再開発事業〈25.9

ha〉)

・重点復興地域指定 (24地域、約l,225ha)



(2) 都市計画決定

各地区の土地区画整理事業」、「市街地再開発

び「被災市街地復興特別措置法」 (2月2

6日に施行）に基づき創設された「被災市街地

復興推進地域」の都市計画案の縦覧は、 2月28

日から 3月13日まで実施し、 3月14日の

3月16日の兵庫県都市計画地

方審議会での審議を経て、 3月17日に都市計画

決定を行った。

三宮地区の地区計画は、 2月28日から 3月13

日まで整備方針の素案縦覧を、 3月9日から22

日まで整備計画の素案の縦覧を行い、 4月4日

から17日まで都市計画案の縦覧を行った。その

後、 4月19日の神戸市都市計画審議会、 4月25

日の兵庫県都市計画地方審議会での審議を経て

4月28日に都市計画決定を行った。

これらの都市計画決定にあたっては、

準法第84条の建築制限の指定以来、「震災復興

まちづくりニュース」等広報紙の新聞折り込み、

避難所への配布、現地立て看板による掲示、市

外権利者や避難者への郵送など、あらゆる手段

を講じて周知徹底を図っだ。

当初の都市計画案に対して2,365通の

の提出があった。

今回、震災から 2カ月で都市計画決定を行っ

たが、これは、

①被災した市民の皆さんの一日も早し

を図るため、骨格となるまちづくりビジョン

く示す必要があると考えたこと

②無秩序なまちの再生を防止するため、

準法に基づき建築制限を行ったが、同法では

制限期間が災害発生から最長 2カ月に限定さ

れており、その期間内に都市計画決定できる

よう計画したこと

③都市計画決定することにより、。事業用の仮

説住宅、仮設店舗等の建設、。土地の売却希

に対する5,000万円の特別控除が可能に

なる

等の理由によるものである。

当初の都市計画決定の概要は、図表21-2-4の

とおりである。

なお、平成 8年11月に JR鷹取工場用地の区

域編入を行い、復興土地区画整理事業区域の
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は、約143.2haとなった。

についても、新長田南地区において平成 9年 9

月に一部区域の編入を行い、復興市街地再開発

は、約26.0haとなった。

図表21-2-4 当初の都市計画決定一覧

別 1 名 称 1 面積 (ha)

- I 16. 7 

ハ甲道駅地区 1 19.7 

8.9 

10.1 
I 

69.2 

124.6 

5.9 

20.0 

25.9 

70.6 

221.1 

これらの事業を推進するため、都市計圃同で

は平成 7年 3月、サンボーホールに窓口を設け、

課長級。係長級。担当で組織する臨時体制によ

り、 に対す

る様々な相談に応じられる体制を整備、さらに

4月からは地元に入り、地元の方々と行政が一

体となって協働のまちづくりを進めるべく、参

2名、主幹 7名、主査25名を配置し、本格的

な体制としてスタートすることとなった。

2.建築基準法に基づく 84条規制

市街地において大規模な災害があった場合，

に強いまちづくりを推進するために土地区

されることが多い。しかし，

新たな街の計画づくりをするには一定の期間が

必要であり，その間に建築行為が重ねられると，

後のまちづくりの推進に支障をきたすケースが

ある。このため，建築基準法第84条では，

域を指定し，災害が発生した日から 1月以内の

期間を限り（建設大臣の承認により，更に 1月

の延長がある），その区域内における建築物の

建築を制限し，又は禁止することができる」と

しており，昭和51年の山形県酒田市の火災復輿



など，過去にもその適用がなされてきた。

の震災においては，倒壊。焼失家屋が集

中している区域の内，都心機能の再生や災害に

強い市街地としての整備が特に必要な地域とし

て，次のとおり， 6地区，計約233haについて，

2月 1日に指定した。

［指定した区域］

① 森南地区（約19ha)

② 六甲道駅周辺地区（約28ha)

③ 三宮地区（約75ha)

④ 松本地区（約 9ha) 

⑤ 御菅地区（約lOha)

⑥ 新長田駅周辺地区（約92ha)

なお，指定区域内での建築制限の内容は次の

とおりであり， 2階建て木造住宅の建築を可能

とするなど，

ものとした。

［建築制限の内容］

について配慮する

次の建築物以外は建築してはならない（次の

建築物は建築できる）。

① 主要構造部が木造，鉄骨造，コンクリー

トブロック造その他これらに類するもので，

階数が 2以下であり，かつ，地階を有せず，

容易に移転し，又は除却することができる

建築物

② 応急仮設建築物，工事用仮設建築物

③ 地方公共団体等が震災復興事業の一環と

して建築する建築物

④ その他市長が震災復輿事業の施行に支障

がないと認めて許可した建築物

また，制限期間については，当初は 2月17日

までの 1月間であったが，建設大臣の承認を得

て， 3月17日まで延長された。そして，それぞ

れ，土地区画整理事業，市街地再開発事業，地

区計画によるまちづくりの取り組みへとつながっ

ていくことになる。

3. 震災復興都市計画の枠組み

(1) 二段階方式の都市計画

土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面

的整備事業では、まちづくり協議会などでの調

整を経た上で都市計画の手続きに入るのが通例

ではあるが、一日も早く復興計画を示し、まち
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の再生を進める必要があることから、当初の都

市計画決定は、区域及び主要な道路、公園といっ

た悲本的な枠組みを第一段階の都市計画として

定め、第二段階で住民意向を反映させたうえ、

細部の身近な道路、公園や建物用途の制限、高

さの限度等をルール化する地区計画等の都市計

画を定める二段階方式の都市計画とすることと

した。

一段階目の計画案の作成にあたっては、住民

参加と公民協働のまちづくりに取り組むため、

①「まちづくり協議会」の組織化

②「現地相談所」の設置による地域住民への細

やかな対応

③「まちづくり専門家」の派遣

の3点を基本として、事業の具体化を進めるこ

ととした。

(2) 制度上の枠組み

市街地の緊急復興と防災性の高いまちづくり

のために都市計画、土地区画整理事業等に特別

を講ずることを目的として「被災市街地復

興特別法」が平成 7年 2月26日に公布。施行さ

れた。

この法律に基づく被災市街地復興推進地域を

都市計画で決定すると、復興に係わる区画整理

事業や市街地再開発事業等について特例が適用

されることになった。

被災市街地復興土地区画整理事業についての

法制度上の特別措置としては、

。宅地所有者の申し出により集約換地が可能な

復興共同住宅区の創設

。宅地所有者の申し出により施行者が清算金に

代えて住宅を施行区内外において提供

。公共、公益施設用地を保留地として確保

等であり、税金の面では、事業計画決定前に地

方公共団体等が買収する場合、 5,000万円の特

別控除の適用などが可能となった。さらに、補

助制度として、主要な幹線道路が整備済である

地区を対象に 新たな一般会計による国庫補助

制度が創設されるとともに、従来の道路整備特

別会計による補助についても

。地区面積要件の緩和 (5ha→ 2 ha) 

。補助基本頷に算入される道路の最低幅員の引



口
図表21-2も 二段階都市計画概念図

五

I 
Lー·—··~-·-

l 
•―•一―•―•一」

第一段階（都市計画決定）枠組みの決定
区域幹線街路近隣公園

↓ （用地先行取得）

第二段階（都市計画決定）住民との協継を踏まえ、
その他の都市施設の決定
補助幹線道路 主要な区
画街路街区公園

↓ 

第三段階（事業計画決定）区画道路等も含め、
事業計画決定

き下げ (12m→ 8m（一部 6m)) 

などが行われることとなった。

市街地再開発事業については、第二種市街地

再開発事業の施行要件のうち、不良住宅要件、

公共施設用件が撤廃された。また、補助制度と

しては、補助対象となる組合施行事業の施行地

区面積が5,000吋から2,000rrl汀こ引き下げられ、

また、住宅型プロジェクトなみの補助の適用が

実施された。

復興の土地区画整理事業や市街地再開発事業

の区域は、法制度によらない任意事業である住

宅市街地整備総合支援事業あるいは密集市街地

整備促進事業も指定されている区域に含まれて

いる。各地区では、この制度を利用して、

第一段階（都市計画決定）区域 幹線街路 近隣公園
補助幹線道路 主要な区画
街路街区公園

＞
 

第二段階（事業計画決定）区画街路

推進の受皿住宅（従前居住者用賃貸住宅）の

設が進められている。

また、地元住民が主体となってまちづくりが

進められ、組合施行の区画整理事業が実施され

ることになった兵庫区の湊川町 1。2丁目地区

（約1.5ha) と灘区神前町 2丁目北地区（約0.5

ha)では、事業費補助などの優遇措置等に配

して、被災市街地復興推進地域を都市計画決

定することとした。

(3) 地区計画等の指定

の区域内では、第二段階の

都市計画の一つとして、建物の用途や配置。規

模などの項目について地区の実情に応じたルー
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ルを地区計画として定めてきた。

地区計画が定められた地区については、街区

全体を角敷地扱いとして、建ぺい率の緩和を図

り、住宅の再建などが進められるように工夫し

ている。

また、復興市街地再開発事業の区域内では、

新長田駅南地区、六甲道駅南地区とも再開発事

業としては広大であり、地区全体の計画目標や

土地利用の方針などを明確にし、街区ごとの建

築計画などのコントロールが必要であること、

地元まちづくり協議会の合意によるまちづくり

構想を受けた街角広場や歩行者デッキなどを担

保する必要があることなどから、再開発地区計

画を第二段階目の都市計画として、順次都市計

画決定を行っている。

再開発地区計画に定められた施設については

その整備にあたっての補助制度が設けられてお

り、事業に対する財政的な支援となっている。

4. その他の都市計画

(1) 「整備、開発又は保全の方針」の見直し

神戸市復興計画や第 4次基本計画を踏まえて、

震災復興のための基本方針を都市計画に位置づ

けることとし、「市街化区域及び市街化調整区

域の整備、開発又は保全の方針」の見直しを行

うこととした。

主な変更点としては、まず、「都市計画の目

標」に復興計画まちづくりの目標である「安心」

「活力」「魅力」「協働」を示した。

「市街地の開発及び再開発の方針」について

は、当面重点的に市街地整備を図るべき区域と

して東部新都心を位置づけた。また、被災市街

地の復興のために実施する主要事業に震災復興

土地区画整理事業及び市街地再開発事業を位置

づけた。

「都市防災に関する方針」では、都市の防災

構造の強化を図るため、広域防災拠点、防災支

援拠点、防災安全街区及び防災帯の整備方針を

新たに示した。

(2) 防火地域の指定

防火地域及び準防火地域の指定は、市街地に

おける火災の危険を防除するために定めるもの
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である。

従来、防火地域については、都心、副都心及

び防災不燃化促進事業区域を進めてきた大倉山

地区を面的に指定するとともに、山手幹線や国

道 2号の沿道の一部の区域と鉄道高架下を線的

に指定してきた。

今回の震災の教訓から幹線道路が火災の延焼

をくい止めたり、市民が安全に避難する導線と

して、消防車等の通行路として重要であり、特

に重要な道路沿いの建物は燃えにくく、壊れに

くい構造にしておくことが重要であることが再

認識された。

このことから、国道 2号などに防火地域の指

定を拡げることとした。都市計画案については

平成 7年 7月発行の震災復興まちづくりニュー

ス第 6号などにより市民への周知に努めた。

その後の手続きについては、新用途地域の指

定の手続きと併せて行った。

(3) 新用途地域の指定

平成 5年 6月の都市計画法の改正により、用

途地域の種類が 8種類から12種類に細分化され、

3年以内に指定することとなったことを受けて、

ただちに用途見直しの作業に着手した。平成 6

年11月28日から12月16日にかけて市素案の閲覧

や現地相談所の開設などにより、住民意見を聞

いてきた。しかし、阪神。淡路大震災により、

神戸を災害に強いまちにするために、必要な要

素を加えた素案の変更を行うこととした。

変更の視点としては、

①市街地の不燃化を促進し、火災に強いまちを

めざす。

②地元のまちづくりの進捗にあわせて、住。商。

工の適正な配置を促進し、災害時にお互いが

悪影響を及ぼさないように配慮する。

③土地区画整理事業等の復興計画や地区単位の

まちづくり計画の実現を支援する。

の3点とした。

これに基づき、前述のとおり防火地域を拡大

するとともに、復興まちづくりを進めるため、

東部新都心地区、神戸複合産業団地地区、西神

第 2地区の土地利用計画にあわせて、用途地域

の変更を行い、また地域住民によるまちづくり
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国道 2号沿道など新たに指定を広げることを検討している区域

の具体化された地域において所要の変更を行なっ

た。

住民への周知については、平成 7年 8月15日

の広報こうべ各区版等により素案閲覧や公聴会

の日程等をお知らせするとともに都市計画ミニ

ニュースの全戸配付を行った。その後神戸市都

市計画審議会及び兵庫県都市計画地方審議会で

の審議を経て、平成 8年 2月13日に都市計画決

定した。

(4) 街路事業の着手

震災を契機に道路については、火災の延焼防

止、避難路、救急活動 ・緊急物資輸送路として

その重要性が再認識されたことから、市街地部

の東西、南北の幹線道路を完成させ、都市の防

災機能の強化等を図り、災害に強く安心して暮

らせるまちづくりを進めるため、山手幹線 ・森

北町地区など、新たに10路線13か所において街

路事業に着手することとした。

この方針については、平成 7年 4月25日の震

災復興まちづくり ニュース第 5号により住民へ

の周知に努めた。

(5) 東部新都心地区

東部新都心地区は、中央区東部から灘区西部

にかけての臨海部に位置する面積約120haの区

域である。

この地区の土地利用計画の検討は、「神戸東

部臨海部土地利用策定委員会」等をとおして震

災前から実施されていたが、震災後に策定され

た神戸市復興計画の中でシンボルプロジェクト

として位置づけれ、復興の先導的役割を担う住

宅、業務等の各種都市機能の導入を図ることと

なった。

東部新都心地区約120haのうち、生産機能の

遊休化が進んでいた臨海部の約75haについて、

道路等の基盤施設を整備するために、土地区画

整理事業を導入することとし、平成 7年12月に

都市計画決定を行った。

その後、平成 8年 6月に着工記念式を開催し

同時に公募による応募作の中から愛称を「HA

T神戸」と決定した。
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第 3節 震災復興緊急整備条例

(1) 経緯。趣旨

震災直後の社会不安にも等しいような差し迫っ

た状況下で、「すまい」と「まち」の復輿への

取り組みを示すことが急がれた。

市としての復興ビジョンについては、平成 7

6月中に「神戸市復輿計画」を策定すること

になっていたが、「住宅」と「市街地」の復腿

については、これらが市民生活の基盤であり、

緊急に整備する必要があることから、市全体の

復興計画に先行して、市としての意思表示を行

う必要があった。

また、被災市街地では、復旧を急ぐあまりに、

不良建築物の建設が懸念された。震災を教訓に

した災害に強いまちづくりをすすめていくため

には、私権の制限といった強楕的手法をとらな

いまでも、何らかの誘導策が必要である。その

ためには、市が再建に関する建築行為について

の情報収集を行うとともに、復輿に関する補助

制度などの情報を建築主に対して提供すること

が、様々な情報が混乱しながら発信されている

震災後の状況下では、少なくとも被災市街地の

復興が一段落するまでの間は有効であろうと

えられた。

こうしたことから、震災発生の 1ヶ月後の

成 7年 2月16日に「神戸市震災復興緊急整備条

例」が制定されたが、この条例は、市の震災復

興に係るすべてのことを包括した条例ではなく、

あくまでも住宅と市街地の整備に限定し、これ

に関する今後の取り組みを宣言したものとなっ

ている。また、緊急事態に対応するものである

ことから、施行の日より 3年を経過した後に失

効するものとなっている。

条例では、すまいづくり、まちづくりに

に取り組むという住宅と市街地の緊急整備

と、市。市民。事業者が一丸として協力して

取り組むという協働の理念が示されるとともに、

災害に強いまちづくりへの誘導の仕組みとして、

震災復興促進区域と重点復興地域を指定し、

災復興促進区域における一定規模以上の建築行
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為について 出を義務付け、協議を進

めるものとした。

(2) 震災復興促進区域と重点復興地域

震災復輿促進区域は、甚大な被害を被った

街地のうち、災害に強い街づくりを進める必要

のある区域として、市長が指定した区域であり、

また、重点復興地域は、震災復興促進区域のう

ち、災害に強い街づくりの観点から、特に緊急

かつ重点的に街づくりを進めることが必要な区

域として市長が指定した地域である。重点復興

地域においては、市長が地域の整備目標（住環

境、道路の整備など）を定め、その実現に向け

て、地元住民とともに、すまいづくり、まちづ

くりに取り組むこととなる。

震災復興促進区域は、市街地の被災の状況を

もとに、従来より計画的な再開発が必要な市街

地として都市再開発方針に規定され、都市計画

決定された「 1号市街地」と、それに連たんす

る「臨港地区」をあわせて指定した。概ね、東

灘区から須磨区までの間の六甲山の南に広がる

市街地が該当する。なお、ポートアイランド、

アイランドなどは計画的な街づくりがされ

たところであり「 1号市街地」から除外されて

おり、震災復興促進区域には指定していない

（約5,887haを指定）。

重点復輿地域は、被災の状況のみならず、都

市再開発方針において、特に一体的。総合的に

再開発を促進すべき地区として指定されたいわ

ゆる「 2号市街地」など、従来より都市基盤や

住環境に課題を抱えており、個別の自力再建だ

けでは良好な市街地の形成が困難と考えられる

地域、あるいは、インナーシティヘの住宅の

点供給や都心機能の再生強化が必要と考えられ

る地域を指定した。具体的には、都市拮盤整備

を主な目標とする地域として、土地区画整理事

業や市街地再開発事業等の施行地区である森南、

JR住吉駅周辺、六甲道駅周辺、河原西、松本

周辺、浜山、御菅、新長田駅周辺、大道周辺を、

都心機能の再生と強化を目標とする地域として、

東部新都心、三宮周辺を、まちづくり協議会等

との協働による住環境整備を目標とする地域と

して、深江、都賀周辺、新在家南、味泥、新開



地周辺、キャナルタウン兵庫、西出。東出。

川崎、長田。大開駅周辺、尻池北部、真野、

陽を、そして、失われた住宅の復興のため、イ

ンナーシティヘの住宅の重点供給を目標とする

さらに、まちづくり協議会が組織され、まち

づくり提案がまとまるなど、地元住民のまちづ

くり気連の高まりのある地域は、積極的に追加

地域として、東西の副都心である六甲と新長

を指定した（当初24地域1,225haを指定）。

指定していく方針により、平成 8

を追加、 2地域を区域拡大した。

図表21-3-1 重点復興地域一覧

指定状況

(1) 震災復興促進区域 約5,887ha （平成 7年 2月16日指定）

(2) 重点復興地域 当初（平成 7年 3月17日指定） 24地域約1,225ha

追加（平成 8年12月17日指定） 1地域約 7ha ⑳ 

変更（平成 9年 2月28日指定） 2地域約 27ha ⑳⑳ 

0地域名 整備目標主たる目標

①森南

（約 18ha)

〔基盤施設に関する
建築物に関する目標

生活中心としての拠点の形成及び良好な住宅市街地の再生

〔駅前広場生活基盤となる道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進

②深江 生活都心の整備並びにまちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約lllha) [阪神電鉄の高架化。駅前整備による生活都心の形成

建築物の共同化及び協調化の促進

③JR住吉駅周辺一一生活都心にふさわしい機能の導入及び拠点の形成並びに住環境の整備

（約 lOha) (駅前整備による生活都心の形成

駅周辺の土地の高度利用・建築物の共同化及び協調化の促進

④六甲道駅周辺ー東部副都心の核にふさわしい機能の導入及び拠点の形成並びに住環境の整備

（約 26ha) (幹線道路，区画道路及び公園の整備。防災拠点の整備

建築物の共同化及び協調化の促進・再開発による土地の高度利用

⑤都賀周辺 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 5ha) (生活基盤となる

建築物の共同化及び協調化の促進

⑥新在家南 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 27ha) （生活基盤となる区画道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進

⑦河原西

（約 14ha)

都市基盤の整備及び住環境の整備

（生活基盤となる道路及び公園の整備

山手幹線沿道の建築物の共同化の促進

⑧味泥 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 24ha) [ コミュニティ道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進

⑨東部新都心一新たな都心としての拠点の形成

（約122ha) ［都心機能を支える

都心にふさわしい機能の導入及び住宅の重点供給

⑩三宮周辺 都心機能の再生及び強化

（約 85ha) [地下，地上及び上部空間レベルで

都心にふさわしい街なみの形成。建築物の共同化の促進及び土地の高度利用

⑪新開地周辺一生活都心にふさわしい機能の導入及び拠点の形成並びに住宅の供給

（約 33ha) [ コミュニティ道路等の整備

商店街の更新。土地の高度利用及び建築物の共同化よる

⑫西出。東出。東川崎一まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 23ha) [生活基盤となる区画道路及び広場の整備。幹線道路の整備

建築物の共同化及び協調化の促進。商業施設（市場）
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に 1地域



⑬松本周辺 生活基盤の整備及び住環境の整備

（約 22ha) ［生活基盤となる道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進。山手幹線沿道の建築物の共同化の促進

⑭キャナルタウン兵庫ー住宅の重点的供給及び地域拠点施設の整備

（約 23ha) （道路駅前広場及び公園の整備

良好な都市型住宅の供給

⑮浜山 都市基盤の整備及び住環境の整備

（約 68ha) ［生活基盤となる道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進・高松線沿道の建築物の共同化の促進

⑯長田・大開駅周辺 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 54ha) 〔生活基盤となる区画道路等の整備

建築物の共同化及び協調化の促進

⑰御菅 都市基盤の整備及びまちづくり協議会との連携による住環境の整備

（約 30ha) 〔生活基盤となる道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進・長田線沿道の建築物の共同化の促進0住宅と商工業施設との調和

⑱尻池北部 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 20ha) ［生活基盤となる区画道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進

⑲真野 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 39ha) ［生活基盤となる区画道路及び公園の整備

建築物の共同化及び協調化の促進・住宅と工業系施設との調和

⑳新長田駅周辺 西部副都心の核にふさわしい機能の導入及び拠点の形成並びに住環境の整備

（当初約 89ha) ［幹線道路，区画道路及び公園の整備・防災拠点の整備

（変更約107ha) 建築物の共同化及び協調化の促進・再開発による土地の高度利用・住宅と商工業施設との調和

⑪大道周辺 都市基盤の整備及びまちづくり協議会との連携による住環境の整備

（約 23ha) 〔生活基盤となる区画道路及び公園の整備・高速 2号線の整備

建築物の共同化及び協調化の促進並びに住宅の供給

⑫真陽 生活基盤の整備及び住環境の整備

（約 8ha) 〔生活基盤となる区画道路及び公園の整備・高速 2号線の整備

建築物の共同化及び協調化の促進並びに住宅の供給

⑬六甲 東部副都心周辺の住宅の重点供給

（約 297ha) （ 基盤施設の整備等と併せた住宅の供給

多様で良好な都市型住宅の早期の大量供給・建築物の共同化及び協調化の促進

⑭新長田 西部副都心周辺の住宅の重点供給

（当初約232ha) 〔基盤施設の整備等と併せた住宅の供給・住宅と商工業施設との調和

（変更約259ha) 多様で良好な都市型住宅の早期の大量供給。建築物の共同化及び協調化の促進

⑮湊川町東部 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備

（約 7ha) 〔生活基盤となる区画道路の整備

I 
建築物の共同化及び協調化の促進

※④～⑥は⑳に、⑳～⑫は⑳に含む。

図表21-3-2 霙災復興緊急整備条例に基づく建築行為の届出件数

(1) 届出期間 平成 7年 2月16日～平成10年 2月15日

(2) 届出件数

I 
東灘区 灘区 中央区 I 兵庫区 長田区 須磨区 全域 II 

6年度 45 61 42 49 60 21 278 

I 7年度 2,121 2,480 I I 
455 924 1,578 491 8,049 

8年度 1,os2 I 1.9 057 I i ， 244 568 829 280 4,030 
I 

9年度 I 405 I 469 128 240 383 108 1,733 

計
I 

3.'623 I i 1 4,067 869 1,781 2,850 900 14,090 
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図表21-3-3 重点復興地域区域図
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第 4節 復興土地区画整理事業

(1) 被災状況

阪神。淡路大震災による被害の特徴のひとつ

としては、建築物の被災状況に着目すると、戦

災を免れた古い木造住宅の密集した地域におい

て、大規模な家屋の倒壊。火災が発生したこと、

でも、兵庫区、長田区などといったインナー

地域において大火災が発生したことである。そ

して、これら被災地域の多くは生活道路、公

等の身近な生活基盤施設の整備が遅れており、

居住環境としても課題を有していた地域であっ

た。

(2) 事業手法と地区選定

そこで、これら被災地域においては、このま

ま単に元のまちに戻すのではなく、震災の教訓

を生かし防災性に優れた安全。安心でかつ快適

なまちづくりを目指した復興のまちづくりを行

うこととした。

そして、 としては、以下のようなメ

リットを持つ を用いることと

した。

① 道路、公園等のまちとして必要な都市犀

盤施設のほか、上下水道やガス及

のライフラインの更新等を宅地の整備と

時に一体的に行うことができる。

② 道路用地等を直接買収する方式と異なり、

既存のコミュニティを保ちながらまちづく

りを行うことができる。

③ 柔軟に他の事業手法との組み合わせがで

きるため、住宅の供給などの目的に応じて

建築物整備等を一体的に行うことができる。

また、事業の対象とすべき地区の選定は以下

のような考え方に基づいて行った。

① 多くの建物が焼失。倒壊している地区

② 都市計画道路等の都市基盤施設や

路、公園等の身近な生活基盤施設の整備が

遅れており、居住環境、防災面からみて

期に整備、改善を図るべき地区

③ 東部、西部の副都心をはじめ、神戸市の
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マスタープランにおいて都市整備上の位置

づけがなされるなど、都市機能の更新を図

るべき地区

(3) 都市計画決定

これらの地区については、無秩序な建築行為

を抑制するため、建築犀準法第84条に基づく

築制限を地震発生から半月後の平成 7年 2月 1

日から平成 7年 3月17日まで（災害発生日から

最大 2カ月が限度）行った。

そして、引き続き建築制限を行いながらまち

づくりを進めるため、「被災市街地復興特別措

（阪神。淡路大震災を契機として平成 7

2月26日に公布施行）に基づく被災市街地復

興推進地域、土地区画整理事業の施行区域 (5

地区124.6ha)及び道路。公園の都市計画案を

作成し、平成 7年 2月28日から 3月13日までの

2週間縦覧に供し、平成 7年 3月17日に都市計

両決定した。

その後、平成 8年11月 5日には、 JR

場にかかるエリア（18.6ha)を新長田。鷹取地区

に追加編入し、全体で 5地区、 143.2haとなっ

ている。

このように、 の都市計画決

定を地震発生から 2カ月という短期間で行った

のは、以下のような理由からである。

① 土地売却希望者に対しては、市が用地買

収をすることが可能となるため、権利者は

その資金を元に生活再建を図ることができ

る。

② 応急仮設住宅とは別に区凹整理事業用の

仮設住宅を建設することが可能となるため、

被災者はそれにより従前居住地付近で生活

再建を図ることができる。

③ 一日も早いまちの復興に対応する必要が

ある。

しかし、震災から 2カ月後では、地区住民や

権利者は避難所等での生活を余儀なくされる状

況であったことに加え、計画内容を周知説明し、

理解を得るには不十分な期間であったため、

成 7年 3月17日の時点では、まず第一段階の都

市計画決定として、被災市街地復興推進地域、

施行区域、及び骨格となる都市施設（道路，公



図表21-4-1 各地区の状況

(Hll.9末現在、森南第三地区はHll.10. 7現在）

： 森 南 16 7ha 六甲道駅 19 7ha 松本 御 管 10 lha 新長田 ・阻取 87 Sha 

森南第一 森南第二 森南第三 六甲道駅北 六甲逍駅西 松本 御管東 御管西 新長田駅北 阻取東第一 腐取東第二

面 稲 143.2ha 6 7ha 4 6ha 5 4ha 16 lha 3 6ha 8 9ha 5 6ha 4 5ha 59 6ha 8 5ha 19 7ha 

裳災前

人口 26,568人 1,390人 1,001人 891人 4,128人 1,098人 2,367人 1,225人 731人 7,587人 2,051人 4,099人

世帯数 11,815世帯 637世帯 513世帯 351世帯 1,810世帯 494世帯 1,206世帯 554世帯 331世帯 3,267世帯 905世帯 1,747世帯

被災状況 6,162 592 683 219 517 478 276 1,780 534 1,083 
—ー＝80% --＝66% =67% ―=70% ―=8196 - =92% ―=83% =80% ―=97% --—= 91% （棟数） 7,693 902 1,019 314 641 520 334 2,217 550 1,196 

まちづくり
45 1 2 1 8 1 l 1 1 18 1 10 

協議会数

事業計画
11地区 H9 9 25 HlO 3 5 Hll 10 7 H8 11 6 H8. 3 26 HS 3 26 HS 11 6 H9 1 14 H8 7 9 H7. 11 30 H9 3 5 

決定 日

仮換地指定 HlO 3 12 HlO 11 25 H9 2 28 HS 11 29 HS 11 30 H9 10 16 Hl0.1 8 H9 1 20 HS 8 28 H9 9 6 
上段開始日

57% 78% 75% 80% 90% 55% 61% 47% 37% 99% 45% 下段指定率

地区計画決定 H9 2 28 H8 11 5 H8 11 5 H9 11 27 H9 11 21 H8 11 5 H8 11 5 H9 11 27 

平業費 約2,000億円 約 59億円 約 21倍円 約 21倍円 約 249億円 約 68億円 約 174億円 約 97億円 約 68億円 約 832億円 約 98億円 約 265億円

国匝補助制度 道路特会 道路特会 一般会計 道路特会 一般会計 道路特会 一般会計

祖業月仮設住宅 1,190戸 0戸 15戸 0戸 229戸 52戸 160戸 92戸 117戸 293戸 70戸 162戸

計画数 528戸 0戸 0戸 0戸 61戸 52戸 40戸 14戸 94戸 143戸 25戸 99戸
受皿住宅

うち完成257戸 0戸 0戸 0戸 0戸 0戸 20戸 14戸 0戸 143戸 25戸 55戸

まちづくりニュース 131 9号 7号 0戸 13号 12号 15号 19号 13号 14号 11号 18号

現地相談所
延べ10,483名 606名 3,507名 1,089名 1,877名 1,938名 1,466名

11,751件 702 f牛 3,525件 1,287件 1,902件 2,561件 1,774件

地元説明会 2,610回 254回 305回 174回 218回 224回 99回 1,075回 97回 164回

□ □/9// 
／ 

事業用仮設住宅（御菅西地区）

涸）を決定するにとどめ、その後、住民との話

し合いによる合意形成を得た上で、第二段階と

して身近な生活道路及び公園等について都市計

画決定を行う「二段階都市計画方式」により事

業を進めることとした。

(4) 協働のまちづくりの推進

このように、復興土地区画整理事業によるま

ちづくりを進めるためには、まず住民との合意

形成を早期に図ることが不可欠であるため、

れまでとおりの住民参加・住民主体を基本とす

る市民・ 事業者 ・行政によるいわゆる「協働の

まちづくり 」を推進するにあたっては、特に以

下の 3つの方法を用いて住民との話し合いを進

めることとした（住民参加の「3点セット」）。

① まちづくり協議会

「まちづくり協議会」は、居住者、土地・ 建

物の所有者等が構成員となって、住民自らが自

らのまちの将来像について話し合い、まちづく

りに取り組むための組織である。協議会は、区

画整理事業地区の全体を対象として一つの協議

会として組織されたものや、また、街区ごとに

それぞれ一つの協議会が形成されたものなど、

地域の実情に沿ったかたちで組織化され、現在

までに、全地区で45協議会が結成されている

こ
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図表21-4-2

まちの

将来像の

策定

まち

づくりの

具体化

神
戸
市

現
地
相
談
所↓

 

叫~

叫~

叫

叫~

“協働のまちづくり ＂の推進

地元

自治会・ 街区・ 商店会等

［

住
宅
福
祉

1まちづくり協議会 I

1まちづくり方針の決定 I

会

．
 

ム
ぃ彩

ー

商
業

ー

工
業

（含
デ
ザ
イ
ン）

ー
都
市
計
画

まちづくり提案

土地区画整理の事業計画

土地区画整理審議会

基盤整理 建築物等整理

.. 

.. 
◆ 

ー

ま
ち
づ
く
り
専
門
家
等
の
派
遣

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

■人材登録 ・派遣

■まちづくり助成

（資料編参照）。

② 現地相談所

「現地相談所」は、まちづくりに関する市民

の様々な相談にきめ細かく対応するため、市戦

員が直接個々 の住民と話し合う場と して平成 7

年 4月24日に全地区に設置した。平成11年 9月

末までに、延べ10,483名、11,751件の相談がよ

せられている。

③ まちづくり専門家の派遣

「まちづくり専門家」は、まちづくり協議会

をはじめとした住民のまちづくりへの取り組み

を専門的な立場から支援するために全地区へ派

遣されている。そ して、住民が区画整理に関す

る勉強会を行う際の資料作成や、住民がまちづ

くり案を検討したり、作成したりする際のサポー

トなどを行っており 、住民と行政をつなぐ重要

な役割を果たしている。

なお、まちづくり専門家の派遣にあったては

平成 7年 7月に「こうべまちづくり センタ ー」

内に新たに「こうべすまい ・まちづくり人材セ

ンタ ー」を設置し、ここから地元住民の希望す

る専門家を派遣するシステムを設けた。

写真21-4-2 まちづくり相談所 （森南地区）

まちづくり協議会では、まちづくりに関する

学習会を開催したり 、住民の意向を把握するア

ンケ ー トを実施するなど、まちの将来像を話し

合い、住民の意向を反映した「まちづくり提案」

を作成し、神戸市に提出する。神戸市では、そ

のまちづくり提案をもとに土地区画整理事業の

事業計画案を作成し、2週間縦覧に供するなど

の法手続きを経て事業計画を決定する。

事業計画決定後は、アンケ ー ト調査等により

各権利者の換地に対する意向把握を行った上で、
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順次仮換地指定を行い、建物移転に対する補償

金の支払い、整地・街路築造工事等が進められ、

復興まちづくりが具体化されている。

(5) 減歩率

土地区画整理事業では、公共施設や宅地の整

備により生じる宅地の利用増進の範囲内で各権

利者から土地を提供していただき（減歩）、そ

の土地を公共施設用地に充当することにより道

路等の公共施設が整備できることとなる。

震災前から行われている士地区画整理事業の

滅歩率は戦災復興事業では概ね25%、昭和40年

代以降に着手した都市改造事業では17~20％で

あった。

そして、今回の震災復興土地区画整理事業に

おいては、震災という特殊事態に鑑み被災者の

負担を極力軽減する目的から、減歩率は政策的

に9％を標準とした。

さらに、小規模な宅地、戦災復興事業等によ

り一度事業が行われた個所の宅地等については、

減歩率を軽減して対応することとした。

① 小規模宅地の減歩率軽減

敷地面積が過小な宅地については、減歩によ

り生活再建（建物の建設）が困難となる恐れが

あることから、減歩率を緩和することとした。

従前の宅地地積が65吋未満の小規模な宅地を

対象に、減歩率を軽減することとした。そして、

これら小規模宅地の減歩率は、 65rrfの宅地の標

準滅歩率を 9％として、以下宅地地積に合わせ

て減歩率を傾斜的に漸減していき、 25五未満の

宅地については減歩なしとした。

図表21-4-3 小規模宅地の減歩率

e
 

％

％
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減
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従前宅地地積

② 戦災復興事業施行個所等の減歩率軽減

今回の震災復腿土地区画整理事業区域には一

部過去に戦災復興上地区画整理事業を施行した

個所が含まれている。

そこで、これら個所の宅地については再度の

土地区画整理事業となることから標準減歩率を

4 ％軽減し、 5％とした。

また、森南地区は昭和初期に組合施行による

士地区画整理事業が施行され、既に地区内の区

画道路が概ね整備されているなど、事業施行前

の公共施設の整備状況が良好な地区であるため、

当該地区の減歩率は最大2.5％とし、さらに100

面以下の宅地を小規模宅地として取扱い、減歩

率を傾斜的に漸減していき、 60面未満の宅地に

ついては、減歩なしとした。

(6) 復興土地区画整理事業の特例制度

「被災市街地復興推進地域」内で施行される

今回の復興士地区画整理事業においては、被災

者が早期に生活再建を図ることができるよう支

援すること、また、国が被災自治体を財政的な

面から支援するという観点から、従来の土地区

両整理事業に加えて以下のような特例制度が設

けられている。

① 法制度

ア．復興共同住宅区

宅地所有者の申出により集約換地が可

能となる復興共同住宅区の設圏が可能と

なった。

イ．清算金住宅

宅地所有者等の申出により施行者が清

算金の交付に代えて住宅を施行地区内外

において提供することが可能となった。
写真21-4-3 「松本地区まちづくり協議会」学習会
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ウ．特別の保留地

公営住宅、福祉利便施設等の用地を保

留地として確保することが可能となった。

② 税制度

土地区画整理事業施行区域の都市計画決

定を行えば、事業計画決定前であっても、

地方公共団体等が用地を先行買収する場合、

5,000万円の特別控除を受けることができ

る。

③ 国庫補助制度

ア．被災市街地復興土地区画整理事業（一

般会計）の創設

都市計画道路は整備済であるが、区画

道路等の身近な公共施設が未整備である

地区において、速やかな復興と防災性に

優れた市街地の整備を図るため、平成 7

2月28日に新たに「被災市街地復興土

地区画整理事業」が創設された。

また、平成 7年10月18日には、震災に

より住宅等を失った権利者等のため仮設

住宅等を整備することができるよう制度

が拡充された。

イ．道路整備特別会計による国庫補助制度

の拡充

道路整備特別会計による国庫補助制度

については、平成 7年 2月28日に、被災

市街地復興推進地域内の地区については、

補助採択の面積要件が 5haから 2haに

緩和されるとともに、補助基本頷に算入

できる都市計画道路の輻員についても

「12m以上」から「 8m以上」に緩和さ

れた。

さらに、平成 7年10月18日には、補助

基本客員に算入できる都市計画道路の

は、阪神。淡路大震災に係る被災市街地

復興推進地域内の地区に限り「6m以上」

（公園、都市計画道路、主要な公共公益

施設を連絡する道路で、防災性又は安全

性の向上に顕著な効果を有すると認めら

れるもの）にまで緩和された。

(7) 進捗状況

の進捗状況は、平成 7年11月30日に
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東第一地区の事業計画を決定したのをはじめと

して、平成11年10月現在で、全ての区域 (11地

区）で事業計画を決定している。

また、仮換地の指定状況としては、鷹取東第

ー地区の仮換地指定率が地区の 9割を越え、全

体としては57%(Hll. 9末）の仮換地指定率と

なっており、順次建物移転、整地。街路築造工

事等を進めている（図表21-4-1)。

(8) 住宅等の再建への取り組み

① 地区計画

建築規制の緩和誘導策の活用

復興区画整理事業の施行区域は、ほとん

どが密集住宅市街地であり、現行法制度下

においては、震災前と同規模の住宅の個別

再建が困難なケースが多い。

このため、平成5年に創設されたインナー

長屋改善制度の活用による「角敷地と同様

の建ぺい率緩和」を図るべく、地区計画の

適用を進めた。

地区計画の制限内容については、各地区

とも住環境の改善を図るとともに、できる

限り住民負担を少なくすることができるメ

ニューが選択された。具体的には、建てづ

まりを防ぎ区画整理の整備効果を担保する

上で有効な敷地面積の最低限度や、建築物

の高さや用途の制限等である（図表21-4-4)。

② 共同化

ア． システム

（ア） 事業主と事業協力者

住宅。店舗の共同建替事業を権利者

（土地の共同所有者等） となっ

て行う事業。事業推進のために民間企業、

公社、公団が事業協力者として事業参画

し、事業の主たる業務を権利者に代わっ

て行う。



（イ） 事業推進体制

事業推

作業協力依頼

＞ 

＜ 

作業協力

（ウ） 役割分担

建設組合 コンサルタント・設計者

・参加者同意取付け •総合コーディネート

・建設組合設立 ・組合設立・運営支援

・資金調逹 ・補助金等行政対応

・事業協力依頼 ・権利者意向把握

・融資申請 ・権利調整協力

・権利調整 ・空間計画関係機関対応

・事業計画の検討・承認 ・住戸タイプ・メニュープ

・工事発注 ラン作成

・住戸位骰決めコーディ

ネート

・設計

•各住戸への希望の反映

・見積・工事発注協力

事業協力者

・補助申請・補助金受領

・コンサルタント・設計ヘ

の協力

・コンサルタント・設計費

の立替え

・近隣対応協力

・官公庁対応協力

・転出者の土地買取り等

・融資申請協力

・保留床処分

・上事費の試算

・設計協力

・建設工事

・建物管理運営協力

イ． （事業）推進の必要性。利点

（ア） 居住者数の確保

（イ） 土地の有効利用

（ウ） 耐火建築物による安全なまちづくり

（エ） 狭い宅地での良質な住宅再建

（オ） 集約換地による共同建替敷地の創出

（力） 住宅市街地整備総合支援事業の補助金

導入による費用負担の軽減

（キ） お年寄りにやさしいバリアフリー住宅

道路からのスロープ、自動扉、エレベー

ター、室内が平面の床（段差がない）

（ク） 入居者のコミュニティの確立

③ 受皿住宅

受皿住宅については、

を参照。

2節 7.
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図表21-4-4 復興土地区画整理事業区域内の地区計画リスト （平成11年 3月末現在）

地区名 六l.I_l迎駅西 松本 新長III駅北•西 鷹取東第 御蔵西地区 御‘肯東地区 板宿南地区 千歳地区 六甲道駅北
新長田駅北・ 新長田東地区変更

備考
川西大追 ※（細田・神楽地区）

対象区域
全域 全域 五位池線以西 全域 全域 令域 中央幹線以北 中央幹線以南 全域 五位池線以東 I［位池線以東

(3.6ha) (8.9ha) (13 4ha) (8 5ha) (4.4ha) (5 lha) (5.4ha) (12 3ha) (16 8ha) (5 3ha) 

規制 ゜
一部〇

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
インナー長届制）斐

緩和
建ペイ率 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% 60％→70% ※緩和条件
緩和 80％→90% 80％→90% 80％→90% 80％→90% 80％→90% 80％→90% 80％→90% 1．仮換地済

住住宅地区A,B 住住宅地区 住：住宅地区 住住宅地区 A：幹線道路A地区 幹：幹線道路恰逍地区 A：幹線道路A地区 A：幹線道路A地区 住住宅地区 産漉業育成街Iヌ 産B：産粟育成地区B 2準耐火or耐火

住尚：住尚協調地区 住尚：｛i：商協調地区 住向：住商協調地区 集集合住宅地区 B：幹線道路B地区 住尚：住商協調地区 B：幹線道路B地区 B幹線道路B地区 住商：住尚協調街区 住尚：住尚協調地区 巾：III高梢li:1胤協調地艮 建築物以 I・.

（計3地区） (i I•2地区） 作l:：{i:＿l_．．協調地区 住商：住商協謁地区 住：住宅地区 住住宅地区 住商：住商協調地区 刷i：沿道住宅地区 幹A：幹線道路訃近地区A 幹幹線道路沿道街I又 児B：度務サーじスfi1戊｝悲収B

地区の
A,B （計3地区） 住上：住上協調地区 住」~．：住．上協調地区 件：住宅地区 住住宅地区 怜B：幹線道路沿適地収B 信1・3地区） （計3地区）

細区分
中I.I.1高屈住宅地区 （計4地区） （計4地区） 信!・4地区） 沿L:if＼逍l:l：」協調地区 商A商業地区A

幹：幹線道路沿道地区 住l.：{i:」：協調地区 倍jB：商業地区B

シシンポルロード （叶6地区） （計6地区）

道地区

（計7地区）

敷地面禎の

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜最低限）文 80m2 60 rrf 80m2 60m' 60吋 60面 80吋 60対 60m2 

地
建ぺい率の ¥ 一部〇 ＼ ¥ ¥ ＼ ¥ ＼ ＼ ¥ 

一部0200% 

最高限度 什：r科i:80%
廂B共同住宅ぐ序 建築条例化しない

区 産B•i!l:200 吋木満の散地
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建築物高さ
一部〇

゜
一部〇 一部〇 一部〇 一部〇 一部〇 一部〇 一部〇

一部〇 ＼ 計 住A最高15m 住最高20m 住：最高20m 住 ：最高15m 住・住上：最高15m 住商・住•住上：蔽高15m 住最高20m 住：最高15m 住」-・・・幹B:
の制限

住廂：最高25m 住上A．最高20m 集，住廂最低7m B・沿線・沿.l：蔽低7m 最高15•25m
住商：最高20m

両

＼ □ ＼ ¥ ¥ ¥ ＼ ＼ ＼ 
0 lm 

競面位置の 一部〇

の 制限 シImセットバソク
垣・柵の構造の制限 建築条例化しない

内

゜
一部〇 一部〇

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜住：床面桔1500吋超の店舗・事務所・ 中，幹住上：パチ 住尚風俗営業 仲，幹B：床面積1500 産マージャン，バチン 産B：マージャン，パチ

容 危険物 ンコ，キャバレー など A：パチンコ）荏惰 幹・作廂パチンコ展笠・ A：パチンコ屋惰 A•B：パチンコ 1乱等 吋超の店舗・事務 コ笠キャバレー，ナ ンコ惰

ホテル，ボーリング場守 笠 カラオケボックス憚 カラオケボックス憚 カラオケボックス雰 カラオケボックス惰 所・危険物ホテル， イトクラプ等，ボー ボーリング場惰

住商：マージャン，パチンコなど 中：．上場の制限 B•住：パチンコ）珪憚 住：キャバレー，ナイト B：パチンコ屋憎 ホテル又は旅館 ボーリング場9；り リング場芍； 準上業地域で禁止

原動機使用50面超の作業場 シ道路から3m部 カラオケボックス悶 クラプ等 カラオケボックス等 沿住・住ホテル又は 住尚マージャン，パチ 住商：マーシャン，パチン の上場

建築物用途
準住居地域で禁止の上場及び危 の1階専用住 作業床面積300rri パチンコ屋笠 ホテル又は旅館 旅館 ンコ笠原動機使用 コ笠，原動機使月150 中：マージャン，パチン

の制限
険物など 宅など を超える上場 カラオケボックス等 住尚：ばちんこ屋惰 沿上・住上パチンコ 50rr/超の作粟場 面超の作粟揚 コ笠

住上・キャバレー，ナイ 作業床面積150吋 カラオケボックス等 屋等 礁住居地域で禁止 廂粟地域で慧止の ボーリング場笠

トクラプ等 を超え上場 住：床面積1500面を の上場及び危険物 上場及び危険物 準上業地域で禁止

パチンコ屋笠 住商：キャバレー，ナイ 超える店舗・飲食 細：キャパレー，餡窒糾欝 幹：マージャソ，パチンコ の上場

カラオケボックス等 トクラプ等 店・事務所 廂A,B：準住届地域て禁 等キャバレー，ナイト 粟B：倉匝業の倉肌

パチンコ屋胄 止の上場及び危険物 クラプ＇會、『ボーリング

カラオケボックス閤 厭勁機使用50吋趙の作 i刃'’邪ヽJ:

粟場

用途地域変更 ＼ ゜ ゜ ゜＼ ＼ ＼ ＼ ＼ ＼ ＼ 
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第 5節 復興市街地再開発事業

1. 再開発地区の状況

(1) 被災状況

神戸市マスタープランにおいて東西の副都心

に位置づけられた六甲道駅周辺及び新長田駅周

辺は、共に JR駅舎の崩壊、駅周辺のビルや家

屋の倒壊という被害を受け、さらに新長田駅周

辺では大規模火災により街が焼失するという大

都市直下型地震の恐怖を目の当たりにする被災

状況であった。

六甲道駅の南側では、市街地改造事業による

再開発ビル（メイン六甲B。C棟）が倒壊した

のをはじめ、多くのマンション、木造家屋が被

災し、再開発事業区域内全体で約65％が全半壊

の被害を受け、 34人が死亡した。

また、新長田駅の南側でも、市街地改造事業

による再開発ビル 3棟（スカイビル、神戸デパー

ト、腕六ビル）をはじめ多くの商店。家屋が倒

壊するとともに、若松町3。4丁目、大橋町3。

4丁目ェリア、大正筋商店街を中心とする腕塚

町5。6丁目、久保町 5。6丁目、二葉町 5。

6丁目ェリア、日吉町 2丁目ェリアの 3ヵ所で

大規模火災が発生し、再開発事業区域内全体で

の全半壊。焼失率は約83％に及び、 49人が死亡

した。

図表21-5-1 復興市街地再開発事業地区の被災率

被災前の 被災建物棟数

建物棟数
死亡者数

全壊 半壊 全焼 被災計 被災率

六甲道駅南 276 160 20 

゜
180 65.2% 34 

新長田駅南 992 208 83 530 821 82.8% 49 

出典：「平成 7年度兵庫県南部地震被害実態調査最終報告書」

建設省建築研究所（平成 8年 3月）

(2) 震災前の地区状況

両地区とも、土地利用は駅前あるいは商店街

立地の特徴である住商混在地区で、併用住宅の

く、また長屋住宅も20％を超えていた。

さらに新長田駅南地区では、ケミカルシューズ
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関連の工場。卸問屋を中心とした住商工の混在

地区も含まれていた。

人口構成は、 65歳以上の割合が六甲道駅南地

区で27.9%、新長田駅南地区で18.6％と全市平

均の11.5％をはるかに上回り、インナーシティ

の特徴である高齢化が進んだ地域であった。

地区内の宅地規模は、 75吋以下の宅地率が六

甲道駅南地区では56.3%、新長田駅南地区では

68.5％と全市平均の33.0％に比べて著しく高く、

特に新長田駅南地区では50吋未満の小規模宅地

率が37.0％もあり、木造家屋が密集した狭小宅

地の地域であった。

(3) 震災前のまちづくりの取り組み

神戸市マスタープランにおいては両地区を副

都心として位置づけ、ターミナル機能の充実。

強化とともに商業。業務。文化機能等の導入、

集積を図ることとしている。

一方、都心を取り巻く周辺では、震災前から

人口の減少。高齢化、企業活動の低下に伴い、

地域活力が低下し、いわゆるインナーシティ問

題が神戸市における都市政策上の重要なテーマ

となっていた。平成元年には「神戸市インナー

シティ総合整備輩本計画」を策定して、灘lX~

区を中心とするインナーシティ地域におい

て19のリーディングプロジェクトを導入すると

ともに、各地域の整備構想を定め活性化に努め

てきた。その中では、六甲道駅周辺の「八幡線

沿整備」、新長田駅周辺の「新長田駅前再開発」、

「五位池線整備」、「地下鉄海岸線」が位置づけ

られている。

これまで六甲道駅周辺では、駅南側で市街地

改造事業を、駅北側で市街地再開発事業をそれ

図表21-5-2 年齢別人口構成（平成 2

人口に対する割合

14歳以下 15~64歳 65歳以上

17.4% 71.2% 11.5% 

灘 区 13.6% 72.3% 14.2% 

六甲道駅南 12.4% 59.7% 27.9% 

田区 13.6% 69.9% 16.4% 

1 新長田駅南 11.5% 69.9% 18.6% 



ぞれ施行し、南北駅前広場の整備 するな

ど副都心づくりを進めてきた。また、八幡線沿

いの桜口 3丁目地区では組合施行の第一種市街

地再開発事業が施行中で、震災後の平成 7年 9

月に再開発ビルの工事に着手している。

新長田駅周辺では、新長田駅前地区で駅前広

場をあわせて整備する市施行の第一種市街地再

開発事業を施行中で、平成 7年 6月に再開発ビ

している。国道 2号の南側では、

地下鉄海岸線の整備に関連して平成 5年11月に

ー葉町 5丁目地区で市施行の第二種市街地再開

発事業の都市計画を決定し、用地の先行買収を

中心に事業施行中であった。新長田駅南地区の

はこの地区の名称及び区域を変更

したものである。なお、二葉町 5丁目地区の北

に連続する腕塚町 5丁目、久保町 5丁目におい

てもコンサルタントとともに組合再開発を目指

して勉強会を開催していた。

2. 震災復興市街地再開発事業の都市計画

(1) 副都心復興計画への対応

震災復興に向けた取り組みは、まず市街地の

被災調査から着手した。調査は、被災直後の混

乱のさなか職員の大多数が避難所等での救援活

動に従事し、人的、時間的制約がある中で実施

された。

この成果をもとに、 は市街地復

興の方向を検討するためのプロジェクトチーム

を結成し、 1号館の23。24階において夜を徹し

た作業を行った。そして、特に被害が甚大であ

り、また都市基盤の整備が必要な地域の抽出を

行い、土地区画整理事業、市街地再開発事業、

地区計画の実施予定区域を平成 7年 2月 1日に

市民に示すとともに、これらの区域における復

興の円滑な取り糾みに向けて建築基準法第84条

に腿づく建築制限を同区域に実施した（前掲第

2節）。

引き続き

い、市街地再開発事業の実施予定の 2地区にお

いては、同年 2月21日に、①市街地再開発事業

の実施、②防災拠点となる公園、道路の整備、

③再開発ビル建設による商業。業務施設、

の供給、を内容とする副都心にふさわしし

に強いまちづくりの案を発表した。

(2) 事業手法の選定と区域設定

① 第二種市街地再開発事業の選定

被災した両地区の復興を図る

するにあたっては、

（ア） 両地区がマスタープランにおいて副都心

図表21-5-3

数

新長田駅南

50吋未満 63,997 (19.3) 52 (15.6) 433 (37.0) 

50~75m2 45,253 (13. 7) 136 (40. 7) 368 (31.5) 

75~100m2 32,041 (9.7) 59 (17.7) 97 (8.3) 

100~150m2 45,511 (13.7) 27 (8.1) 99 (8.5) 

150~200m2 45,061 (13.6) 9 (2.7) 42 (3.6) 

200吋以上 99,610 (30.0) 51 (15.3) 130 (11.1) 

331,473(100.0) 334(100.0) 1,169(100.0) 

図表21-5-4 従前の土地利用状況

住宅（併用を含む） 商 業 工 業

その他 計

独立住宅 長
共同住宅 共同住宅

併用住宅 その他
事務所 店舗

その他 計 倉廊 工場 計
（木賃） （マンション） 銀行 百貨店

市
196,525 30,881 11,852 96,133 38,266 45,452 419,109 8,323 7,305 2,335 17,963 9,514 8,105 17,619 28,188 482,9 3 こ
40.7% 6.4% 2 5% 19 9% 7.9% 9.4% 868% 1 7% 1.5% 0.5% 3 7% 2.0% 17%, I 3.6% 5 8% 100.1 

14,771 5,876 1,458 10,857 4,766 1,583 39,311 546 447 319 1,312 816, 631 1,447 1,391 43,4 
灘 区

34.0% 13.5% 3.4% 25 0% 11.0% 3.6% 90.5% 13% 1.0% 0.7% 3 0% 19% 1.5% 3 3% 3.2% 100 0% 

六甲道
72 139 4 166 220 3 604 49 2 

゜
51 5 

゜
5 I 14 674 

107% 20 6% 0.6% 24.6% 32 6% 04% 89.6% 7.3% 03% 00% 7.6% 07% 00% 0.7% 21% 100.0% 

長田区
18,294 8,354 1,754 4,087 6,791 1,137 40,407 611 313 79 1,003 1,071 1,653 2,724 2,527 46,661 

39.2% 17 9% 38% 88% 14.5% I I 2.4% 866% 13% 0.7% 0 2% 2.1% 2 3% 3 5% 5.8% 54% 100 0% 

新長田
216 414 30 257 860 16 1,793 22 62 8 92 30 45 75 38 1,998 

108% 20.7% 1.5% 12.9% 43 0% 08% 89.7% 11% 31% 04% 4.6% 15% 2.3% 3.8% 19% 100.0% 
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として位置づけられており、副都心にふさ

わしい復興の実現を図る必要があること、

（イ） 都市計画上も容積率が周辺の地区より

く設定され、土地の高度利用が見込まれて

いるが、土地利用が細分化し、権利関係が

輻轄化しているため、個別の建築活動では

副都心にふさわしい復興が期待できないこ

と、

（ウ） 震災の教訓から副都心機能として、災害

時の避難に役立つ公園、公共施設の整備等、

防災支援拠点の整備が必要であること、

を踏まえて、都市基盤施設と建築物を一体的に

整備することができる市街地再開発事業の手法

により復興事業を行うこととした。また、

（ア） 区域が大規模であることから、合意ので

きた地区から個別的、段階的な施行を可能

とすること、

（イ） 先行買収希望者や地区外転出希望者に対

し、権利変換方式を採用している

に比べても用地買収にあたって税制上最

も有利な制度であること、

を考慮し、第二種事業により実施することとし

た。

② 事業区域の設定

事業区域の設定にあたっては、（ア）被災状況、

（イ）都市基盤整備計画と副都心づくりのまとまり、

（ウ）既定の再開発事業区域との整合性、を考慮し、

副都心づくりと一体的な都市基盤整備が必要な

区域を事業区域とした。

また、これらの一体的な整備が必要な区域に

あっても、（ア）中学校、（イ）既に高度利用された建

物（高度利用地区の制限規定を満足する建築面

積200m以上かつ利用容積率が一定以上のもの

を想定した）のうち、建物の被災状況が補修に

より使用できる程度で、道路、公園といった都

市基盤の整備に支障が無いなど存続可能なもの

については除外区域とした。

その結果、六甲道駅南地区で 2棟、新長田駅

南地区で10棟（うち 1棟は、地元要望を受けて

都市計画変更を行い、区域に編入されることと

なった）が区域除外されている。
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(3) 地元説明と都市計画手続き

① 説明会の開催

市街地再開発事業等の実施予定区域と建築基

準法に基づく建築制限を発表した 2月 1日に、

サンボーホールにおいて一般住民の方に対する

まちづくり相談を開始する一方で、現地におい

ては、地元自治会長に住民説明会の開催をお願

いして、連絡の取れる可能な範囲で避難してい

る住民の方にも住民説明会に集まってもらい、

復興事業への協力を要請した。

六甲道駅南地区では被災した再開発ビルの使

用可能な駐車場において、新長田駅南地区では

現地の再開発事務所の他、近くの二葉小学校の

教室、銀行の会議室などを利用しての説明会で

あった。多数の住民が避難している状況下で開

催できなかった地区もあったが、これらの動き

は逐ーマスコミにより報道されることで従来の

事業にはない周知が図られることとなった。

② 現地相談所の設置

新聞、テレビ等のマスコミを通じて 2月21日

に8地区の震災復興都市計画の内容を発表し、

翌22日から個別相談のための現地相談所を、

地区画整理事業区域と共に六甲道駅周辺地区は

コープこうべ六甲駐車場を、御菅地区。新長田

駅周辺地区は長田工業高校をそれぞれ使用して

開設した。

同月23日には震災復興まちづくりニュース第

3号を通してまちづくり案を発表し、関係住民

に対して再開発事業による復興まちづくりの計

画案を示すことにより、現地相談所とサンボー

ホールにおいて個々の住民に対する具体的な復

興まちづくりの説明、相談を始めた。

③ 都市計画決定

市街地再開発事業等の復興都市計画事業案を

平成 7年 2月28日から 3月13日までの 2週間縦

覧に供し、同月 17日に 2地区、計約26haの市

街地再開発事業等の都市計画決定を行った。

地震発生から 2ヶ月という短期間に復興事業

の都市計画を決定したことにより、

（ア） 土地売却希望者に対する用地の先行買収

（イ） 事業用仮設住宅の建設による従前居住地

付近での早期生活再建

（ウ） まちの復興に向けた早期事業化



に対応することが可能となった。

(4) 新法制定と事業の特例制度

① 建築制限と新法制定

このたびの復興都市計画事業の取り組みは、

一方で新法制定の動きがあったものの、いつ制

定されるかわからない段階では、先行的に進め

ざるを得ないため、建築詰準法に詰づく建築制

限とその期限が切れる 2ヶ月以内の都市計画決

定という流れで、現行法による都市計画事業の

適用を前提にして進めることとなった。

結果的に、平成 7年 2月26日に被災市街地復

興特別措置法が施行されたが、

都市計画決定までの間の建築制限を盛り

込んだ被災市街地復興推進地域の指定を市街地

と同時に都市計画として同年 3月

17日に決定したため、この地域指定に彗づく

築制限が適用されることはなかった。

このたびの市街地再開発事業等は、被災市街

地復興推進地域の指定決定と同時に都市計画決

定を行うことにより、「震災復興」の位置づけ

を得ることができ、同地域指定は事業補助制度

において震災特例の適用を受けることに

有することとなった。

② 事業制度の震災特例

震災復興市街地再開発事業では、権利者の

期生活再建と経済的負担の軽減、大規模な

に対する財政負担の軽減が事業推進にあたっ

て直面する象徽的な課題であった。

これらの課題に対する具体的な対応策として、

に再開発事業補助の特例措置を要望し、

として実施される市街地再開発事

については、以下の事項に関して補助金の拡

充、連用がなされた。

（ア） 権利者の生活の早期安定を図るため、都

市計画決定後の仮設住宅。店舗の先行建設

と仮設設置費標準単価の引き上げ

（イ） 公共空地の整備促進と権利者の経済的負

担の軽減を図るため、再開発地区計画等に

定められた 2号施設、地区施設の整備費に

対する補助対象の拡充

（ウ） 防災に寄与する施設の整備及

進を図るため、 に活用可能な集会所
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等の施設の整備費及び現場事務所の設置費

の補助対象の拡充

（エ） 財政負担の軽減を図るため、補助率の引

き上げ (1/3から2/5に引き上げ）

3. 復興市街地再開発事業の展開

(1) 事業推進の基本的な考え方

① 協働のまちづくり

震災から 2ヶ月後の平成 7年 3月17日の復興

都市計画の決定を受けて、各地区での具体的な

にあたっては、計画づくりに地元の

向を最大限に尊重することを基本方針とし、

（ア） まちづくり協議会の組織化を働きかけ、

十分な意見交換、協議、調整を行って進め

ていく

（イ） 地元のまちづくり活動を行う場所として

現地相談所を設ける

（ウ） 地元協議会に対してまちづくりの専門家

であるコンサルタントを派遣し、地区ごと

にまちづりの将来像の作成を図っていく

（エ） 地元まちづくり提案を尊重し

を策定し、必要な場合は都市計画の変更に

柔軟に対応する

こととした。

② 早期生活再建への取り組み

復興市街地再開発事業を推進するにあたって

は、まず被災権利者の早期生活再建を図ること

を目標として、全面買収方式という

の特徽を最大限に活用し、

（ア） 避難所等に避難している被災権利者向け

での事業用仮設の先行建設を

行う

（イ） 再開発ビルヘの人居を希望しなし

への対応として、事業用用地の取得のため

先行買収を行う

（ウ） 用地の先行取得が進んでいる街区から、

利者向けの受皿賃貸住宅を早期に建設する

といった被災権利者の早期生活再建に向けた施

策に取り組むこととした。

(2) まちづくり協議会の設立

復興まちづくりの進め方の最大の特徴がまち

づくり協議会方式である。復興都市計画事業を



図表21-5-5 再開発事業の流れとまちづくりの進め方

住民の役割 市の役割

プロックごとのまちづくりの取り組み

I コンサルタント派遣 I 
I 
・住民意見アイデアの集約

•まちづくり構想の提案

など

二已竺二二こ事業計画案の提示 I

しこ□竺□I l 

管理処分計画案の作成
・配置設計

•もとの資産の評価
•取得するビル床の指定

など
----‘ 

ロ竺竺竺ー」こ管理処分計画案の提示 I

譲受け希望の申し出

賃借り希望の申し出

市街地再開発審査会 1 意見書の

•土地建物の専門家 ・権利者の代表 審査など

事
業
用
仮
設
店
舗
・
住
宅
の
建
設

転
出
希
望
者
か
ら
の
用
地
買
収

＜契 約 ＞
ロ竺竺竺一仁才補償金等の支払い I

l 土地の明け渡し ＞ 

I 再開発ビル入居 戸口 再開発ビルの完成

推進する上でまちづくり協議会には、

（ア） 住民との合意の上で復興事業を進めると

いう行政姿勢を示す象徽

（イ） 住民の個々の意見を引き出す組織である

とともに、住民の合意形成の場

（ウ） 住民と行政の協働のまちづくりを推進す

ることができる住民側の主体

といった役割が期待された。

復興市街地再開発事業の都市計画決定後、

業の具体化に向けて、まず地元と市との話し合

いの中で、まちづくり協議会の設立を地元に働

きかけた。市はまちづくり協議会の設立、コン

サルタントの派遣、地元まちづくり計画の作成

といった協働のまちづくりへの取り組みを要請

し、順次地元では、自治会、商店街組織の役員

等の呼びかけによりまちづくり協議会が設立さ

れていった。

六甲道駅南地区では、既存の自治会等を中心

に4つのまちづくり協議会と各協議会の代表者

で構成する連合協議会が設立された。

なお、震災直後に地元有志約50名から

なる「六甲南地区の新しいまちづくり

を考える会」が結成され、市の都市計

画案とは異なる提案をしていたが、ま

ちづくり協議会の活動の中で地元まち

づくり提案の策定に参画していった。

同地区内のすべての地区で、平成 9

4月までにまちづくり計画の提案。合

意がなされた。

新長田駅南地区では約20ha

の区域が、国道 2号と都市計画道路五

位池線で大きく 3分割され、それぞれ

小学校区も異なり、地域的なつながり

が乏しいことから、市としても、

2号以南を第1地区、五位池線以西を

第2地区、五位池線以東を第3地区に分

割して、事業を進めることとした。

まちづくり協議会は、地域的なつな

がりや被災状況に差異もあって、既存

の自治会や商店街組織を中心に 7つの

協議会等に分かれて結成された（若松

7丁目は準備組織のまま活動は停止し

ている）。なお、第3地区では、組織結

成後地元の事情から協議会内部で新たに一部自

治会が独立した形でまちづくり協議会を結成し

ている。新長田駅南地区では、活動を停止して

いる 1つの地区を除き、すべての協議会から

成 9年 4月までにまちづくり計画の提案がなさ

れた。

(3) 事業用仮設の建設

都市計画決定を急いだ理由の一つとして、

の補助金を導入して事業用仮設を早期に建設す

ることが可能となることが挙げられる。地元自

治会役員等から「地元案を作成するにはできる

だけ多くの住民に参加してもらう必要があり、

そのためにも仮設住宅を地元に建てて早く住民

に戻ってきてもらいたい」との要望もあり、都

市計画決定後は仮設住宅の建設を行い、避難所

等から地区への移転を促進させ、まず権利者の

に努めることから着手した。

事業用仮設の建設は通例、市の取得用地を活
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図表21-5-6 まちづくり協議会とまちづくり提案の状況（復興市街地再開発事業区域内）

地区名 地元協議会 設立 地元提案 都市計画決定

六甲道駅南地区

第 1地区 深田 4南まちづくり協議会 H7. 6. 18 H7.3.17 （当初）

第 2地区 桜備 4まちづくり協議会 H7. 6. 18 HS. 12. 25 H9. 2. 28 六甲道南公園の変更等

第 3地区 桜口 5まちづくり協議会 I H7. 6. 18 HS. 12. 25 

第 4地区 深備 5まちづくり協議会 H7. 6. 18 H9. 4. 24 

新長田駅南地区

第 1地区 久二塚 6まちづくり協議会 H7. 9. 3 HS. 1. 12 
--------------------"'’’', 

久二塚地区震災復興まちづくり協議会 H7. 2. 15 HS. 6. 12 H7.3.17 （当初）

第 2地区 日吉 2まちづくり協議会 HS. 6. 9 H8. 11. 18 HS. 11. 5 久二塚公園の追加等
W •心~ `~ ｀．．．“““疇--------------------············囀• -町や’’’~ "”"“ .... .... --...............雫雫

新長田駅前地区復興まちづくり協議会
＂ ＂ ”`* → ~........---・ • -・ • • ----・ •囀~亨-今....---.....雫~”“"’“’心~疇~．．．“幽•--• --

大橋 7まちづくり協議会
" ` `“→ 士“““--士幽→“,--• - -----• -----• --マ-・ • ---,．・ •囀~學＇學~＂ ＂ • -• →一

| 若松 7まちづくり準備会

第 3地区 新長田駅南大若復興協議会

言~ "’・ • -"’'" "．＂ ＂ ＂ ＂“" ` ̀. ~士疇~ー'“'．------ ·---幽• -・------ --亨雫.....

大橋 3まちづくり協議会

用して行うが、都市計画決定直後でもあり、市

が取得できた用地だけではまとまった戸数の建

設ができないため、市が土地所有者から借地す

ることで、この問題を解決していった。

この借地方式は、最も早く設立されたまちづ

くり協議会である新長田駅南地区内の久二塚地

区震災復興まちづくり協議会が関係権利者の協

力を得ながら地主から協議会が借地して、仮設

住宅 (104戸）と仮設店舗（「パラール」 100店

舗）を建設するという画期的な活動に震災後い

図表21-5-7 事業用仮設の設置状況

H7 H8 H9 HlO 計

住宅 118 16 18 152 

六甲道駅南 店舗 24 6 30 

小計 142 6 16 18 182 

住宅 304 58 28 390 

新長田駅南 店舗 6 6 19 15 46 

小計 310 64 47 15 436 

住宅 422 58 44 18 542 

合 計 店舗 30 12 19 15 76 

計 452 70 63 33 618 

H7. 7. 13 H9. 4. 16 H9. 2. 28 新長田公園の追加、区
----土------------------

HS. 1. 12 H9. 4. 23 画街路の変更、用途地
-・-・・----------呵

H7.12.17 域の変更等

H7. 11. 26 HS. 8. 24 H9. 9. 2 区域拡大、若松公園の

HS. 11. 30 変更、区画道路の廃止

H9. 3. 29 等

Hll. 3. 20 

HS. 9. 19 HS. 12. 1 
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H9. 3. 30 

ち早く取り組んでいたのを参考にしたものであ

る。

同協議会が設置した仮設住宅については、市

が公共団体施行として事業を推進するという性

格から市で借り上げ事業用仮設住宅として供給

したが、以後設置した事業用仮設住宅は全て市

している。平成10年度末現在で市が

した事業用仮設の状況は、六甲道駅南地区

で住宅152戸、店舗30戸、新長田駅南地区で

宅390戸、店舗46戸となっている（図表21-5-7)。

事業用仮設住宅は応急仮設住宅と同様の 2K

タイプ (8坪）を標準として、 2階建て

プレハブで建設した。入居基準は、応急仮設

住宅とは異なりあくまで事業用としての性格か

ら、事業用用地として活用できるように従前居

住地を更地とすることを要件とした。

事業用仮設住宅の早期供給により多くの住民

が街に戻れたことは、震災時の行政対応への不

満を引きずる中で、震災復興のまちづくりの

価できる点として理解され、まちづくりの話し

合いを進めていく上で大きな役割を果たした。



(4) 受皿住宅の供給

地区内住宅権利者の約 5割（六甲道駅南地区

で約47%、新長田駅南地区で約53%）を借家人

が占め、たとえ持ち家であっても高齢の被災者

が多いことから、建設省とも協議し、再開発事

業区域を含む周辺被災地を広く住宅市街地整備

総合支援事業の事業区域とした上で、再開発事

業区域内の受皿住宅についても同支援事業を活

用して供給することとした（図表21-5-8)。

再開発事業区域内での受皿住宅の供給手法と

しては、市の予算。財政面の問題もあり、住宅。

都市整備公団との連携方式も活用して次の 4タ

イプの方式を採用することとした。

（ア） 市供給方式（市建設型）

（イ） 市供給方式（保留床市買取り型）

（ウ） 住宅0都市整備公団供給、市借上げ方式

（保留床公団買取り、市借上げ型）

（エ） 住宅0都市整備公団供給方式（保留床公

団買取り、公団直接賃貸型）

被災者や事業により住宅に困窮する方の早期

生活再建を図るため、原則として各地区の早期

においては、受皿住宅を優先して供給

することとした。

住宅規模タイプは、 1DK（約40m2)から 4

DK（約70mりまでの 4タイプを標準とし、平

成11年度中には、計 6団地、計490戸が完成す

る予定である。

受皿住宅の供給を早い時期に地元に説明する

ことによって、借家人や被災者で分譲住宅の取

得に不安を胞く権利者にとって、事業用仮設住

宅だけでなく恒久住宅への入居も可能となるこ

とで、将来への不安感を多少とも和らげること

ができ、多くのまちづくり協議会や住民から再

開発事業の早期推進への理解を得ることができ

た。

図表21-5-8 受皿住宅の供給計画

地区 戸数 市建設・買取型 公団買取型（市借上含む）

六甲道駅南 120戸
桜口 5丁目 41戸 備後 5丁目 44戸

桜口 4丁目 35戸

日吉第 2 140戸 若松 3丁目 127戸

新長田駅南 679戸
久二塚西ふれあい 58戸 大橋 4丁目 50戸

久二塚西 99戸 二葉 5丁目 97戸

久二塚東 108戸

計^ I I 799戸 5団地 446戸 5団地 353戸
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(5) 権利者負担の軽減策

第二種事業の再開発手法は、管理処分という

手続きにより現在の所有資産に替えて新しし

開発ビル床の譲渡を受ける方式で、等価交換ま

では床取得に負担は生じないが、等価の額を超

える床取得については負担を伴う。建物を失っ

た被災者にとっては、所有資産額が減少したり、

-=ローンを抱えたりするため、再開発ビル床

取得にあたっての負担軽減が最大の課題であっ

た。そのため、従来の再開発事業にない新たな

補助金の導入等のエ夫によって床価格の低減に

努めるとともに、管理処分基準、融資制度にお

いても負担軽減の工夫に努めた。

また、商業集積度の高い新長田駅南地区では、

再開発ビルの床取得にあたって中小企業高度化

資金が活用できるよう、通産省、兵庫県とも協

議を重ね、商店街近代化事業の適用への道を開

くことができ、事業区域内で 2つの商業協同組

合が結成された。

(6) 進捗状況

事業の進捗状況は、平成11年 9月末現在、

を六甲道駅南地区で100%、新長田駅南

地区で74％決定し、あわせて13エ区でビル工事

発注を終え、 3棟のビルが完成している。平成

11年度末までに両地区とも 3エ区づつ、計 6

区で再開発ビルが完成する予定である。



第 6節 復興市街地整備事業

1. 住宅市街地整備総合支援事業

（住市総事業）

(1) 事業の概要

住市総事業は、大都市の既成市街地において

大規模工場跡地等を活用しながら

住宅の供給及び関連する道路、公園等の公共施

設の整備等を総合的に進める事業である。

の区域を対象に地方公共団体が整備計画を定め、

建設大臣の承認を得て住宅市街地整備に関する

多様な事業を展開するものであり、国からの補

助としては、良好な共同住宅建設に対する設計

。建設費等の一部補助、住市総事業の実施に

より住宅を失う住宅困窮者のための従前居住者

の整備に係る補助、関連公共施設整

備に係る補助、等がある。

震災特例措置として、住宅建設に係る補助率

げ、補助金算出にあたっての簡便法の採

用等が認められた。

(2) 8地区での着手

震災前は、神戸駅周辺地区、兵庫駅南地区及

び真陽地区の 3地区102haにおいて事業を推進

していたが、震災後の平成 7年 3月17日、六甲

地区、東部新都心地区、松本周辺地区、御菅地

区及び新長田地区の計 5地区768haにおいて新

たに事業着手した。また、従来からの 3地区に

ついても復興事業の一環として新たな取り組み

を行うこととした。また、これらの 8地区につ

いて「神戸市震災復興地区」として事業単位を

一本化し、地区内のどこからでも機動的

きるよう工夫を行った。

これらの地区の設定は、神戸市震災復興緊急

整備条例に晶づく重点復輿地域の指定をふまえ

たものである。すなわち、建築物が集中的に倒

壊又は面的に焼失している地域で、災害に強い

まちづくりを進める必要のある地区のうち、

の重点供給と道路。公園等の基盤整備を一体

図表21-6-1 住宅市街地整備総合支援事業実施地区一覧

地区名

神戸市震災復興地区

296.7 I H7.3.17 

②東部新都心周辺 I168.1 I H7. 3. 17 

③神戸駅周辺 58.0 I 

④松本周辺 22.4 I 

35.6 H2. 3. 31 尻池北部

29.1 H7. 3. 17 

8.2 H4. 8. 25 

⑧新長田 251.5 H7.3.17 

869.6 
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的に進める必要のある地区について、住市総事

業地区として選定した。具体的には、インナー

シティにおけるニュータウンとしての再生をめ

ざし総合施策の集中を図る地区（六甲、新長田）、

住宅の重点供給を主目的とする地区（東部新都

心、神戸駅周辺、兵庫駅南）及び公共団体施行

の震災復興土地区画整理事業及び震災復興市街

地再開発事業等との緊密な連携を主な目的とす

る地区（松本周辺、御菅、真陽）に分けられる。

(3) 住宅の重点供給

住市総事業の利点は、民間等による良好な共

同住宅建設に対する補助 (300万円／戸程度、

うち 1/ 2が国庫補助）、市、公団、公社によ

る受皿住宅の整備に対する国の補助（用地費、

の各2/3、地区外建設も可）、住宅供給に

関連する道路、公園等に対する国の別枠補助、

の3点である。

このうち住宅供給については、地区内及びそ

の近接地での公的住宅の早期大量供給を図ると

ともに、地区内での共同協調建替等による民間

住宅の再建支援を集中的に実施した。

地区内における住宅供給の実績は以下のとお

りであり、事業効果が十分発揮された進捗となっ

ている。

① 公的住宅の供給

神戸のすまい復興プランにおける公的住宅の逹

成実績は32,371戸であるが（第10章第 1節 6.

参照）、約37％にあたる12,037戸が住市総区域内

において供給されたことになる（図表21-6-2)。

図表21-6-2 住宅市街地整備総合支援事業区域内における住宅供給実績 Hll. 3末現在
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②
 

に対する支援

平成11年9月1日現在、共同協調建替事業と

して採択した住宅は、神戸市全体で合計98団地

4,441戸であるが（第10章第 3節図表10-3-11参

照）、このうちの 4割以上が住市総区域内での

ある。

(4) 関連公共施設の整備

震災後、道路。公園等の公共施設整備につい

て復興事業として数多く取り組まれているが、

このうち住宅の供給に合わせて必要となる施設

について、住市総事業を活用しながら整備を

施している。これも住市総事業の利点の一つで

あり、対象施設は、都市公園 8か所、道路 2か

所、街路 1か所及び東部新都心での

に係る道路である。

2. 密集住宅市街地整備促進事業

（密集事業）

(1) 事業の概要

は、防災上の課題等を有する密集市

街地において、老朽住宅の建て替え促進、

道路。小公園などの地区施設の整備等を総合的

に行う事業である。一定の区域を対象に市町村

が整備計画を定め、建設大臣の承認を得て住環

境整備に関する多様な事業を展開するものであ

り、国からの補助としては、老朽住宅の建て

え促進に係る除却費。

補助、

ためのコミュニティ住宅の整備に係る

補助、生活道路。小公園等の地区施設整備に係

る補助、等がある。

震災特例措置として、被災した建築物を老朽

住宅と見なす連用、建て替え促進に係る補助率

の嵩上げ、補助金算出にあたっての簡便法の採

用等が認められた。

(2) 継続地区 9地区。新規着手 3地区

については、震災前から市内で 9地

区508.9haにおいて事業を進めていたが、

後、密集市街地における復輿まちづくり事業の

一環としての取り組みをあらためて行うことと

した。また、事業地区のうち、まちづくり協議

との連携による事業推進が期待できる区域に

ついては、神戸市震災復興緊急整備条例に県づ

く重点復興地域としての指定も行っている。

図表21-6-3 密集住宅市街地整備促進事業実施地区一覧

地区名

①深江

町戸見
③原田。

④宮本。

⑤西出。東出・東川崎

女1 ⑥湊川町東部

⑦浜山

49.1 I 

5.2 I 2 

86.9 I s 61. 12. 15 I東部新都心周辺（住市総）

98.9 I H2. 3. 21 I東部新都心周辺（住市総）

22.6 I s 62. 3. 26 II崎 7 目（改良）

I湊川町 1• 2 

25.0 H4. 2. 20 浜山

17.9 H9. 2. 26 

25.0 H6. 2. 2 （住市総）

39.0 S 56. 2. 10 

63.2 H4. 5. 27 （住市総）、 （住市総）、

99.2 S 58. 11. 17 

539.1 

⑫東垂水

＊震災後に新規着手
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復興まちづくり事業の一環とはいえ、 3か年

計画の期間内は滅失した住宅ストックの回復が

最優先課題となる。このため、密集事業として

は、共同協調建替等による住宅再建への支援に

ついて当面重点的に取り組むこととした。

また、震災後 3地区において密集事業に新規

着手した。このうち、神前地区及び長田東部地

区については重点復興地域内での着手であり、

湊川町東部地区については追加指定地域での着

手である。これらの 3地区は、いずれも震災後

にまちづくり協議会が結成され、コンサルタン

トの協力のもとにまちづくりのビジョンをまと

めあげた地区である。

(3) 密集市街地整備の進め方の見直し

阪神。淡路大震災では、長田区、 の

老朽家屋が密集した地域において市街地大火が

生じるなど、密集市街地整備の必要性が改めて

示された。これらの地域については、前述のと

おり震災前から密集事業を 9地区508.9haにお

いて実施するなど一定の取り組みを行ってきた

が、震災の教訓をふまえ、事業展開にあたり新

たな方向と推進上の工夫を行うこととなった。

第一に、細街路整備を基本とする住環境整備

の展開である。密集市街地における老朽住宅の

建替えが進みにくい原因の一つに細街路未整備

の問題があり、細街路の整備により建物更新が

円滑に繰り返される市街地としての条件を整え

る、という考え方である。震災後住宅再建にあ

たっての細街路整備の要望が市民から多数寄せ

られたこと、私道災害復旧助成の実績が600件

を超えていること、細街路を多く含む密集市街

地での住宅再建が現在もなお進んでいないこと、

により細街路整備の重要性が再認識されたわ

けである。

特に、震災後 に着手した神前地区、

図表21-6-4 密集住宅市街地整備促進事業等地区内での細街路整備の状況

：：ロイロ□三三三::V̀：備を』画中

0路地。ま による整備を計画中

〇路地。まち再生事業による整備を計画中

〇地区内12路線を対象に、路地・まち再生事業による整備を実施中

0西出・東出中央ブロックにおいて、用地買収による整備を計画中

湊川町東部 （密集事業） 10湊川町 1• 2丁目において、組合区画整理事業を実施中（幅員 4m) 

〇その他の細街路については、路地・まち再生事業による整備を計画中

浜山 （密集事業） 0区画整理事業による細街路等の整備を実施中

長田南部

東垂水

0小規模道路等の生活環境施設については、用地買収による整備を実施中

〇各街区に 1本づつの配置で、用地買収による細街路整備を実施中

〇その他の道路については、路地。まち再生事業による整備を計画中

（密集事業） 1 0路地・まち再生事業による整備を計画中

（密集事業） 1 0区画道路の拡幅（幅員 8m) 2路線実施中

0区画道路の隅切りについて、用地買収による整備を実施中

〇街区内道路について、用地買収方式による整備を実施中 4 m) 

〇路地・まち再生事業による整備を計画中

〇路地。まち再生事業による整備を計画中

0路地。まち再生事業による整備を全30路線で実施中（幅員 4+ 1 m) 
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湊川町東部地区及び長田東部地区と街なみ環境

した野田北部地区では、細街路

整備を星本とする地区整備を進めている。整備

にあたっては、それぞれの地区特性をふまえ、

組合区画整理方式、用地買収方式、建物後退方

式の 3方式を使い分けながら

いるところである。

に、メリハリのきいた事業展開である。

これには、区域を絞り、限りある財源や人員を

集中投下し効率的な展開を図る

目標と具体的整備内容等を明快

にし、公共事業としてのわかりやすい事菓イメー

ジを形成する意味がある。

平成 9年度、震災の教訓をふまえ、「密集市

街地における防災街区の整備の促進に関する法

が制定された。神戸市では、災害に強いま

ちづくりを特に重点的に進める必要のある

市街地について、同法に犀づく防災再開発促進

地区に指定し、細街路整備を腿本とする住環境

を集中的に展開する予定である（防災再開

発促進地区の指定は、密集事業実施地区を中心

に平成11年度末頃を予定）。

また、公共事業の再評価制度が平成10年度か

ら本格的にスタートするなど、事業の効率性、

透明性の確保が一層求められる時代になってき

た。特に密集事業については、事業の最終目標

やこれに同けて具体的に何を実施するかという

これまで必ずしも明確になっていな

かった地区もある。柔軟な事業展開が図れると

を図って

することが効果的である。このため、従来から

しているインナー長屋改善制度（第 7節4.

(3)) をバージョンアップした「近隣住環境計圃

制度」を創設したところである。同制度は、向

こう 3軒両隣など市民にとって身近な単位から

の適用が可能であり、密集事業との連携による

効果的な展開が期待できる制度である。

以上の 3点の見直しについては、神戸市住環

境審議会からの答申「地域特性を踏まえたすま

い。まちづくりのあり方と当面の施策展開につ

いて」（平成11年 2月）において、これらの

本的方向が示されているところである。密集市

街地の整備にあたっては、答申をふまえつつ、

今後とも効果的な推進を図るよう工夫していき

たし＼。

(4) 震災後の事業展開状況

細街路整備については、実施地区数で見ると

2地区から平成10年度には 6地区に

加し、 11年度からはほぼ全地区におい

開している。

また、公的住宅供給や民間住宅再建支援につ

いては、密集事業以外の多様な事業手法も導人

し、現在事業中の12地区全体でそれぞれ2,769

戸及び1,040戸の供給実績となっている（図表

21-6-5)。

いう の利点も活かしつつ、 と

しての芯の通った進め方に留意する必要がある。

ーに、地域の実状に即した建築規制の連用

の充実である。神戸市の密集市街地の典型であ

る戦前長屋地区では、道路狭陰（幅員 3m弱）

かつ敷地規模狭小 (15坪前後）という地区特性

がある。 2項道路の後退と建ぺい率制限のため、

建替えても従前の広さを確保するのは困難であ

り、健全な建替えが進みにくい原因の一つになっ

ていることは、先に述べたとおりである。

これらの密集市街地の整備にあたっては、密

による公共投資だけでなく、細街路に

おける道路後退の確保や規制緩和など、地域特

性をふまえ を合わせて実施
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図表21-6-5 密集住宅市街地整備促進事業区域内における 3か年計画の住宅供給実績 Hll. 3末現在

住宅種別
密集区域

東垂水 長田南部 I1 真野 尻池北部 長田東部 ＇ 湊川町
西出・東

宮本・吾妻 原口神前 深江
実績合計 浜山 東部 出・東川崎

公営住宅 1,102 

゜
90 128 24 154 82 

゜
83 67 448 

゜
26 

！ 

市営（災害公営） 425 

゜゜
65 

゜
70 

゜゜゜゜
290 

゜゜I 

市営（再建住宅） 43 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜
43 o I 

゜市営（公団受皿借上） 245 

゜゜
22 

゜
84 82 

゜
57 。1

゜゜゜市営（民借賃） 325 

゜
90 41 24 

゜゜゜
26 67 51 

゜
26 

I 

県営 64 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜
64 

゜゜県営（公団受皿借上）

゜゜゜゜゜゜ I゚ ゜゜゜゜ I゚ ゜県営（公団空家借上）

特定優良賃貸住宅 500 

゜
42 39 

゜゜゜゜゜
93 118 29 179 

| 神戸市 416 

゜
42 39 

゜゜゜゜゜
87 57 12 179 

兵庫県 84 

゜゜゜
。I

゜゜゜゜
6 61 17 

゜再開発系住宅 744 

゜
395 

゜゜
83 

140 。Il ゜
51 

゜゜
70 

゜I同和改良 70 

゜゜゜゜゜ ゜゜゜゜
70 

゜I I 1改良再建

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜住市総受皿 501 0 I 395 

゜゜
88 

゜゜
18 

゜゜゜゜密集・一般改良 173 

゜゜゜゜゜
140 

゜
33 

゜゜゜゜公団・公社住宅 423 

゜
7 6 

|゚ 
6 

゜
41 r I 54 161 

゜
141 

公団 293 

゜
7 6 

゜
6 

゜
41 4 50 158 

゜
21 

市公社 10 

゜゜゜゜゜゜゜
3 4 3 

゜゜県公社 120 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜
120 

公的住宅合計 2,769 

゜
534 173 24 248 222 41 141 214 727 99 346 

共同建替等（一部再掲） 1,040 10 65 24 12 223 174 41 20 128 70 

゜
273 

I共同協調建替 738 

゜
65 24 

゜
223 174 41 20 128 63 

゜゜I 分譲マンション建替 280 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜
7 

゜
273 

優良共同住宅 22 10 

゜゜
12 

゜゜゜゜゜゜゜゜
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7節協働のまちづくり

1. 協働のまちづくりの理念

神戸市内では、震災以前より、「協働」の理

念のもとに住民主体のまちづくりを進めてきた。

「協働」というのは、住民、行政、

門家など、まちづくりに取り組むそれぞれの

体が、みずから と役割をしっかり認識し、

お互いに協力しながら物事を進めていくことを

意味する言葉である。

復興まちづくりに向けての重要な課題は、被

災により市内外各所に避難している住民や地権

者にいかにして復興事業の情報を伝えるか、い

かにして住民総意の復腿計画をまとめるか、そ

してこれらをいかにして速く進めるか、という

ものであった。二段階方式の都市計画を導入し、

「まちづくり協議会」の組織化、「現地相談所」

による地域住民への細やかな対応、「ま

ちづくり専門家」の派遣の 3点を某本方針とし

たのはこの目的のためである。

この「協議会方式」による協働のまちづくり

は、神戸市においては、昭和40年代後半の須磨

区板宿地区や長田区真野地区を喘矢として市内

各地域において展開され、昭和56年には

市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例

（まちづくり条例）」を制定して体系化すること

でしだいに定着していった。震災直前には、

野地区をはじめとして12地区の協議会が条例に

よる認定を受けてさまざまなまちづくり事業に

取り組むとともに、異人館のある町として有名

な中央区北野町の「北野。山本地区をまもり、

そだてる会」などまちづくり条例とは別の制度

にもとづくものや任意の協議会も20団体以上に

っていた。

震災後、神戸市では「震災復興緊急整備条例」

を制定して復興に向けてのまちづくりの方針を

示すなかで、土地区画整理事業や市街地再開発

どの都市計両決定区域を含む24地区1,225

ha（当初）を「重点復興地域」に指定した（前

掲第 3節）。この重点復興地域の選定にあたっ
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ては、「被災の程度の大小にかかわらず、従来

から都市整備上の課題がありまちづくり活動が

展開されていた地域」を挙げ、これまで進めて

きた協議会方式のまちづくりを積極的に活用し

て、協働による復興まちづくりを計画的に行お

うという姿勢を示した。一方、住民の自力復興

が主体となる重点復興地域外では、地域活動を

活発化しながらまちづくりの気連を

体の復興をめざすという位置づけのもとに、協

議会に対するまちづくり支援事業を展開していっ

た。

まちづくり協議会に対しての行政の支援は、

前述したまちづくり協議会の組織化に向けた

「街づくり助成制度」と、まちづくり専門家を

派遣する「コンサルタント派遣制度」の 2つに

大別される。街づくり助成は、協議会結成まで

の初動期の活動費や結成後の活動費などを地ェ

組織に直接補助するもので、助成の対象となる

まちづくり活動はアンケート調査、説明会。見

学会の開催、地元ニュースの発行などである。

コンサルタント派遣は、住民の要請によってま

ちづくりの専門家を地域に派遣するもので、派

された専門家は住民同士の意見集約や住民と

行政との調整を図りながらまちづくり計画を取

りまとめていく。

震災復興まちづくりにおいては、これらの制

度を各地域の状況にあわせて多面的に活用しな

がら、協働の理念にもとづく住民主体の復興計

を進めていった。

2. まちづくり条例の流れ

昭和56年に制定したまちづくり条例では、住

民主体のまちづくりの進め方を以下のように示

している（図表21-7-1)。

地域の居住者。事業者。土地又は家屋の所有

者等が地区の住み良いまちづくりを推進するこ

とを目的としてまちづくり協議会を構成する。

協議会の活動が、地区の住民の大部分の支持を

いるなどの条件を満たすと市長はこれを条

例に基づく協議会として認定する。まちづくり

協議会は、当該地区の将来像を「まちづくり

として策定し、 はこれに配慮して地

の整備を進めることとしている。さらにまちづ



くり協議会は、まちづくりのルールを定めたま

ちづくり協定を市長と締結し、建築行為等の

出制度に基づき、まちづくりの誘導。実現を図

ることができる。

その他、協議会のまちづくりをバックアップ

するため、技術的支援及び財政的支援を行うと

いう規定を設けている。

以上のようにまちづくり条例では、事業によ

りまちを改造する「ものづくり」とまちづくり

協定や地区計画により緩やかにまちを改善して

いく「ルールづくり」という二つのまちづくり

の流れを示している。また、住民自らまちづく

りに参加することにより、活動を通じて「人づ

くり」といった成果も期待される。

3. 協議会方式とまちづくり提案（復

興事業における枠組み）

震災前からのまちづくり条例および震災後の

震災復興緊急整備条例、そして復興事業におけ

る二段階都市計画の枠組みの中で、被災地域で

は重点復興地域を中心に数多くのまちづくり協

議会が誕生した。現在その総数はほぼ100を数

え、震災前の 3倍以上になっている。

まず、 7地区約150haにわたる震災復興土地

区画整理事業および震災復興市街地再開発事業

区域については、これまで御菅地区を除いてま

ちづくり協議会が結成されていなかった。その

御菅地区も協議会活動は休止状態であったこと

から、全地域において新たにまちづくり協議会

の結成を呼びかけ、その結果平成 7年の末まで

に42の協議会が結成された（平成11年 9月現在

で55)。松本地区のように一地区ー協議会のと

ころもあるが、六甲道駅周辺地区や新長田駅周

辺地区のように町丁ごとに小さな協議会が数多

く結成されているところもある。

震災前からまちづくり協議会として活動して

いたことにより重点復興地域に指定されたのは

味泥地区（灘区）、真野地区（長田区）など 9

地区である。いずれも住環境の改善や都市基盤

整備をめざして多年にわたる活動を展開してき

た、いわばまちづくりの先進地区といえる。

れらの地区では、震災直後から、協議会による

釦日活動や情報収集あるいは行政との連絡調整

などが行われており、従来からのまちの課題や

まちづくりの目標に加えて震災復興に向けた取

り組みが早くから進められた。

住民の自発的な動きが主体となっている重点

復興地域外では、組合方式によるミニ区画整理

に取り組む湊川町地区（兵庫区、その後重

点復興地域に追加指定）や、商店街を中心に地

こ

図表21-7-1

襄—ルづくり
住民主体のまちづくりの進め方

協定締結

の作業

実現のための活動

意
向
把
握

ま
ち
づ
く
り
協
定
の
締
結

地区計画案

の検討

まちづくりの実現

協
定
案
の
作
成

ま
ち
づ
く
り
提
案

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
認
定

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
結
成

組
織
つ
く
り

ま
ち
づ
く
り
の
発
意

協定の運用

1まちづくり助成1
（活動内容）

・アンケート調査

・講演会、見学会

・学習会、討論

•イメージ図作成

・ニュースの発行等

Iコンサルタント派遣I
公共施設整備、活性化

支援施策等の実施

0市街地開発事業

•土地区画整理事業

•市街地再開発事業
0住環境の整備

・密集住宅市街地整備促進事業

〇民間の再開発の促進

・優良建築物等の整備事業

・建築物の共同化

Iコンサルタント派遣I

貪アのづくり Iまちづくり助成 1
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域の活性化をめざす灘中央地区（灘区）など、

活動範囲や内容はさまざまであるが、地域ごと

のまちづくりの気運に応じていろいろなまちづ

くり協議会が生まれた。

それぞれの地区では、地元から に応じ

て派遣されたまちづくりコンサルタントと協議

会とが頻繁に会合を開きながら、地区のまちづ

くり構想を市長への提案の形にまとめ、市とし

てはまちづくり提案がまとまったところから順

次その内容を踏まえた事業計画を定めて、具体

的な事業を進めている。

これらの提案は、認定協議会によるものを除

けば、まちづくり条例に艤づくものではないが、

条例の趣旨に沿って内容を尊重し、事業上の提

として同等に取り扱っている。提案内容も、

一段階目の都市計画案に反映した初期の第 1次、

2次提案から、現在では、事業後のまちづく

りを腕んだ第 3次、第 4次提案へと移行しつつ

ある地区もある。

4. 誘導的まちづくりの手法

震災復興に向けて協働のまちづくりを進める

うえで、様々な事業制度だけでなく、まちのルー

ルを定めることなどにより緩やかにまちを改善

していく地区計画等の誘導的まちづくり手法を

活用している。

(1) 地区計画

地区計画制度は、地区の特性にふさわしい良

好な環境を整備、保全するため、地区レベルの

土地利用計画により、無秩序な開発。建築に対

する計画的コントロールを強化するもので、昭

和55年に都市計画法及び建築基準法の一部改正

により創設された。その後、建築物に対する規

制を定めるだけでなく、規制の緩和により良好

な都市環境の形成を誘導していく地区計画制度

も新たに発足し、現在以下のような種類の地

計画が制度化されている。

。地区計画

（地区計画の特別な使い方として、用途別

容積、誘導容積制度、容積の適正配分、

街並み誘導型地区計画がある。 ） 
。再開発地区計画

。住宅地高度利用地区計画

。防災街区整備地区計画

。集落地区計画

。沿道地区計画

さらに、地区計画で定めた建築物に関する

については、建築基準法に基づく条例で制限

を定め、建築主事の確認事項とすることができ

る。

神戸市では前述の「まちづくり条例」により

地区計画の都市計画決定手続きを定め、住民参

加のもとで地区特性に応じたきめ細かいまちづ

くりを推進するために地区計画制度を活用して

きた。特に震災後は様々な地区計画制度を活用

して、震災復興に役立てている。これまでに神

で決定した地区計画は、 51地区となって

いる。また、このうち44地区で、地区計画の

部又は全部を建築条例として定めている。

① 震災復興事業に伴う地区計画

。市街地再開発事業等の震災復

興都市計画事業区域では、事業にあわせて地区

計画制度を活用し、より良好な環境整備への

導を図っている。

このうち震災復興区画整理事業区域では、

により道路。公園等の基盤を整備するのにあ

わせて、地区計画を決定して建築物の規制。誘

導を行っている。さらに、後述のインナー

により、地区計画を決定している地区

で一定要件を満たす地区については地区全体を

図表21-7-2 震災前後のまちづくり協議会 (Hll. 9末）

旧促進区域
I 

震災後

> 8

計13

旧重点復興地域

冒
計75(55) 
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角敷地とみなして建ぺい率制限を適用し、建物

の再建を支援している。

また、市街地再開発事業区域でも、再開発地

区計画等を決定し、事業で整備する公園。街角

広場。歩行者デッキなどを 2号施設や地区施設

として位置付けている。

② 都心の地区計画

神戸の中心地である三宮地区についても、

災復興緊急整備条例において重点復興地域とし

て指定するとともに、街の防災性と安全性を強

化し、都心の商業。業務地区にふさわしい風格

と賑わいのあるまちづくりを誘導するために、

平成 7年 4月に地区計画を決定した。この地区

計画で歩行空間の確保のためのセットバックや

敷地の最低規模などについて定め、活力と魅力

あるまちづくりを誘導するとともに、ビルの共

同化の支援をするなどの取り組みを行っている。

③ 大規模プロジェクトに伴う地区計画

この他、市街地の中での大規模遊休地の開発

に伴い、地区計画を決定して良好な市街地形成

を図っている例もある。東部新都心地区では、

大規模工場跡地の総合的な整備を行うのに伴い、

地区計画で壁面の位置の制限などの規制や街角

広場等の地区施設について定めている。また、

住宅街区の一部で用途別容積を導入し、都心で

の住宅供給の促進を図っている。

④ その他

震災復興都市計画事業の網のかからなかった

地域においても、地区計画制度を活用して住民

との協働によりまちづくりを進めている。

このうち長田区の野田北部地区においては、

全国で初めて「街並み誘導型地区計画」を決定

し、 の制限、建築物の高さや容積率

の最高限度、敷地面積の最低限度等を定めるこ

とにより容積率や斜線制限の緩和を行っている。

さらに、街並み環境整備事業により細街路の美

装化を行ったり、景観に配慮した外構等の整備

の助成を行い、良好な街並みの形成を誘導し

ている。

(2) まちづくり協定

まちづくり協定は、前述のまちづくり条例に

き市長とまちづくり協議会との間で締結す
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るまちづくりのルールである。協定が結ばれた

地区においては、建築行為等を行う者に対し市

長とまちづくり協議会が届出を要請し、その内

容が協定に適合していない場合には、市長は

出をした者と必要な措置について協議すること

ができる。

これまでに神戸市内の 6地区でまちづくり協

定を締結している。このうち深江地区（東灘区）、

新在家南地区（灘区）の 2地区は、震災前から

まちづくりを進めていたが、震災で大きな被害

を受け、その後の復興のまちづくりの取り組み

の中でまちづくり協定を締結した。協定締結後

平成11年 8月末までに深江地区で707件、新在

家南地区で80件の届け出があり、その際に建築

物等の規制。誘導を行うことにより良好な市街

地の形成を図っている。さらに、ルールづくり

だけでなくものづくりも並行して進めており、

深江地区については地域の緑化など緑のまちづ

くりを推進し、新在家南地区については酒蔵や

西国浜街道等の歴史を生かして街並み環境整備

による建物の修景や道路の整備を行って

いる。

(3) インナー長屋改善制度

インナー長屋改善制度（「神戸市インナーシ

ティ長屋街区改善誘導制度」）は、インナーシ

ティの戦前長屋等が密集している地域で建替を

促進するため、建築彗準法上の支援策として平

成 5年度に創設した。その内容は、インナーシ

ティ地域のまちづくり事業が推進されている地

区内で、土地所有者等の合意によって建替のルー

ルが定められた街区に対し、建築基準法上の制

限の合理化を行い、ルールに基づいた良好な

替を支援するというものである。震災後、この

制度を活用して、震災復興区画整理事業区域等

で地区計画が決定している地区のうち一定要件

を満たす地区については角敷地として建ぺし

制限を適用し、建物の再建を支援してきた。現

在この制度を適用している地区は、 13地区であ

る。

(4) まちづくりスポット創生事業

震災で大きな被害を受けた地域では、壊れた



建物が撤去された後更地になったままの空地が

点在している。これらの空地を暫定的に活用し

て地域環境の向上に役立てるため、平成10年度

から「まちづくりスポット創生事業」を創設し

た。

この制度は、被災市街地内の当面建築計画の

ない空地を神戸市が暫定的に借上げ、まちづく

り協議会などの地元組織に無償で貸付けるとと

もに、地元組織が地域のコミュニティ活動の拠

点や非常時の防災活動拠点となるまちづくりス

ポットを整備、維持管理する際の支援を行うも

のである（図表21-7-3)。

図表21-7-3 まちづくりスポット創生事業の流れ

被災市街地内に残る空地（概ね100m'以上）

惜り受け

(3年間を限度）

土地所有者

固定資産税及び都市計画税相当額

ただし1,000円／対又は50万円を限度

神戸市

無償で貸付け

整備費助成 (300万円まて全額）

米うち 1/2は復興基金

管理費助成（年額1.5-5万円）

地元組織等

-I維持・管理I
まちづくりスポット

この制度を適用した第 1号は灘区の灘中央地

区で、地区内の約550面の民有地を活用して地

元まちづくり協議会が地域のコミュニティ広場

を整備し、平成10年 9月に完成した。さらに岡

本地区、新開地地区等でもこの制度を活用して

地域の広場等を整備しており、平成11年 9月末

までに市内の 7地区で事業を行っている。

740 

写真21-7-1 なかよしランド（灘中央地区、まちづく

りスポット創生事業第一号）



第 8節森南地区

(1) 事業手法 復興土地区画整理事業

(2) 地区の概要

◎地区面積： 16.7ha

◎震災前人口•世帯数： 3,282人・ 1,501世帯

◎被災状況： 全壊数・半壊数／全棟数（％）

523 。 69 / 902 (66) 

森南地区は、神戸市の東端に位置し、国道 2

号、 JR東海道本線に南北を挟まれている。

震災前は、良好な住宅地として発展してきて

おり、地区内の区画道路も概ね整備されていた。

しかし、地区内にできた大規模商業施設により、

地区内交通の処理や不法駐車等の問題が課題と

なっていた。

そして、今回の地震により地区の約 7割の建

物が大きな被害を受け、早期の復興及び JR甲

南山手駅設置に伴う都市機能の更新を目指し、

道路等の公共施設を一体的に整備し、安全で快

適な市街地の整備を進めているところである。

現在の進捗状況については、森南第一地区

(6.7ha)は、平成 9年 9月25日に事業計画を決

定し、平成10年 3月12日に仮換地指定を開始し、

平成11年 9月末現在の指定率は78％となってお

り、森南第二地区 (4.6ha) は、平成10年 3月

5日に事業計画を決定し、平成10年11月25日に

仮換地指定を開始し、平成11年 9月末現在の指

定率は75％となっている。

また、森南第三地区 (5.4ha) については、

平成11年10月 7日に事業計画を決定し、仮換地

指定開始に向け事業を進めているところである。

(3) まちづくりの経緯

＜平成 7年＞

4月8日／「森南町。本山中町まちづくり協議会」

設立

8月24日／まちづくり憲章を神戸市に提出

＜平成 8年＞

12月8日／「森南町 1丁目まちづくり協議会」が森

。本山中町まちづくり協議会から分

離独立

＜平成 9年＞
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1月19日／「森南町 3丁目まちづくり協議会」が森

。本山中町まちづくり協議会から分

離独立

3月10日／「森南町 1丁目まちづくり協議会」が第

1次まちづくり提案を神戸市に提出

5月29日／同協議会、第 2次まちづくり提案を神戸

市に提出

6月3日／都市計画変更（森南町 1丁目）

9月5日／「森南町 3丁目まちづくり協議会」がま

ちづくり提案を神戸市に提出

9月25日／森南町第一地区（森南町 1丁目）事業計

画決定

10月1日／「森南町・本山中町まちづくり協議会」

が本山中町 1丁目のまちづくり要望書を

神戸市に提出

11月27日／都市計画変更（森南町 3丁目、本山中町

1丁目）

＜平成10年＞

3月5日／「森南第二地区」（森南町 3丁目、本山中

町 1丁目）

＜平成11年＞

3月9日／「森南町・本山中町まちづくり協議会」

が第 1次まちづくり提案を神戸市に提出

4月10日／「本山中町 1丁目まちづくり協議会」が

「森南町・本山中町まちづくり協議会」か

ら分離し、森南町・本山中町まちづくり

協議会が「森南町 2丁目まちづくり協議

会」に名称を変更

7月23日／都市計画変更（森南町 2丁

10月7日／「森南第三地区」（森南町 2丁目）事業計

画決定

(4) 土地区画整理事業の概要

【森南第一地区】

：平成 9年 9月25日

◎地区面積： 6.7ha

◎主な整備内容 （道路）

。森南線 (11m、一部13m)

•森南東線 (13m)

・駅前広場 (2,700rriり

◎減歩率： 2.5%

◎総事業費：約59億円

【森南第二地区】

◎事業計画決定：平成10年 3月5日

◎地区面積： 4.6ha

◎主な整備内容 （道路）

•本庄本山線 (13m)

。森南西線 (9,..__,12m)

◎減歩率： 2.5%

◎総事業費：約21億円
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写真21-8-1 起工式（森南第一地区）

【森南第三地区】

◎事業計画決定 ：平成11年10月 7日

◎地区面積： 5.4ha

◎主な整備内容 （道路）

・深江幹線 (15m)

• 本庄本山線 (13m )

• 森南西線 (6 ~ 9 m) 

◎減歩率 ：2.5%

◎総事菓費 ：約21億円

(5) 共同化

国道 2号線沿いの森南 3丁目の 2地区の店舗 ・

事務所と住宅の混在地において共同建替が進め

られた。

森南 3丁目東地区は、一人の地主とその借地

人10人及び飛換地により参加した土地所有者 1

人の合計12人による店舗付住宅の共同建替事業

である。

まちづくり協議会に派遣されたコンサルタン

トが、共同建替事業においてもコンサルティン

グを行い、権利者の組織化、 事業計画案の作成

を行い、神戸市住宅供給公社に打診したが、保

留床処分の 目処が立たないという ことで断られ

た。その後、民間事業協力者と請負人とを組み

合わせたグループに決定し、事業化が進められ

た。

森南 3丁目西地区は、震災直後から共同化の

気運があったが、街区内で個別建替希望者の敷

地の移動や、飛換地によ る出入による共同建替

敷地の確定に時間がかかった。 6人の土地所有

者と 7人の借地人合計13人による民間事業協力

者との共同建替事業である。

森南地区の共同建替事業は、優良建築物整備

事業の補助金を受けて建設されている。

①マルカ ール森南

・所在地 ：東灘区森南町 3丁目

・事業主 ：森南町 3丁目東ブロック共同再建組合

・事業協力者 ：関西積和不動産（樹

・敷地面積： 882.72 rrf 

・権利者数：土地所有者 2名、借地権者10名

・規 模 ：鉄筋コンクリ ー ト造、地上 8階

延床面積 3,058.05rrf 

・戸数 ：31戸（権利床14戸、分譲17戸）

権利者店舗 5戸

・総事業費 ：約10億円（うち補助金1.1億円）

・エ期 ：平成11年 6月～平成12年 3月

・共同化コ ンサルタント ．

閻市浦都市開発建築 コンサルタンツ

図表21-8-1 森南地区
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②セレッソコート甲南森南町

・所在地：東灘区森南町 3丁目

3丁目地区西ブロック

・事業協力者： （株）さくら不動産販売

・敷地面積： l,056.72rrl

。権利者数：土地所有者 6名、借地権者 7名

・規 模：鉄筋コンクリート造、地上10階

延床面積 3,012.68rrl

数：住宅29戸（権利床 9戸、分譲20戸）

権利者店舗 4 

約11億円（うち補助金1.2億円）

・エ期：平成11年11月～平成12年11月

・共同化コンサルタント： （株）創和都市総研
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第 9節六甲道駅周辺地区

1. 六甲道駅北地区／六甲道駅西地区

(1) 事業手法 復興土地区画整理

(2) 地区の概要

【六甲道駅北地区】

◎地区面積： 16.lha

◎震災前人口。世帯数： 4,182人。 1,810世帯

◎被災状況： 全壊全焼。半壊／全棟数(%)

568 • 115 / 1,019 (67) 

【六甲道駅西地区】

◎地区面積： 3.6ha

◎震災前人口。世帯数： 1,098人。 494世帯

◎被災状況： 全壊全焼・半壊／全棟数(%)

181 。38/ 314 (70) 

六甲道駅北地区及び六甲道駅西地区は、「神

戸市総合基本計画」において東部副都心の一部

として位置づけられ、震災前は商店街、市場等

が立地した利便性の高い地域であるとともに、

狭小住宅の集積、住宅の老朽化、及び道路等都

市基盤の不足などの課題を抱えていた。

そして、今回の地震により地区の約 7割の建

物が大きな被害を受けたため、早期の市民生活

再建及び東部副都心にふさわしい安全で快適な

市街地の整備を行うべく本事業を進めている。

現在の進捗状況は、平成 8年 3月26日に

道駅西地区、平成 8年11月 6日に六甲道駅北地

をそれぞれ決定し、仮換地指定に

ついては、六甲道駅西地区は平成8年11月29日、

六甲道駅北地区は平成 9年 2月28日にそれぞれ

開始し、平成11年 9月末現在の指定率は、六

道駅北地区で80%、六甲道駅酉地区で90％となっ

ている。

(3) まちづくりの経緯

【六甲道駅北地区】

＜平成 7年＞

8月 5日／「六甲町 4• 5丁目まちづくり協議会」

(11月5日までに 8地区で設立され

る）



＜平成 8年＞
4月 5日、10日／まちづくり提案を神戸市に提出

4月27日／「六甲道駅北地区まちづくり連合協議会」

設立

11月 6日／事業計画決定

＜平成 9年＞
2月28日／地区計画決定

仮換地指定開始

【六甲道駅西地区】

＜平成 7年＞
3月26日／「琵琶町復興住民協議会」設立

11月24日／まちづくり提案を神戸市に提出

＜平成 8年＞
3月26日／事業計画決定

11月 5日／地区計画決定

11月29日／仮換地指定開始

(4) 土地区画整理事業の概要

【六甲道駅北地区】

◎事業計画決定：平成 8年11月 6日

◎主な整備内容

（道路）

・花園線 (18~26m)

・神若線 (18m)

・六甲町線 (17m)

・区画道路 (4.5~13m)

・歩行者専用道路 (4m) 

（公固）

• 六甲道北公園（近隣公園、 8,000rrf)

・六甲町公園（街区公園、1,000mり

◎減歩率 ：9%

◎総事業費 ：約249億円

【六甲道駅西地区】

◎事業計画決定：平成 8年 3月26日

◎主な整備内容

（道路）

・区画道路 (4.5~13m)

・歩行者専用道路 (4m) 

（公圏）

・琵琶町公園（街区公園、l,910rrlり

◎減歩率： 9%

◎総事業費 ：約68億円

(5) 地区計画

【六甲道駅北地区】

① 経緯

＜平成 8年＞
• 7月 8町丁まちづくり協議会及び連合協議会

（役員会）において地区計画の勉強会
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• 9月 8町丁まちづくり協議会、地区計画につ

いてのニュ ース発行、第 1回アンケ ー ト

調査実施

第 1回地区計画説明会（計 4回）

• 10月 連合協議会において地区計画試案決定

8町丁まちづくり協議会が地区計画試案

についてのニュース発行、第2回アンケー

ト調査実施

第 2回地区計画説明会（計 6回）

•11月 連合協議会において地区計画案決定

•11月 ～12月 地区計画素案縦覧、意見書なし

＜平成 9年＞
• 1月 地区計画案縦覧、意見書なし

• 2月 市 ・県都市計画審議会

地区計画決定

• 4月 地区計画建築条例施行

② 第 2回アンケ ー ト調査の結果

配布数 1,950、回収数 631 (32%) 

賛成 • おおむねよい 75%、 反対 4 %、その他21%

【六甲道駅西地区】

① 経緯

＜平成 8年＞
• 1月 まちづくり協議会の役員会において地区

計画の勉強会

• 2月 まちづくり協議会の総会において地区計

画の説明会、地区計画についてのニュ ー

ス発行、第 1回アンケ ー ト調査実施

• 5月 地区計画試案について協議会ニュース発

行、第 2回アンケ ー ト調査実施

• 6月、 7月 地区計画案説明会

• 7月 地区計画素案縦覧、意見書あり

• 9月 地区計画案縦覧、意見書あり

• 10月 市 ・県都市計画審議会

• 11 月 地区計画決定

写真21-9-1 小・中学生による「まちづくりサミット」

（六甲道駅北地区、 H9.5.1~5)



＜平成 9年＞
• 1月 地区計画建築条例施行

② 第 2回アンケ ート 調査の結果

配布数 474、回収数 266 (56.1%) 

賛成 67%、反対 9%、その他 24% 

③ 反対意見

・区画整理事業そのものに反対

・角地に対する規制緩和がない

・敷地面積の最低限度を決めること

(6) 共同化

【六甲道駅北地区】

18m地区幹線道路・神若線南沿いの稗原町 1

丁目及び 2丁目の 3地区において土地所有者が

が中心に、借地人と協力して高度利用が可能な

土地において等価交換事業を行った。

7~9階建で、幹線道路沿いの 1階に店舗、

事務所を配置している。

土地所有者が依頼した共同化コンサルタントが、

地区の権利者の組織化を行い、事業計画案を作

成し、民間・市住宅供給公社・住都公団に事業

協力を打診した。しかし、公社・公団は、打診

の時期が平成10年の保留床の売却が難しい時期

であり、公団は組織の変革が予定されていた時期

であったため、事業参加は困難との回答だった。

建設敷地が JR六甲道駅から近く、優良な共

同住宅地として保留床の売却が可能と思われた

ため、 3地区とも民間事業協力者に決まった。

また 3地区とも完成前に、早いものは着工ま

でに完売した。

①メゾン神戸六甲

・所在地：灘区稗原町 2丁目

・事業主：稗原町 2丁目共同ビル地権者

・事業協力者：住友商事（株）

・敷地面積 ：1,235.92m'

・権利者数：士地所有者4名、借地権者14名

・規 模 ：鉄筋コンクリ ート造、地上 7階、地下 1階

延床面積 4,244.54m'

・戸 数：住居40戸（権利床11戸、分譲29戸）

権利者事務所 l戸

・総事業費：約11億円（うち補助金 2億円）

・エ期：平成10年 2月～平成11年 3月

・共同化コンサルタント： （掬環境再開発研究所

②ヽンャリエ六甲道

・所在地：灘区稗原町 1丁目

・事業主：稗原町 1丁目地区共同組合
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・事業協力者 ：東レ建設（掬

・敷地面積： l,520.71m'

・権利者数：土地所有者10名、借地権者30名

・規 模 ：鉄筋コンクリ ート造、地上 9階、地下 1階

延床面積 5,738.68m'

・戸 数 ：住居67戸（権利床25戸、分譲42戸）

権利者店舗 5戸

・総事業費：約13億円（うち補助金2.5億円）

・エ期：平成11年 1月～平成12年 3月

・共同化コンサルタント：

卸街・建築環境企画研究所

③エスリ ー ド六甲第 2

・所在地：灘区稗原町 2丁目

・事業主：地権者 7名

・事業協力者：日本エスリード（株）

・敷地面積： l,052.17m'

・権利者数：土地所有者 4名、借地権者 3名

・規 模：鉄筋コンクリ ート 造、地上 8階

延床面積 3,461.56m' 

・戸 数：住居35戸（権利床13戸、分譲22戸）

権利者店舗 2戸

・総事業費：約6.5億円（うち補助金1.3億円）

・エ期：平成11年 9月～平成12年 9月

・共同化コンサルタント：アーバン・リブネット

写真21-9-2 六甲道駅北復興まつり (H9.11.9)

(7) 受皿住宅

【六甲道駅北地区】

① 六甲住宅

・所在地：灘区六甲町 5丁目

・敷地面積： 2,177.68m:

・構造：鉄骨鉄筋コンクリート

・階数：地上 8階

・戸数： 61戸

(lDK: 18戸， 2DK:27戸， 3DK:16戸）

・延床面積： 4,139.52m:



図表21-9-1 六甲道駅周辺地区

五口苫素む信二ばし玉:[,
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。集会所

。工期：平成10年 7月～平成11年 9月

【六甲道駅西地区】

① 琵琶住宅

。所在地 2丁目

・敷地面積： 1,617.22m2 

。構造：鉄骨鉄筋コンクリート

・階数：地上11階

(lDK: 11戸， 2DK:31戸， 3DK:10戸）

. 3,530.14nf 

。集会所

・エ期：平成10年 6月～平成12年 3月

2. 六甲道駅南地区

(1) 事業手法 復興市街地再開発事業

(2) 地区の概要

① 地元の状況

◎地区面積：約5.9ha

◎震災前人口。世帯：約1,400人。約700世帯

◎権利者数： 894人

•土地所有者496人（うち不在権利者165人）

・建物所有者叶昔地権者53人（うち不在権利者15人）

・借家人345人

◎被災状況；全壊全焼。半壊／全棟数(%)

160 • 20 / 276 (65) 

② 復興市街地再開発事業の概要

整備方針 I11 I 避難、救援活動の拠点となる空間（防災支援拠点）の整備

① 防災広場として六甲道南公園を整備（約0.93ha)

② 非常用貯水槽、備荼倉匝、非常用自家発電設備等の設四

(2) 道路の拡張整備と歩行者ネットワークの形成

① 防災広場を核とする道路、歩行者空間の一体的整備

•南北軸としての八幡線 (20m) と、これを補完する桜

口深田線 (13m) の拡脹整備

・東西の動線を強化する六甲道駅南線 (22111) の整備

・駅前広場と六甲道南公園を連絡する歩行者専用道路六

甲道南公園線 (15111) の整備

② 鉄道利用客の利便性の向上

• J R六甲道駅と地区とを結ぶペデストリアンデッキの 1

設骰

(3) 防災広場を囲む街区構成と良質な住宅の供給

① 防災性の高い施設建築物により防災広場を囲む街区の

構成

② 商業・業務施設及び住宅の適正な配囮

な公共施設 111) 幹線道路阪神国道線 (28m)八幡線 (20111)

六甲道駅南線 (22111)外 3路線

(2) 区画街路 六甲道南 1号線 (8111)外 1路線

(3) 特殊街路 六甲道南公園線 (15m) ※自転車歩行者専用

道路

(4) 近隣公園六甲道南公園 (0.93ha) I 

住宅建設の目標 I約1,000戸

総事業費 1 約846億円

③ 事業の進捗状況

六甲道駅南地区では、既存の自治会等を単位

として 4つのまちづくり協議会が設立され、 4
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地区に分かれてまちづくりが進められた。

平成11年 9月末現在、事業区域全域で事業計

画が決定し、そのうち 3地区約3.9ha（全体の

約66%）において管理処分計画の決定を行って

いる。建築工事は区域を10工区に分け、既に 5

工区で工事発注を終え、 11年度にはうち 3エ区

で再開発ビルが完成する予定である。

(3) 第 1地区の事業化への取り組み

① まちづくりのスタート

第 1地区は、もともと市街地改造事業ででき

た再開発ビルが被災したため、再度市街地再開

発事業でビルを建設するといういわば再々開発事

業である。元々区分所有ビルとしての管理組合が

あり、震災直後から建て替え協議が進んだことか

ら早々に事業化することができた。平成 7年 3月

17日の都市計両決定後、同年 4月 2日には旧ビ

ル管理組合総会において再開発に向けたコンサル

タント派遣の受け入れが決定され、その後、

会及び施設計画、権利調整の 2部会を設けて、

コンサルタントとともに事業計画決定まで毎週の

ようにまちづくりの検討が重ねられた。

② 被災ビルの解体同意と仮設店舗等の供給

これと並行して被災を受けた再開発ビルの解

体に関する協議が進められた。補修すれば使え

る部分が残ったことにより解体未同意者が一部

残り、一度に全て解体というわけにはいかず、

全員同意が得られた平成 8年 5月まで 3回に分

けて解体することになり、同年10月に地上部分

の解体を完了した。

旧ビルの解体とともに、事業用仮設店舗。仮

設住宅についての検討が急がれた。仮設店舗は

JR六甲道駅南側の駅前広場を活用して、第 1

期は平成7年10月、第 2期は平成8年 2月にオー

プンすることができた。また、仮設住宅につい

ては市の先行取得用地や土地所有者の協力を得

て借地できた範囲で、第 1地区以外の権利者も

対象として当初118戸を建設し、権利者の

た地区に戻りたいという要望に応えた。

③ 事業計画の決定

仮設住宅、仮設店舗の問題が決着した後、

開発ビル計画の検討が始まった。まず施設計画

部会において、駅前立地を考慮してコンサルタン



トからたたき台として提示された［核店舗十住宅

案］、［専門店による複合商業施設＋住宅案］、

［公共公益施設＋住宅案］、［住宅中心案］の 4

つの案を比較検討し、施設立地、事業採算、事

業スピードなどを総合的に勘案して、専門店によ

る複合商業施設案がベストとの結論に達したこと

から、平成 7年11月26日の全体集会において施

設計画の説明がなされ、概ねの理解が得られた。

地元においてビル施設計画が固まったのを受

けて、市では第 1地区の事業計画を作成し、平

成 8年 2月20日から 2週間縦覧に供して、神戸

市の震災復興市街地再開発事業の中では最も早

い同年 3月28日に事業計画決定の公告を行うこ

とができた。

■ 六甲道駅南第 1地区 (0.7ha)

［事業計画決定の内容］

・施行地区面積 0.7ha 

・事業計画決定平成 8年 3月28日

・施 行期 間平成 7~11年度

・敷地面積 4,780nf

・建築面積 4,230nf

・延床面積 41,790nf

・構造階数鉄骨鉄筋コンクリ ー ト造

地上30階／地下 2階

• 主要用途店舗／事務所／

住宅 (170戸） ／ 

駐車場 (173台）

・事業費約171億円

写真21-9-3 第 1地区完成予想図
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④ 管理処分計画の決定、工事着手

事業計画決定後も市では、地元まちづくり協

議会役員会、総会等での検討、権利者の個別ヒ

アリングなどを行いながら、ビル施設計画の詰

めや権利者配置の調整を進めていった。

権利者床の配置調整にあたっては、店舗、事

務所等は個別ヒアリングよる調整を行ったが、

住宅については、第 1地区内の90人以上に及ぶ

権利者を個別に調整することは膨大な時間と労

力を要するため、権利者の要望を受け入れつつ

短期間に公平な配置調整を行う方法と して、住

戸プラン、価格等を提示した上での一斉申し込

みによる公開抽選とした。結果として、全体的

にみれば大半の方が希望通りの位置に決まり 、

この方法は、その後の他地区における住宅位置

決めの標準的な方式にもなった。

これらの配置調整を集約して管理処分計画を

作成し、平成 9年 2月25日から 2週間縦覧に供

した後、3月21日に管理処分計画決定の公告を

行った。 8割を超える権利者が新しいビルに入

居する予定であり 、通常の再開発に比べ著しく

高い入居率となった。

地上部分の解体が完了していた旧ビルの地下

部分の解体を平成 9年 1月から先行して行うこ

ととし、これに引き続く形で建築工事の請負契

約を同年 7月に締結し、平成12年 3月の完成を

目指して工事を進めている。

(4) 第 1地区以外の地区の事業化への取り組み

① まちづくり協議会の発足

行政と住民の話し合いに向けたまちづくり協

議会設立の呼びかけに対して、平成 7年 6月18

日に既存の自治会を単位として第 1地区を除く

3つの協議会の設立総会が開催され、桜備 4

（第 2地区）、桜口 5 （第 3地区）、深備 5 （第

4地区）の 3つの協議会が発足した。各協議会

役員会でそれぞれコンサルタントの選任を行い、

コンサルタントとともに月 2回程度の役員会で

詳細協議を行いながら、全体に関わる重要事項

については全体総会に諮るという方式でまちづ

くりの検討が始まった。

また 7月 9日には、4つの協議会役員の代表

者から構成される連合協議会が発足し、地区全



体に共通する問題について必要に応じ各協議会

の連絡調整を図ることとなった。

発足初期の協議会では、震災時の行政対応ヘ

の不満、震災直後に緊急に行われた都市計画決

定に対する不信、広大な公園、超高層・高層ビ

ル群への反発・不安、震災直後の救援物資の配

分にまつわる地元関係権利者相互の感情的対立

等が折り重なって噴出した。ある協議会の役員

会では市峨員の同席を拒否する意見もあり、当

初は厳しいやり取りが続いた。

② まちづくり計画の検討

各協議会で最初に問題となったのは、地区中

央に計画決定されていた 1haの防災公圏のあ

り方であった。公園については、防災拠点の整

備という事業目的の核となる施設であり、その

必要性について繰り返し説明したが、なかなか

理解は得られなかった。

あわせて超高層、高層ビルについては、指定

容積率を使い切る中で低層、中高層、超高層の

建物を織り交ぜた計画案を検討することとなっ

た。

また、地区内に数棟存在していた比較的被害

の少ないマンションを、そのまま残してほしい

という意見も多く、これらの意見を踏まえ、公

國の規模縮小、分散配置、いくつかのマンショ

ンをそのまま残すといった内容も含んだ複数の

代替案をコンサルタントが提案し、それらを比

較検討することにより住民意向の集約を図って

いった。

最終的には、それぞれの協議会が行った住民

アンケートにより、 1haの公圏をまとめて確

保する必要性は概ね理解され、平成 8年 3月17

日の連合協議会において、「公圏については、

規模は概ね 1haとし形状は南北に細長い羽子

板型とする」ことが合意された。残存マンショ

ンの問題については市が所有者とよく話し合う

ように、また以降検討されるビル計画によって

は公園の規模・形状は柔軟に対応することとい

う条件つきではあったが、公園の問題は一応の

決着をみた。ちょうど都市計画決定から 1年後

のことであった。

③ まちづくり提案

公園の問題が決着をみた後、ビル計画の議論
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が活発化した。コンサルタントがたたき台を提

案し、役員会、小集会、アンケート等で検討を

重ねた結果、各協議会に共通する内容として集

約できるのは概ね以下の諸点である。

ア．再開発ビルの床価格をできるだけ低減す

るため、指定容積率は限度一杯まで使い切

る。

イ．震災の教訓として、将来の建て替えや維

持管理の合意形成のし易さを考慮し、住棟

の単位は概ね50戸程度とする。

ウ．共益費等の維持管理コストを低減させる

ため、シンボリックな超高層以外の建物の

高さは概ね非常用エレベーターの不要な14

階以下とする。

工．同様の趣旨から権利者店舗は外向きを基

本とし、必要以上の共用部分は作らない。

オ．副都心にふさわしいにぎわい集客施設と

して、第 1地区には専門店の集積、第 2地

区には灘区役所、第 3地区には健康増進施

設、第 4地区には核店舗を誘致する。

カ．賃貸住宅は第 1地区を除く 3つの地区で、

権利者数に応じた戸数をそれぞれ確保する。

キ．住宅はできるだけ南面住戸とする。

これらの内容が各協議会ごとにとりまとめら

れ、桜備 4、桜口 5の各協議会からは平成 8年

12月25日に、深備 5協議会からは平成 9年 4月

24日に、それぞれまちづくり提案が市に提出さ

れた。

写真21-9-4 六甲道駅南地区まちづくり協議会まちづ

くり提案書提出

特に南面住宅指向の強かった桜口 5協議会で

は、街区の東西福を少しでも多く確保するため、



公園の東西長さを 5rn縮小する提案が盛り込ま

れた。またこれに呼応して桜備 4協議会でも

様の内容が盛り込まれた。

なお、桜□5協議会では、役員会でビ

の日照時間等を比較しながら建物配置案を 2つ

に絞り込んだ上で、より民意を反映させるため

に対する郵便投票（投票率73%)を行

い建物配置案を決定した。また深備 5協議会で

は、全体集会の場で による により住

棟配置案を決定している。

④ 都市計画の変更

市では、各協議会からのまちづくり提案を受

け、必要な都市計画変更手続きを経て、まちづ

くり提案に沿った以下の都市計画決定の変更を

平成 9年 2月28日付けで行った。

ア．公園の形状変更（国道 2号に接する羽子

板型）、面積縮小 (1.0ha→0.93ha)

イ．区画街路の位置の変更

ウ．建築敷地面積、建築物等再開発事業の変

更

⑤ 事業計画の決定

まちづくり提案以降の各協議会での議論は、

再開発ビルの床価格がどうなるのかという点に

移っていった。

【第 3地区】

桜□5協議会では、既に事業計画決定を終え

ていた第 1地区の床価格と比較する形で市に対

して要望が出された。市では要望を踏まえ、被

災権利者の従前資産と再開発ビル床価格とのバ

ランスを考慮した上で価格提示を行った。協議

会では、再交渉をするかどうかアンケートを行っ

たところ、早期完成を望む住民意向が強く、概

ね市の価格提示が受け入れられる結果となった。

これを受けて、市ではまちづくり提案に沿った

内容で事業計画を作成し、平成 9年10月1日か

ら2週間縦覧に供して11月20日に第 3地区の

業計画決定の公告を行った。

【第 2地区、第 4地区】

再開発ビルの床価格について第 1地区と第 3

地区が決着したことから、残る 2地区もこれら

とバランスをとる床価格とし、まちづくり提案

に沿った事業計画案を桜備 4 （第 2地区）、深

備 5（第4地区）の両協議会に対しても説明を
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行った。第 4地区については、分譲住宅と

の配置替え等の修正を加え、

成10年 1月14日から 2週間縦覧に供し、 3月12

日に事業計画決定の公告を行った。

第 2地区については、公的賃貸住宅

について住民から異論が噴出し、 3街区

に公的賃貸住宅を作らないようにと

されその対応に時間を要したが、

を同年 6月24日から 2週間縦覧に供し、

8月12日に事業計画を決定した。この決定によ

り、六甲道駅南地区についてはすべての区域に

ついて事業計画決定を終えた。

六甲道駅南第 2地区 (2.0ha)

［事業計画決定の内容］

・施行地区面積 2.0ha 

平成10年 8月12日

平成10~15年度

9,190 rrf 

約6,530rrf 

約50,480rrf

コンクリート造

地上 7~18階／地下 1階

用途店舗／事務所／公益施設／住宅

(294戸）／駐車場 (238台）

約252億円

六甲道駅南第 3地区 (1.5ha)

［事業計両決定の内容］

・施行地区面積 1.5ha 

平成 9年11月20日

。施行期間平成9~15年度

・敷地面積 7,790rrf 

5,560rrf 

35,410rrf 

階数鉄骨鉄筋コンクリート

地上12~14階／地下 1~2階

用途店舗／事務所／住宅 (179戸）

(187台）

約179億円

六甲道駅南第 4地区 (1.7ha)

・施行地区面積

。施行期間

内容］

1.7ha 

平成10年3月12日

9~15年度

9,790ni 

7,520ni 

56,150ni 



・構造階数鉄骨鉄筋コンクリ ー ト造

地上14~33階／地下 1~ 2階

•主要用途店舗／事務所／住宅 (309戸）／駐

車場 (333台）

・事業費 約244億円

写真21-9-5 六甲道駅南地区全体パース

⑥ 工事着手

震災復興事業の使命のひとつは早期の生活再

建であることを踏まえて、まとまった用地を取

得して権利者がいなくなったエ区については、

事業計画の決定後、管理処分計画の決定を待た

ずに少しでも早く着工することとした。

第 3地区では平成 9年12月、第 4地区では平

成10年 3月、第 2地区では同年 9月にそれぞれ

ビル工事に着手し、工事を進めながら並行して

管理処分すなわち権利者の配置調整を進めていっ

た。

受皿住宅と店舗からなる第 3地区第 3エ区の

ビルが六甲道駅南地区で最初の再開発ビルとし

て平成11年 9月に完成した。

⑦ 管理処分計画の決定

事業計画の決定後、各地区とも再度権利者と

の個別ヒアリングを重ね、住宅、店舗それぞれ

の権利者床の配置、規模、形状等の希望を把握

するとともに、従前資産の評価、補償の内容等

を説明し、管理処分計画に向けた調整を進めた。

3地区の中でも第 3地区の調整が最も早く進

み、住宅の配置調整については第 1地区と同様

の方式を採用して、第 3地区の全工区の管理処

分計画を作成し、平成10年10月13日から 2週間

縦覧に供した後、11月18日に管理処分計画決定

の公告を行った。

また第 4地区については、第 3工区の管理処
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分計画を先行して作成し、引き続き残りの第 1、

第 2エ区についても作成して、それぞれ平成11

年 2月10日、 7月22日から 2週間縦覧に供した

後、それぞれ 3月11日、 8月31日に管理処分計

画決定の公告を行った。

残る第 2地区においても、引き続き管理処分

計画決定を目指して配置調整等の権利者交渉を

進めている。

(5) 連合協議会等の活動

各地区の事業計画決定が終わる頃になると、

まち全体の共通課題について連合協議会で検討

しようという声があがり、いくつかのテ ーマご

とに委員会を設置して検討することになった。

委員会は、現在、公圏計画、管理運営、商業、

ネーミングの 4つが設置されそれぞれ定期的に

活動している。

① 公園計画検討委員会 (H9年 5月12日発足）

防災拠点となる0.93haの公園を、防災機能に

配慮しつつ平時には近隣住民の憩いの場とする

ため、住民の意向をワ ークショップ（写真21-9-

6)などによりくみあげながら公園整備の基本

計画を検討している（写真21-9-6)。

② 管理運営検討委員会 (HlO年 4月27日発足）

5.9ha全体のビル群をいかに効率よく管理運

営していくかという観点から、共同ビルの管理

ルールの勉強会、ペット問題の検討、経験者の

講演会などを開催している。

③ 商業検討委員会 (HlO年 4月27日発足）

六甲道駅南地区全体として商業計画がどうあ

るべきかを、商業者が集まって検討する場が設

けられた。

④ ネーミング検討委員会 (HlO年 9月24日発

足）

すべての地区で事業計画が決定され、地区全

体の整備イメ ージが明らかになったことを機に、

六甲道駅南地区全体のネ ーミングを検討するこ

とになった。まちの愛称は、来るべき21世紀を

担う灘区在住、在学の小中高校生から募集し、

2,500通を超える応募の中から「WeLv六甲道

（ウェルブ六甲道）」に決定した。

⑤ 女性の集い

また六甲道駅南地区では、各協議会ごとに



「女性の集い（若しくは会）」が組織され、住宅

の間取り、仕様、グレード等について女性の立

場からの検討が加えられた。女性ならではの視

点からきめこまかな意見が出され、より使いや

すい住宅となるよう市としても可能な点につい

て設計の見直しを行った。

写真21-9-6 公固ワークショップ
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第10節松本地区

(1) 事業手法 復興土地区画整理事業

(2) 地区の概要

◎地区面積： 8.9ha

◎震災前人ロ・世帯数： 2,367人・ 1,206世帯

◎被災状況： 全壊数・半壊数／全棟数(%)

429 • 88 / 641 (81) 

松本地区は、会下山公圏の豊かな緑を背後地

に控え、かつ兵庫区の森業・娯楽・ターミナル

機能を持った中心核である区役所、湊川公園ゾー

ンの一角にあって利便性の高い住宅地及び近隣

商業地であるとともに、戦前から残った狭小住

宅の密集・老朽化や、道路・公園等都市基盤の

不足などの課題を抱えていた。

そして、今回の地震により地区の約 8割の建

物が大きな被害を受けたため、早期の市民生活

再建及び安全で快適な市街地の整備を行うべく

本事業を進めている。

また、本地区においては、下水処理場で高度

処理された水を用いて、日常のうるおいと、火

災時の初期消火などに役立つよう地区内の松本

綜の歩道部分などに「せせらぎ」を整備するこ

とを計画している。

現在の事業の進捗状況は、平成 8年 3月26日

に事業計画を決定し、仮換地指定は平成 8年11

月30日に開始し、平成11年 9月末現在の指定率

は55％となっている。

(3) まちづくりの経緯

＜平成 7年＞
5月7日／ 「松本地区まちづく り協議会」設立

12月18日／まちづくり提案（その 1) を神戸市に提

出

＜平成 8年＞
3月26日／事業計画決定

7月15日／まちづくり提案（その 2) を神戸市に提

出

11月5日／地区計画決定

11月30日／仮換地指定開始



(4) 土地区画整理事業の概要

◎事業計画決定：平成 8年 3月26日

◎主な整備内容

（道路）

・塚本線 (18m)

•松本線 (17m)

・区画道路 (5m~llm) 

・歩行者専用道路 (4m) 

（公園）

•松本東公園（街区公園、 2,500rrlり

•松本西公園（街区公園、 1,000m') 

◎減歩率： 9%

◎総事業費：約174億円

(5) 地区計画

経緯

＜平成 8年＞
• 5月 まちづくり協議会役員会において勉強会

• 6月 9町丁各小委員会総会において説明会を

• 7月

• 9月

• 10月

•11月

開催し、実施を採択。まちづくり協議会

ニュース発行（地区計画案の提案）アン

ケート調査

まちづくり協議会地区計画案説明会

まちづくり協議会総会まちづくり提案そ

の2を採択

まちづくり協議会ニュース発行（まちづ

くり提案その 2について）

地区計画素案縦覧、意見書なし

地区計画案縦覧、意見書なし

市・県都市計画審議会

地区計画決定

＜平成 9年＞
• 1月 地区計画建築条例施行

(6) 共同化

小規模共同化が 1ケ所行われた。

当初は、同一丁内の 3人の土地所有者と 1人

の借地権者との共同化であったが、借地権付の

所有者が不参加となり、残り 2人の土地を共同

建替事業後に行う建物の区分所有面積按分によ

る土地共有登記を事前に行い、 3人の土地共有

とした。

デベロッパーの参画なしで、 3人の共同事業

として行われた。 3人の住宅・店舗以外は、 5

戸の神戸市民間借上賃貸住宅として建設された。

〇さざなみマンション

・所在地 ：兵庫区松本通 6丁目

・事業主：松本通 6丁目A地区共同建築組合

・敷地面積： 272.34m'

・権利者数：土地所有者 3名

・規模：鉄筋コンクリート造、地上 4階

延床面積： 606.64m'

・戸数：住宅 8戸（権利床 3戸、民借賃 5戸）

権利者店舗 1戸

・総事業費：約1.6億円（うち補助金0.26億円）

・エ期：平成10年 5月～平成11年 3月

・共同化コンサルタント： （有）アトリエ・パル

(7) 受皿住宅

① 松本東住宅

・所在地：兵庫区松本通 2丁目

図表21-10-1 松本地区
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・敷地面積： 951.25m'

・構造：鉄筋コンクリート

・階数：地上 4階

・戸数： 20戸

(2DK: 12戸， 3DK:6戸， 4DK:1戸）

・延床面積： 1,236.77m'

・集会所：無

・エ期：平成10年 3月～平成11年 4月

② 松本西住宅

・所在地：兵庫区松本通 7丁目

・敷地面積： 802.26m'

・建物概要 ：住宅のみ 1棟

・構造 ：鉄筋コンクリート

・階数：地上 4階、地下 1階

・戸数： 20戸

(lDK:5戸， 2DK:7戸， 3DK:6戸， 4DK:1戸，

・延床面積： 1,191.38m'

・集会所：無

・エ期：平成10年 3月～平成11年 9月

写真21-10-1 区画整理事業による街路、擁壁等の築造

（松本地区）
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第11節御菅地区

(1) 事業手法 復興土地区画整理事業

(2) 地区の概要

【御菅東地区】

◎地区面積 ：5.6ha

◎震災前人口 •世帯数 ： 1,225人 •554世帯

◎被災状況： 全壊全焼・半壊／全棟数（％）

473 • 5 / 520 (92) 

【御菅西地区】

◎地区面積 ：4.6ha

◎震災前人ロ・世帯数： 731人・ 331世帯

◎被災状況 ： 全壊全焼 ・半壊／全棟数(%)

242 • 34 / 334 (83) 

御菅東地区及び御菅西地区は、長田区役所等

行政施設が集積するエリアの南方に位置し、震

災前は戦前長屋等が残る住宅地として、また市

場・商店街や家内工業を中心とした中小規模の

工場が立地する利便性の高い地域であるととも

に、狭小住宅の集積、住宅の老朽化、道路・公

國等都市基盤の不足など課題を抱えていた。

そして、今回の地震により地区の約 9割の建

物が大きな被害を受けたため、早期の市民生活

再建及び安全で快適な市街地の整備を行うべく

復興土地区画整理事業を進めている。

現在の進捗状況は、平成 8年11月6日に御菅

東地区、平成 9年 1月14日に御菅西地区の事業

計画をそれぞれ決定し、仮換地指定については、

御菅東地区は平成 9年10月16日、御菅西地区は

平成10年 1月 8日にそれぞれ開始し、平成11年

9月末現在の指定率は、御菅東地区で61%、御

菅西地区で47％となっている。

(3) まちづくりの経緯

【御菅東地区】

＜平成 7年＞

6月18日／「御菅 3• 4地区復奥対策協議会」設立

＜平成 8年＞

4月16日／まちづくり提案を神戸市に提出

11月6日／事業計画決定

＜平成 9年＞

11月27日／地区計画決定
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真写 こどもたちによる「まちづくり」勉強会（御菅東地区）

【御菅西地区】

＜平成 7年＞

4月23日／「御菅 5• 6丁目まちづくり協議会」設立

＜平成 8年＞

9月13日／まちづく り提案を神戸市に提出

（図表21-11-2)

＜平成 9年＞

1月14日／事業計画決定

＜平成 9年＞

11月27日／地区計画決定

(4) 土地区画整理事業の概要

【御菅東地区】

◎事業計画決定：平成 8年11月6日

◎主な整備内容

（道路）

・区画道路 (6~lOm) 

・歩行者専用道路 (4m) 

（公園）

・御菅北公園（街区公園、 l,500m')

・御菅南公園（街区公園、 l,OOOrrlり

◎滅歩率 ：9%

◎総事業費：約97億円

【御菅東地区】

◎事業計画決定：平成 9年 1月14日

◎主な整備内容

（道路）

・区画道路 (6~ 9 m) 

・歩行者専用道路 (4m) 

（公園）

・御蔵北公園（街区公園、 1,000rrlり

・御蔵南公圏（街区公園、 1,500m') 

◎減歩率 ：5%

◎総事業費 ：約68億円

(5) 地区計画

【御菅東地区】

① 経緯

＜平成 8年＞

• 4月 まちづくり提案にあわせ、建ぺい率緩和

について要望

• 8月 まちづくり協議会による地区計画勉強会

及びアンケート調査

＜平成 9年＞

• 8月 まちづくり協議会より神戸市に対し、イ

ンナ ー長屋改善制度の活用を目指した地

区計画の提案

• 9月 地区計画素案縦覧、意見書あり

図表21-11-1 御菅地区
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• 10月 地区計画案縦覧、意見書なし

•11月 市・県都市計画審議会

地区計画決定

＜平成10年＞

• 1月 地区計画建築条例施行

② アンケ ー ト調査の結果

配布数 404、回収数 178 (44%) 

賛成90%、反対 8%、その他 2% 

③ 反対意見要旨

・住民の合意形成に関すること

【御菅西地区】

① 経緯

＜平成 8年＞

• 9月 まちづくり提案にあわせ、建ぺい率．容

積率緩和要望

＜平成 9年＞

• 1月 まちづ くり協議会による 地区計画勉強会

及びアンケート調査

• 6月 住民総会で「建物再建ルール案」の提案 ・

承認

• 7月 まちづくり協議会から神戸市に対し、地区

計画案（ルール案）を提案

• 8月 地区計画素案縦覧、意見書なし

• 10月 地区計画案縦覧、意見書なし

・11月 市・ 県都市計画審議会

地区計画決定

＜平成10年＞

• 1月 地区計画建築条例施行

② ァンケ ート 調査の結果

配布数 311、回収数 106 (34%) 

賛成75%、反対 9%、その他 16% 

(6) 共同化

① 共同建替適地の検討

共同建替適地として、まちづくり提案に基き

当初幹線道路沿いの街区において検討を進めた。

御蔵通 4丁目では、支障物件の移転の目処がた

たないため、東隣のコミュニティ道路に面した

敷地に15人の地権者が集約換地を受けて、共同

建替に取り組んだ。御蔵通 5丁目では、住宅不

況により自力再建に切り替えて、余剰地を分離

した。

② 共同再建事業組合の設立

平成 8年度から、共同化コンサルタントの支

援により 、共同建替の勉強会が繰り返 し行われ

た。その後、アンケート調査等により共同建替

参加者を募り 、共同建替建設組合を設立した

（御蔵通 5丁目は10年 1月、御蔵通 4丁目は10

年 3月）。

③ 共同建替事業計画案の作成

建替参加者がほぼ確定し た段階で、地区内に

散在していた参加者の仮換地の集約を前提にし

て、共同建替敷地を決め、事業計画案を作成し

た。

また、組合で保留床購入者を募集する等の努

力をして、住都公団に対し事業協力を依頼した。

(7) 共同化の事例

（共同化事業の流れについては、第12節 1. (6) 

参照）

① 御蔵通 4丁目住宅

・所在地 ：長田区御蔵通 4丁目

・事業主 ：御菅3・4地区共同再建事業組合

・事業協力者 ：住宅 ・都市整備公団

・権利者数 ：土地所有者15名

・敷地面積： 810.99m'

・戸数 ：住宅22戸（権利床14戸、保留床 8戸）

店舗等 9区画（権利床 5区画、保留床 4

区画）

・規模 ：鉄筋コンクリ ート 造、地上 7階

延面積1,912.15m' 

・総事業費 ：約5.3億円（うち補助金約0.8億円）

・共同化コ ンサルタント：

アーバンプラニング研究所

・エ期： 平成11年 4月～平成12年 3月

② 「みくら 5」住宅

・所在地： 長田区御蔵通 5丁目

・事業主：御蔵通 5丁目地区復興再建共同化住宅

建設組合

・事業協力者：住宅 ・都市整備公団

・権利者数：土地所有者10名

．．
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。敷地面積： 495.00nf

・戸数：住宅11戸（権利床 9戸、保留床 2戸）

店舗等 3区画（権利床 3区画）

・規模：鉄筋コンクリート造、地上 6階

延面積984.36nf

・総事業費：約3.5億円（内、補助金約0.5億円）

・共同化コンサルタント：武田設計

・予定工期：平成11年 1月～平成11年12月
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第12節新長田駅周辺地区

1. 新長田駅北地区

(1) 事業手法 復興土地区画整理事業

(2) 地区の概要

◎地区面積： 59.6ha

◎震災前人口•世帯数： 7,587人。 3,267世帯

◎被災状況： 全壊全焼。半壊／全棟数(%)

1,580 • 200 / 2,217 (80) 

新長田駅北地区は、当初、 JR新長田駅の北

側に広がる新長田北エリア (42.6ha) にて事業

に着手したが、後に JR鷹取工場用地に係る鷹

取北ェリア（17.0ha)を加え全体として59.6ha

で事業を実施している。

新長田北ェリアは、「神戸市総合基本計画」

において西部副都心の一部として位置づけられ、

震災前は、商業。業務施設やケミカルシューズ

等の工場、並びにこれらと混在するかたちで狭

小住宅等が立地する住商工混在地域であり、道

路。公園等都市基盤施設が不足していた。

そして、今回の地震により地区の約 8割の建

物が大きな被害を受けたため、早期の市民生活

再建及び西部副都心にふさわしい安全で快適な

市街地の整備を行うべく本事業を進めている。

また、本地区においては、地区の特性を生か

したまちづくりを行うべく、以下の施策を進め

ている。

① 神戸アジア文化交流タウン構想

新長田駅北地区の特徴のひとつとして、地区

住民のほぼ 2割が在日外国人であり、中でも特

に韓国、朝鮮などアジア諸国の国籍を有する人々

が多いことがあげられる。

そこで、地区内のこれらアジア諸国の人々と

協力して、アジアの風情を生かした賑わいと活

力や魅力にあふれた「神戸アジア文化交流のま

ち：ながた」を目指すこととした。

例えば、区画整理手法を用いて、地区内のコ

ミュニティ道路沿いなどにアジアの食材店、飲

食店、物産店などを集約換地してアジア各国の

ストリートを形成したり、各国ストリートの入
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口となるところには、その国を象徴するタウン

ゲー トを設置することなどを計画している。

ア．アジアギャラリ ー構想

アジア文化交流タウン構想の実現を望んで、

アジア・アンティ ーク店の集積により集客力

をつけて商業の活性化を図ろうといった「ア

ジアギャラリ ー構想」の地元提案をうけ、特

に、アジア諸国の在日外国人の多い長田だか

らこそできる特色を生かしたまちづくりを目

指すこととした。

イ．アジアギャラリ ー神戸・パイロットショップ

アジアギャラリ ー構想提案の実現を促進す

るために、事業用定期借地権という手法を用

い、コンペにより募集し、民間事業者の活力

も導入しながら、アジアのアンティ ークショッ

プを集める先導的施設「アジアギャラリ ー神

戸・パイロットショップ」を建設することと

した。

◎所在地

◎面積

◎応募事業者数

◎決定事業者

◎計画概要

・基本理念

長田区細田町 7丁目

392.14rrf 

3事業者

澤田興産（株）

長田区長尾町2-2-5

アジアの人・物・文化を集める（ギャザリング）

ための施設づくりを行う。

・構造 鉄筋コンクリ ート造3階建

・建築面積 312.55m' 

・延床面積 658.95m' 

・建築費 78,910千円

・店舗数 17店舗（予定）

・店舗種類 ・アジア古物店

写真21-12-1 アジアギャラリー神戸・パイロットショップ
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・現代アジア物販売店

・アジア飲食店

・貸ギャラリ ーなど

・完成 平成11年11月末（予定）

•その他 有限会社を設立し、管理運営を行う。

② “くつのまち：ながた’'構想

新長田駅北地区を含む長田区及び須磨区

の一部は、神戸の地場産業のひとつである

ケミカルシュ ーズ産業が集積した靴産業の

盛んな地域である。

そして、まちの復興には、産業の復興は

欠かせない一体不可分なものであり、地元

業界団体で組織した「ケミカルシュ ーズ産

業復興研究会」からは平成 7年 6月に産業

の復興とまちづくりの両面から“くつのま

ち：ながた’'復興プランが発表された。

ア．シュ ーズギャラリ ー構想

地元協議会からは、工場のシ ースルー化

（見える工場・作業場づくり）をはじめと

して、公開展示施設、フットケアサロンな

ど「靴に関する来街者促進・情報交流機能」

を地区内のコミュ ニティ道路沿いなどに展

開することとする「シュ ーズギャラリ ータ

ウン構想」が提案されている。

イ． くつのまちながた神戸株式会社

ケミカルシュ ーズ産業の復輿と新たな展

開のために必要な施設として、中心市街地

活性化法の「都市型新事業の支援事業」を

適用し、“くつのまち：ながた’'核施設の

整備運営主体となる第 3セクタ ー 「くつの

まちながた神戸株式会社」を設立した。

◎会社概要

•株式数及び資本金

〇授権株式数及び資本金

40,000株 20億円

0設立時払込資本金

・日本ケミカルシュ ーズ工業組合

20株 100万円

•神戸商工会議所 2株 10万円

・地域復興整備公団

•神戸市

計

14,000株

14,000株

28,022株

7億円

7億円

14億110万円



◎核施設の計画概要

・場所

・敷地面積

・延床面積

・施設内容

長田区細田町 7丁目

約1,400m'

約4,200m'（地下 1階、地上 4階）

O 1階…… メーカー直販ショップ、 イベント広

場等

02階……メ ーカー直販ショップ、デザイン系

インキュベーション施設

03階……情報系インキュベ ーション施設、貸

オフィス

04階……会議室等

0立体駐車場等

③ いえなみ基準

新長田駅北地区の東部では、「緑の中に、

住 ・廂・エが一体となって洗練された活力

のあるまち」を目指し、建築物、建築敷地、

広告物等に関してのルール（いえとまちを

つくる作法）として「いえなみ基準」を神

戸市景観条例による景観形成市民協定で定

めている。

このエリアでは、支援のひとつとして協

定内容に合致し、「シュ ーズギャラリ ー」

「アジアギャラリ ー」構想に合わせ、まち

なみに配慮した建築物等を行う際に、外観

や外溝にかかる部分のグレー ドアップ分に

ついて助成を行うことにしている。

◎助成対象

・外溝等修景

・建物外壁等修景

・景観阻害物の改善等

◎助成金

当該工事費の 3分の 2以内、かつ500万

円を限度。

④ 見える工場建設補助

ケミカ ルシュ ーズ業界が提案した “くつ

のまち ：ながた’'復興プラン及び地元まち

づくり協議会が提案したシュ ーズギャラリ ー

タウン構想を支援するため、製造工程が見

学できる「見える工場」を建設し、魅力あ

るまちづくりに貢献する企業に対して補助

を行い、まちづくりと一体となった産業復

興を促進する。
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◎補助要件等

•対象区域 新長田北地区震災復興士地区

画整理事業区域内

•対象業種 ケミカルシュ ーズメ ーカー等

の製造工場

•対象経費 「見える工場」の建設費

◎補助率 ・限度額

対象経費の1/5、限度額20,000千円

現在の進捗状況は、平成 8年 7月 9日に

事業計画を決定し、仮換地指定は平成 9年

1月20日に開始し、平成11年 9月末現在の

指定率は37％となっている。

一方、鷹取北エリアは、 JR鷹取駅の北

側に位置し、 JR鷹取工場の市外への移転

にあわせて復興住宅の早期建設を行うとと

もに防災安全街区の概念を取り入れた防災

拠点としての整備を図るため、平成 9年 3

月 3日に新たに事業地区に編入した。

(3) まちづくりの経緯

＜平成 7年＞
5月28日／「水四まちづくり協議会」設立

（以後、平成 8年 6月13日までに21地区

で設立）

10月4日～平成 8年10月30日／19協議会で地元まち

づくり提案を神戸市に提出

＜平成 8年＞
6月22日／「新長田駅北地区まちづくり連合協議会」

設立

7月9日／事業計画決定

11月5日／都市計画変更（区域の拡大）

地区計画決定（新長田駅北 ・西）



＜平成 9年＞

1月20日／仮換地指定開始

2月28日／地区計画決定（新長田東、新長田駅北・

川西大道）

3月3日／事業計画変更（区域の拡大）

(4) 土地区画整理事業の概要

◎事業計画決定：平成 8年 7月9日 (42.6ha)

平成 8年11月6日 (17ha追加）

◎主な整備内容

（道路）

•五位池線 (27m)

。細田線 (20m)

•松野御屋敷線 (13,..__,17m)

•神楽御屋敷線 (17m)

。神楽西代線 (17m)

・鷹取駅北線 (27m)

。鷹取駅下中島線 (18m)

・大池町線 (18m)

・区画道路 (4.5,..__,14m)

・歩行者専用道路 (4.5m,..__,8 m) 

（公園）

•水笠通公園（近隣公園、 10,000niり

。妙法寺川左岸公園（近隣公園、 17,000niり

・鷹取駅北公園（街区公園、 2,500niり

•水笠通西公園（街区公園、 2,500niり

•細田町公園（街区公園、 1,100mり

。川西通公園（街区公園、 l,500niり

◎減歩率： 9%（新長田北エリア）

◎総事業費：約832億円

(5) 地区計画

① 新長田駅北・西地区

ア．経緯

＜平成 7年＞

。10月～ 各町丁まちづくり提案に、建ぺい率及

び容積率の緩和について要望

＜平成 8年＞

。6月 9町丁まちづくり協議会の合同役員会に

おいて地区計画案説明、地区計画につい

てのニュース発行、アンケート調査実施

9町丁まちづくり協議会において地区計

画案説明会

9町丁まちづくり協議会の合同会長・副

会長会において地区計画案合意

。7月 9町丁まちづくり協議会が地区計画案に

ついてのニュース発行

地区計画素案縦覧、

• 9月 地区計画案縦覧、
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•11月 地区計画決定

＜平成 9年＞

。1月 地区計画建築条例施行

イ． アンケート調査の結果

配布数 787、回収数 457 (58.1%) 

賛成 79%、反対 7%、その他 14% 

ウ．用途地域の変更

地区計画と同時に用途地域の一部変更と容積率

の変更を行った。

地区の幹線道路五位池線（巾員27m)及び細田

線（巾員20m)沿いの共同建替適地の容積を一部

100％増とした。

② 新長田駅北・川西大道地区

ア．経緯

＜平成 8年＞

。2月 まちづくり提案においてインナー長屋制

度導入の要望

。6月 川西・大道（南） 4• 5まちづくり協議

会連合役員会において地区計画について

勉強会

。7月 連合役員会おいて地区計画案説明

• 10月 工場等に用途制限についてヒアリング

連合役員会において地区計画案合意

まちづくり協議会が地区計画案について

ニュース発行、アンケート調査実施

•11月 地区計画案説明会

ケミカルシューズ産業等組合に協力要請

し、了解を得る

西の副都心まちづくり協議会が地区計画

について支援決定

連合役員会において地区計画案合意

まちづくり協議会が地区計画案について

アンケート調査結果のニュース発行

•11月～12月 地区計画素案縦覧、意見書なし

＜平成 9年＞

• 1月 地区計画案縦覧、意見書なし

。2月 市・県都市計画審議会

地区計画決定

• 4月 地区計画建築条例施行

イ． アンケート調査の結果

配布数 378、回収数 111 (29%) 

賛成84%、反対 4%、その他 12% 

③ 新長田東地区変更（細田。神楽地区）

ア．経緯

＜昭和63年＞

。6月 新長田東地区地区計画決定

＜平成 8年＞

• 1月～ 4町丁まちづくり提案においてインナー

長屋改善制度導入の要望

3町丁まちづくり提案ー既地区計画の見



直しによる の

。3月 3町丁まちづくり

いて地区計画勉強会

。8月 4町丁まちづくり

いて地区計画変更案の検討

。9月

。10月

の

にお

にお

にお

し＼

。10月～11月 4町丁まちづくり協議会において

地区計画変更案説明会

• 11月 4町丁まちづくり協議会が地区計画変更

案についてニュース発行、アンケート

ケミカルシュー に

し、了解を得る

西の副都心まちづくり協議会が地区計画

4町丁まちづくり協議会が地区計画変更

案のアンケート結果についてニュース発

行

。11月～12月 地区計画素案縦覧、意見書あり

＜平成 9

• 1月 地区計画案縦覧、意見書なし

• 2月市・

地区計画変更決定

。4月 地区計画変更建築条例施行

イ．アンケート

配布数 280、回収数 96 (34%) 

賛成 84%、反対 5%、その他 11% 

ウ．

・住民説明会を再度開催

・敷地面積の最低限度60面再検討

にお

(6) 共同化

① 共同建替適地のまちづくり提案ヘ

当地区は、住工商混在地域であり、一部を

除き中低層密集地域である。再建にあたり、

敷地が約40吋前後の敷地が多く、個別建替で

間題により良質の住宅を

るのは難しい。

共同住宅を建てる利点が多いということで、

中高層共同建替が可能な適地が各地区のまち

づくり提案に配置された。

② 共同建替事業準備組合の設立

各協議会で共同化コンサルタントの参加に

より、共同建替の勉強会が繰り返し行われ、

により共同建替参加者を募

り、共同建替準備会を設立した。

単独の協議会では、共同建替参加者及び敷

地が少ないため、隣接の協議会の共同建替に

参加したり、連合協議会の了解を得て他の協

議会に参加を呼びかけたり、

案をチラシにして新聞折込みをして参加者を

したり、様々な工夫をして共同建替実現

のための努力をしてきた。

③ 事業計画案の作成

建替参加者がほぼ確定した段階で、地区内

に散在していた参加者の敷地を集約し、共

建替事業敷地を決めて、事業計画案を作成し

た。

④ 

。工業地域における

区の拡大

工．変更内容の概要

街区」として設ける。

に

の の緩和地

サ ー ビ

B」において、共同住宅等の建設を

促進するため、住宅等に対する容積率制限 (200

％）を解除する (300%）。

・敷地面積の最低限度を60m王する。

④ JR鷹取北地区

用途地域の見直しと同時に、 の決定を

{つ一丁／イ ある。

し

を

確定していった。事業参加者と敷地がほぼ確

した段階で、事業の早期推進のため建設組

合の設立を行った。

当地区では 8つの建設組合が設立された。

⑤ 共同建替建物の着工前の間題点

共同建替建物の着工の前には、いくつもの

間題の解決が必要である。

。共同建替敷地内の個別換地希望者の飛換地

先の決定

。共同建替敷地内の個別換地希望者の既存建

物の補償金合意と移転及び建物解体除却

（個別及び集団の移転計画）

。既存道路の廃道措置及びライフラインの付
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替工事

• 土地への担保の処理

・公庫融資資格の有無

・事業用住宅・店舗の確保

・受皿住宅の確保

⑥ 共同建替敷地の変更

共同建替参加者、敷地が決まって後、共同

建替敷地内の個別換地権利者の積極的な協力

がなくては、事業の開始ができない。早期着

工のために建設組合の役員の方々の大変な御

苦労、御協力で早期解決の努力をしていただ

いたが、地区によっては、 敷地内の更地化に

時間がかかり 、着工の目処がつきにくい場合

には、早期事業着工、早期復興のために、一

部共同建替敷地の変更を行った。

⑦ まちづくり提案の変更

共同建替敷地の確定に合わせて、敷地及び

周辺の道路を変更した「まちづくり提案の変

更」を神戸市に提出し、これに基づき市は区

画整理事業の事業計画を縦覧の上、変更を行っ

た。

⑧ 仮換地指定

事業計画の変更後、共同建替敷地を共同化

以外の建替が出来ない形状の短冊形に仮換地

指定が行われた。共同建替参加の権利者には、

共同建替推進のために敷地の減歩率の緩和が

行われた。

共同建替事業が行われる地区は、個別換地

も並行して換地を検討しながら、共同建替事

業敷地を優先して仮換地指定が行われた。

⑨ 共同建替事業の事業協力者

保留床の売却費の一部をまかなう等価交換

事業において、 事業協力者の役割は非常に大

きい。

昨今の不景気によるマンション需要の低迷

および供給過剰により 、保留床の売却費の低

下及び売却が困難となっており、事業協力者

が見つかりにくい状況であった。

事業協力者は、共同建替建設組合に派遣さ

れたコンサルタントが民間、公社、公団から

事前に打診し、その中か ら数社選定し、事業

計画案を提出させて組合に諮り決定をしてい

る。
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事業協力者は、 民間 4社（うち地元企業 3

社）が 5地区、神戸市住宅供給公社が 3地区

を担当している。

民間事業協力者の 3地区の分譲住宅は、 エ

事着工早々に完売 した。

(7) 共同化の事例

①東急ド エル ・アルス御屋敷通

・所在地： 長田区御屋敷通 1丁目

・事業主 ：御屋敷通 1丁目共同ビル建設組合

・事業協力者：東急不動産（株）

・敷地面積： 2,072.37m'

・権利者数：土地所有者41名、金銭参加者 1名

・規 模 ：鉄骨鉄筋 コンクリ ー ト造、地上14階、地

下 1階

延床面積 ：10,878.89m' 

・戸数 ：住居99戸（権利床33戸、分譲66戸）

権利者店舗 ・事務所15戸

・総事業費 ：約36億円（うち補助金5.6億円）

・エ 期 ：平成10年 1月～平成11年 8月

・共同化コン サルタント： （樹COM計画研究所

②エク セルシティ水笠公園

・所在地： 長田区水笠通 3丁目

・事業主 ：水笠通 3丁目地区共同建替組合

・事業協力者 ：（樹岡エンジニアサービス

・敷地面積 ：l,639.84m'

・権利者数 ：土地所有者27名

・規 模 ：鉄骨鉄筋コンクリ ー ト造、地上12階

延床面積： 8,368.23m'

・戸数：住宅93戸（権利床30戸、分譲63戸）

権利者店舗 3戸

・総事業費 ：約20億円（うち補助金 4億円）

・エ 期 ：平成10年12月～平成12年 8月

・共同化コンサルタント ：（掬ア ール ・アイ・エー

写真21-12-3 エクセルシテ ィ水笠公圏（共同化）



③神楽町 4丁

。所在地：長田区神楽町4丁目

：細田神楽共同建替事業組合

。事業協力者：神戸市住宅供給公社

。敷地面積： 1,033.40ni

。権利者数：土地所有者18名、借地権者 1名

。規模：鉄筋コンクリート造、地上 8階

: 3,767.93ni 

数：住宅35戸（権利床14戸、分譲21戸）

権利者店舗 7

。総事業費：約13.3億円（うち補助金1.9億円）

。工期：平成11年 1月～平成12年 1月

。共同化コンサルタント： （株）環境整備センター

④水笠通 4丁目住宅

。所在地：長田区水笠通 4丁目

：水四共同ビル建設組合

。事業協力者：神戸市住宅供給公社

。敷地面積： 1,669.36ni

。権利者数：土地所有者44名、借地権者 1名、

家人 4名

模：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上13階

延床面積： 9,407.22ni

数：住宅88戸（権利床32戸、分譲56戸）

権利者店舗22戸

：約32億円（うち補助金 4億円）

・エ期：平成11年 3月～平成12年12月

。共同化コンサルタント： （株）COM計画研究所

⑤ヮコーレシャロウ御屋敷通

。所在地：長田区御屋敷通 5丁目

・御屋敷通 5丁目共同ビル建設組合

：和田興産（株）

。敷地面積： 1,226.51ni

。権利者数：土地所有者19名、借地権者 1名

。規模：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上15階、一

部地下 1階

延床面積 6,554.16ni

数：住宅73戸（権利床25戸、分譲48戸）

権利者店舗 2

：約17億円（うち補助金 3億円）

。工期：平成11年 3月～平成12年 9月

。共同化コンサルタント： （樹COM計画研究所

⑥ヴェルデコート水笠

。所在地：長田区水笠通 6丁目

•水笠通 6 丁目共同ビル建設組合

： （株）マスダサービス

。敷地面積： 651.87ni

。権利者数：土地所有者19名

。規模：鉄筋コンクリート造、地上 5階

延床面積 1,761.64ni 

数：住宅18戸（権利床 6戸、分譲12戸）
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：約5.3億円（うち補助金0.8億円）

・エ期：平成11年4月～平成11年11月

・共同化コンサルタント： （梱COM計画研究所

⑦大道通 5丁

。所在地：長田区大道通 5丁目

川西・大道 4• 5丁目共同住宅

建設組合

：神戸市住宅供給公社

。敷地面積： 728.71 m2 

。権利者数：土地所有者17名、金銭参加者 1名

・規 模：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上12階

2,758.28m2 

数：住宅33戸（権利床13戸、分譲20戸）

権利者店舗 2

約8.5億円（うち補助金1.6億円）

・エ期：平成11年 5月～平成12年10月

・共同化コンサルタント

⑧松野通 1

： （株）ppI計画・設計研究所

（株）不動産計画評価研究所

。所在地：長田区松野通 1丁目

• （株）マスダサービス

。敷地面積： 195.91rrf 

・権利者数：土地所有者 4名、借地権者 1名、

銭参加者 2名

模：鉄筋コンクリート造、地上 7階

延床面積 918.56rrf

数：住宅11戸（権利床 6戸、分譲 5

権利者店舗 1

：約2.5億円（予定、うち補助金0.4億

。工期：平成12年3月予定～平成13年2月

。共同化コンサルタント：閻環境整備センター

(8) 受皿住宅

① 水笠西住宅

。所在地：長田区水笠通 6丁目

。敷地面積： 1,653.97rrf

・規模：鉄筋コンクリート造、地上 5階

。延床面積： 2,466.86rrf

: 42戸

(lDK:18戸， 2DK:10戸， 3DK:10戸， 4DK:

．無

。工期：平成 7年12月～平成 9年3月

② 神楽住宅

。所在地：長田区神楽町 5丁目

: 2,283.47 rrf 

．鉄骨鉄筋コンクリート

・階数： I期：地上14階



II期：地上12階

・延床面積 ：I期： 4,105.27m'

II期： 2,160.62k面

・戸数 ：101戸

I期： 65戸

(lDK:26戸， 2DK:26戸， 4DK:13戸）

II期： 36戸

(2DK:12戸，3DK:22戸，車いす住宅： 2戸）

・集会所： 有 (I期， II期）

・エ期

I期：平成 8年 9月～平成10年 8月

II期： 平成 9年 7月～平成11年 3月

写真21-12-4 神楽住宅（受皿住宅）

2. 新長田駅南地区

(1) 事業手法 復興市街地再開発事業

(2) 地区の概要

① 地区の状況

◎地区面積 ：約20.lha

◎震災前人ロ・世帯：約4,600人・約1,600世帯

◎権利者数 ：2,126人

•上地所有者1,004人（うち不在権利者312人）

・建物所有者・借地権者276人

（うち不在権利者71人）

・借家人846人

◎被災状況： 全壊全焼 ・半壊／全棟数（％）

738 • 83 / 992 (83) 
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② 復興市街地再開発事業の概要

（1) 避難、救援活動の拠点となる空間（防災支援拠点）の整備

① 防災広場として若松公園を整備（約l6ha) 

② 非常用貯水槽、偏菩倉匝、非常用自家発屯設備等の設岡

12) 道路の拡張整描と歩行者ネッ トワークの形成

① シンポルロ ー ト五位池線の整儲

・地区を南北に貰く五位池線を防災広場に通しる防災道路として拡張整備

（国道 2号線以北で27m、以南で22mに拡幅）

・広幅員の歩道を確保し、海へ通じるシンボルロートとして整備

② 地区内道路の拡張整備

・防災広場、駅前広場に至る動線や地区の外周等の主要な動線に 17m~ 8

mの幅員の道路を整備

③ ンンボルロードと防災広場、商店街をつなぐ歩行者専用道路 (15m)整礎

131 住商工の適正な再配問による商業 ・ 業務 • 生産機能の復興
① 北側ゾーン

・シ ンポルロ ー ドに面して集客力のある商業 ・業務施設の整儲

・地区内事業所の集約化

② 南側ゾーン

・集客力のある商業施設等の整備

・商店街の再生、界隈性のある商業モール空間の形成

14) 多様な事業主体を活用した良質な住宅の早期供給

① 特定建築者制度の積極的な活用（建築工事に特定建築者の制度を活用）

② 賃貸住宅の優先的な整備及び定住性の高い分譲住宅の供給による西部イ

ンナーシティ活性化拠点の形成

③ 街区内に中庭を有しコミュニティ ーを育む囲み型中高岡住宅、高齢者に

優しいバリアフリ ー住宅の供給

Ill 幹線道路 浜手幹線 (50m)五位池線 (22.27m)

新長田駅東線 (17m)外 3路線

121 区画街路新長田南 1号線 (13m)腕塚線 (13m)

外12路線

13) 特殊街路 若松公世I線 (15m)※自転車歩行者専用道路

141 近隣公園若松公園 (l6ha) 

約3,000戸

約2,710億円

③ まちづくり 基本方針の発表

新長田駅南地区では、区域を国道 2号と都市

計画道路五位池線で大きく 3分割して事業を進

めることとしたが、まちづくり協議会は既存の

自治会や商店街組織を中心にさらに 7つに分か

れ、協議会単位でまちづくりが取り組まれた。

市として協議会からのまちづくり提案を尊重

して事業計画をとりまとめていくにあたり、各

協議会からの提案が20ha全体として調整のと

れた計画となるように、各協議会におけるまち

づくりの計画検討のガイドラインとして、まち

づくりの目標、 整備方針、土地利用構想からな

る「まちづくりの基本方針」を平成 7年11月に

発表した。

ア．まちづく りのテーマ

「住む」「働く」 「憩う」といった、生活の

さまざまな機能を相互に高めあい共生する街、

「生活多機能都市」の創造

イ．まちづ くり の目標

・災害に強い、 安心して暮らせるまちづくり

・にぎわいと活力のある副都心づく り

•うるおいのある、人にやさしい新下町づく

り



ウ．まちづくりの整備方針

・多様な世代が安心して住み続けることがで

きる住まいの整備

・地域を活性化させる魅力ある商業施設等の

整備

・地域と共存した産業を活性化させる振興拠

点の形成

・副都心の活力と下町のやさしさが調和し、

変化に富んだ個性ある街並みの創出

・街にうるおいとゆとりを創出し、防災性を

高める都市基盤の整備

④ 事業の進捗状況

平成11年 9月末現在、若松 7丁目街区を除い

たすべての協議会からまちづくり提案が提出さ

れ、約20.lhaの事業区域うち約14.9ha（全体の

約74%）において事業計画の決定を行っている。

また、そのうち管理処分計画の決定を行った

工区は、 19エ区中 8エ区、面積にして約4.4ha

あり、既に 7工区で工事発注を終え、平成10年

度に 2棟の受皿賃貸住宅が完成、平成11年度に

はさらに 2棟の再開発ビル（店舗・受皿賃貸住

宅）が完成する予定である。

写真21-12-5 新長田駅南地区大正筋の被災状況

(3) 第 1地区の事業化への取り組み

① まちづくり協議会の活動

第1地区は、国道 2号以南、五位池線以西に

位置し、大正筋商店街を南北の中心軸とする約

8.lhaの区域である。震災前は、大正筋商店街

を中心にして東西の各通りにも商店街を構成す

る住商混在地区であった。

大規模火災により商店街を中心に57.0％の建
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物が焼失し、全半壊・全焼率は85.9％にも及び、

商店街は壊滅状態となり、地区内のほとんどの

住民が焼け出された。

【久二塚 5丁目ブロック】

このような震災の状況において、大正筋の東

側に位麗する商業の集積した久二塚 5丁目ブロッ

クでは、既に市施行再開発の事業中又は組合再

開発に向けた勉強会開催中のブロックであった

こともあり、 震災直後の平成 7年 2月15日に早々

と「久二塚地区震災復興まちづくり協議会」を

発足し、コンサルタントとともに仮設住宅・店

舗の建設に向けて取り組み始めた。協議会主体

により瓦礫の公費解体をはじめ、仮設建設用地

の借り上げ、仮設建設、入居者募集を進め、同

年 6月 1日には仮設住宅の入居が始まり、引き

続き共同仮設店舗「復興げんき村パラール」か

6月10日にオ ープンした。パラールは12月21日

の2期オ ープンをあわせて100店舗の大規模仮

設店舗として話題を呼んだ。

仮設完成後、役員会を中心にコンサルタント

とともに計画づくりに取り組み、商店街、自治

会等との意見交換を経て、平成 8年 5月29日の

総会でまちづくり計画の合意を得た後、 6月12

日にまちづくり提案が市に提出された。

写真21-12-6 復興げんき村「パラール」

【久二塚 6丁目ブロック】

一方、大正筋の西側に位置する久二塚 6丁目

ブロックにおいても、 3つの町丁単位で各々ま

ちづくり委員会を設け、住民集会で選任された

コンサルタントとともに役員が中心となって協

議会の設立準備を進め、「久二塚 6まちづくり

協議会」を平成 7年 9月 3日に正式に発足した。



具体的な計画づくりにあたっては、住宅、商業、

環境の 3部会を設けてテーマ毎に討議を重ねる

とともに、小人数単位の班別会議を開くなど住

民の不安解消を図りながら計画をとりまとめ、

同年12月23日に総会においてまちづくり計画が

承認された。

② まちづくり提案

【久二塚 6丁目ブロック】

新長田駅南地区で最初のまちづくり提案が平

成 8年 1月12日に久二塚 6まちづくり協議会よ

り市に提出された。

提案では、塔状の高層棟と板状の低層棟を組

み合わせた住宅計画とするとともに、公園整備、

敷地内での街角広場。路地空間の創出、

に配慮した受皿賃貸住宅の供給、 2階レベルで

の歩行者ネットワーク化、権利者の経済的負担

への配慮などを盛り込んだ計画であった。

【久二塚 5丁目ブロック】

一方、 5丁目側の久二塚震災復興まちづくり

協議会からの提案では、商業計画として大正筋

の再生とサブ軸の新設による回遊性の強化、商

業施設の 3層構成（地下 1階～地上 2階）と食

材等のバザールの展開、核店舗。公共公益施設。

健康施設等の集客施設の誘致などを盛り込み、

の住棟を組み合わせた計画で、

借家人が営業継続できる賃貸床の設定やビルの

となるまちづくり会社の設立、権

利者の経済的負担への配慮など、幅広い内容の

提案であった。

③ 都市計画の変更

市ではまちづくり提案を受けて、提案に彗づ

き公園を追加する以下の都市計画決定の変更を

平成 8年11月 5日付けで行った。

ア．公園 (0.14ha)の追加

イ．建築敷地面積、建築物等再開発事業の変

更

④ 事業計画の決定

【久二塚 6ブロック】

市ではまちづくり提案を踏まえて、ブロック

ごとに事業計画の作成に着手した。まず 6丁目

ブロックについては、早期に事業計画決定を行

うため、地元提案のあった公園についての都市

計画変更前であったことから、変更の済んでい

ない公園部分を除いて事業計画を定めることと

した。

平成 8年 4月に 6丁目ブロックに対し事業計

画説明を行ったが、協議会より権利者の負担軽

減を求める強い要望が出されたため、役員会に

おいて協議を重ねた結果、市として床価格の見

しを行い、事業計画の決定手続きに入ること

について同年 8月の住民集会で説明し、了解を

得た。

公園を除いた事業計画を平成 8年 9月11日か

ら2週間縦覧に供し、 10月31日に事業計画決定

の公告を行った。

6丁目ブロックは 6つのエ区に分け、国道 2

いの腕塚 6第 1エ区は13階建て。 7階建て

の公的賃貸住宅と店舗。事務所、その他の 5つ

のエ区はすべて分譲住宅と店舗。事務所とし、

21階建ての超高層と 5階～10階建ての

組み合わせた住棟計画である。

【久二塚 5ブロック】

5丁目ブロックは商業の中核ゾーンとなるこ

とから、事業計画の作成にあたって、第 1地区

全体の商業計画について地区内の商店街組織か

ら選出された商業者とともに、コンサルタント、

市も参加して商業研究会を設け、ゾーニング計

画等の検討を重ねて商業計画案をとりまとめた。

市では、まちづくり提案やこの商業計画案を

踏まえて事業計画を作成し、公園の都市計画決

定の変更を終えた後、 5丁目ブロックの事業計

画を公園部分の事業計画とあわせて、先に決定

した 6丁目ブロックの事業計画決定区域に追加

する形で事業計画の決定手続きを行うこととし

た。事業計画を平成 9年 3月27日から 2週間縦

に供し、 5月22日に事業計画決定の変更公告

を行った。

5丁目ブロックは 5つのエ区に分け、国道 2

号沿いの腕塚 5第 1エ区と南端の地下鉄海岸線

駒ケ林駅（仮称）と接続する二葉 5第 1エ区を

それぞれ13階建て、 9階建ての公的受皿賃貸住

と店舗。事務所とし、二葉 5第 1工区には公

共公益施設として高齢者総合保健福祉施設を併

設する計画とした。また、他の 3エ区は30階程

度の超高層と10階程度の中高層の住棟を組み合

わせた分譲住宅と店舗。事務所の計画である。

を
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＜新長田駅南第 1地区事業計画＞

・施行地区面積 8.lha 

・事業計画決定 平成 8年10月31日

・施行期間平成8~15年度

・敷地面積 52,260rrf

・建築面積 42,830rrf 

・延床面積 282,850rrf

・構造階数鉄骨鉄筋コンク リート造／鉄筋コ

ンクリート造

地上 9~30階／地下 2階

•主要用途店舗／事務所／公共公益施設／住

宅 (1,654戸）／駐車場 (1,533台）

・事業費 約1,110億円

⑤ 再開発地区計画の決定

事業計画の決定後、まちづくり提案のうち骨

格となる事項について地区のまちづくり方針と

して再開発地区計画を定めることとし、各ブロッ

クの事業計画決定を受けて、 6丁目ブロックは

平成 9年 2月、 5丁目ブロックは同年11月に

「久二塚地区再開発地区計画」として決定告示

した。 整備計画においては、まちづくり提案や

再開発事業の事業計画に沿って、公園、街角広

写真21-12-7 第 1地区（久二塚 6)完成予想図

写真21-12-8 第 1地区（久二塚 5)完成予想図
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場、歩行者通路、歩道状空地、歩行者デッキ、

建物の高さ、用途制限を定めている。

⑥ 管理処分計画の決定、工事着手

【腕塚 6第 1エ区、腕塚 5第 1工区】

市では事業計画の地元説明会において、早期

着工工区を示し、事業計画決定後は、早期着工

工区の権利者との配置協議等の交渉を進め、被

災を受けた熊見学園、神戸デパートの買収によ

り大規模な用地を先行取得できたことから、共

に国道 2号沿いで第 1地区の北の玄関口にあた

り、これらの用地を含む腕塚 6第 1エ区と腕塚

5第 1エ区の事業化を最優先することとした。

腕塚 6第 1エ区の管理処分計画を平成 9年 7

月23日から、腕塚 5第 1エ区の管理処分計画を

同年11月14日から 2週間縦覧に供し、新長田駅

南地区では最も早くそれぞれ 8月29日、 12月24

日に管理処分計画決定の公告を行った。

工事発注は、できる限り早期入居を図るため、

工事可能な範囲で分割してでも行うこととし、

腕塚 6第 1工区のうち用地取得が進んでいた 7

階建てA2棟だけの建築工事の請負契約を平成

9年 7月に締結し、 8月に第 1地区で最初とな

る起工式を行った。

引き続き、腕塚 6第 1エ区のAl棟の建築工

事請負契約を同年 9月、腕塚 5第 1工区の建築

工事請負契約を同年12月に締結し、それぞれ建

築工事に着手した。

【二葉 6第 1工区、腕塚 6第 2エ区】

さらに久二塚 6ブロックでは、分譲住宅の早

期着工工区として示した二葉 6第 1エ区と用地

買収が進んでいる腕塚 6第 2エ区において、権

利者との配置協議等を引き続き進め、 二葉 6第

1エ区は平成10年 4月14日から、腕塚 6第 2エ

区は平成11年 2月 9日から管理処分計画を 2週

間縦覧に供し、それぞれ平成10年 6月5日、平

成11年 3月23日に管理処分計両決定の公告を行っ

た。建築工事の請負契約を二葉 6第 1エ区は平

成10年 3月、腕塚 6第 2エ区は平成11年 3月に

締結し、一部残っている土地の明け渡し完了後、

それぞれ着工する予定である。

⑦ 再開発ビルの竣工

復興市街地再開発事業として最初に竣工した

再開発ビルとなる腕塚 6第 1エ区A2棟が平成



10年11月20日に完成し、竣工式が行われ、権利

者店舗が 5店オ ープンした。また、 58戸の受皿

住宅（久二塚西ふれあい住宅）も同年12月10日

に鍵渡しが行われた。

この住宅は、神戸市では「真野ふれあい住宅」

に続く 2番目のコレクティブ住宅で、 2階の路

地空間（写真21-12-9)に面して約193面の協同

室を設けている。協同室には共用の台所、食堂、

談話室等を備えており、入居者には高齢の単身

者や二人世帯が多いことから、入居者どうしの

ふれあいのある「下町の長屋」のようなくらし

が協同室で育まれることが期待されている。

¥ 
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写真21-12-9 久二塚西ふれあい住宅路地空間

(4) 第 2地区の事業化への取り組み

【日吉町 2丁目街区】

① まちづくり協議会の活動

日吉町 2丁目は、新長田駅南地区の北西の角

に位置する約0.94haの住商工が混在する街区で、

街区内には公園も存在したが、公園の西側はほ

とんどが火災により焼失し、東側も賃貸工場ビ

ルが倒壊するなど、全半壊・全焼率は84.2％に

も及ぶ被害状況であった。

震災直後から日吉町 2丁目自治会役員を中心

とする有志で世話人会を組織し、一日も早い生

活再建を 目指してコ ンサルタント派遣要望のと

りまとめやまちづくり組織の検討を軍ねた後、

平成 7年 7月 9日にまちづ くり準備会設立総会

が開催され、コンサルタントを選任するととも

に準備会として計画づくりのスタ ートを切った。

地元役員を中心にコンサルタントとともに計

画素案の検討を重ね、平成 8年 6月 9日第 4回
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総会において、まちづくり提案（素案）と「日

吉 2まちづくり協議会」の設立が議決された。

② まちづくり提案

引き続き、まちづくり提案（素案）に対する

住民意見の再集約等も行われて、平成 8年11月

18日に日吉町 2丁目 のビル計画を内容とするま

ちづくり提案が市に提出された。

まちづくり提案は、分譲棟と賃貸棟に分け、

中庭のある囲み型の住棟配置とし、権利者の負

担軽減への配慮などを盛り込んだ提案であった。

③ 事業計画の決定

市では、この提案を受けて日吉町 2丁目街区

の事業計画を作成し、平成 8年11月20日か ら2

週間縦覧に供し、平成 9年 1月14日に事業計画

決定の公告を行った。

日吉町 2丁目街区は、 12階建て受皿住宅の日

吉 2第 1エ区と、 7階建て分譲住宅、店舗・事

務所からなる 日吉 2第 2エ区の 2つのエ区に分

かれている。

＜新長田駅南第 2地区事業計画＞

・施行地区面積 0.9ha 

・事業計画決定平成 9年 1月14日

・施行期間平成8~11年度

・敷地面積 6,050m'

・建築面積 4,170m2

・延床面積 20,850rn' 

・構造階数鉄骨鉄筋コンクリ ート 造／鉄筋コ

ンクリート造

• 主要用途

地上 7~12階／地下 1階

店舗／事務所／住宅 (239戸）／駐

車場 (120台）

・事業費約70億円

④ 管理処分計画の決定、工事着手

市では決定された日吉 2第 1.第 2エ区の事

業計画に基づいて、関係権利者と配置協議等の

交渉を行い、管理処分計画を作成し、平成 9年

11月27日から 2週間縦覧に供した後、平成10年

1月8日に管理処分計画決定の公告を行った。

日吉 2第 1エ区は、用地の先行取得が進んだ

ことや市有地（公園）が存在したことから、平

成 9年 3月に建築工事の請負契約を締結し、 5

月に復興再開発事業最初となる起工式を行った。

日吉 2第 2エ区についても、平成10年 3月に

建築工事の請負契約を締結し、平成12年 5月完



成を目指して工事中である。

⑤ 受皿住宅の完成

第 2地区で最初に完成した日吉 2第 1工区の

受皿住宅 (140戸）の竣工式が平成11年 3月19

日に行われ、順次入居が始まった。
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写真21-12-10
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第 2地区 （日吉 2)完成予想図

【第 2-B地区（新長田駅前地区）】

① まちづくり協議会の活動

新長田駅前地区は、国道 2号以北、五位池線

以西に位置する約5.0haの区域である。新長田

一番街商店街を中央に挟んだ両側の街区は、住

宅と店舗の混在地区であったか、商店街を中心

に59.3％の建物が全半壊・全焼の被害を受けた。

商店街では、 当面の生活再建に向け側壊建物

の公費解体や共同仮設店舗の建設等による自主

的な応急復旧に取り組んでいたが、まちの復興

を目指して商店街役員等を中心とする有志で準

備会を組織し、まちづく組織設立に向けた検討

を重ねた。平成 7年 7月13日に「新長田駅前地

区復興まちづくり協議会」の設立総会が開催さ

れ、コンサルタントが正式に選任されるととも

に、協議会として計画づくりに着手することに

なった。

しかし、当地区では平成 7年 3月17日の都市

計画決定の内容について、防災公園等の計画が

既存廂店街に与える影轡が大きく、決定内容は

受け入れ難いとの意見が強く出された。

これらの意向を受けて、協議会の設立以降、

地元役員、コンサルタントを中心に防災公園の

形状変更等を含めた地区まちづくり方針案の検

討を重ねた。まず都市施設の変更に係るまちづ

くり方針について平成 8年 6月 2日の総会で合

意を得た後、まちづくり計画を作成し、平成 9

年 3月29日の総会におけるまちづくり提案の議

決を経て、 4月16日に協議会より市にまちづく

り提案が提出された。

また、平成 9年 5月の総会において、 事業区

域から除外されている市街地改造ビルからの区

域編人の要望に対して地元合意を得るとともに、

まちづくり提案後の協議会活動を進めるため、

商業活性化、住宅環境、温泉活用の 3つの専門

委員会が設置された。

② まちづくり提案

まちづくり提案は、商業・駐車場等の施設計

画を踏まえて、公園面積の縮小と区画街路の廃

止等の都市計画決定の変更を前提としたまちづ

くり計画とし、飲食等のバーザールの展開、商

業核施設やホテルの誘致、温泉によるまちおこ

し、鉄道駅から久二塚地区に至る 3層 （地下～

地上 2階）の歩行者ネットワ ーク化、借家人の

受皿となる賃貸床の設定、まちづくり会社の設

立、権利者の経済的負担への配慮など幅広い内

容の提案であった。

③ 都市計画の変更

まちづくり提案を受けて、提案の内容に基づ

く以下の都市計画決定の変更が平成 9年 9月 2

日付けで行なわれた。

ア．事業区域の変更（除外区域の編入）

イ．公園の面積縮小 (1.9ha→1.6ha)、形状

の変更

ウ．区画街路の廃止等

工．用途地域と容積率の変更

オ．建築敷地面積、建築物等再開発事業の変

更

④ 被災市街地改造ビルの解体

地区内にある被災した地下 1階・地上10階建

ての市街地改造ビルでは、 3階以上の住宅部分

が倒壊したため、早期解体に向け住宅所有者の

同意は得れたが、低層階の店舗は営菓の再開が

できたため解体同意が得れず、解体に着手でき

ない状態が続いていた。

市では、地区内でまとまった用地を先行取得

できたことから、その用地に仮設店舗スカイモー

ルを建設するなど、店舗営業者の移転場所を確

保し、全員の解体同意を得て、平成10年 8月に
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解体工事 し、平成11年 3月に地上部の解

体を完了した。

⑤ 事業計画の決定

都市計画決定の変更後、市ではまちづくり提

案を踏まえて事業計画を作成し、住民説明会等

を重ねた後、平成10年11月13日から 2週間縦覧

に供し、平成11年 1月14日に事業計画決定の公

告を行った。

第 2-B地区は大きく地区を 4つのエ区に分

け、倒壊した市街地改造ビル（スカイビル）を

含む大橋 6第 1エ区と大橋 6第 2エ区は共に店

舗。事務所と分譲住宅 (12階建て）、大橋 5

区はホテル。事務所。分譲住宅 (15階建て）、

若松 5エ区は店舗。事務所と分譲住宅 (18階建

て）からなる計画である。

＜新長田駅南第 2-B地区事業計画＞

・施行地区面積 5.0ha 

平成11年 1月14日

・施行期間平成10~15年度

・敷地面積 17,690m2

・建築面積 14,630m2 

。延床面積 96,580m2 

・構造階数鉄骨鉄筋コンクリート造／鉄筋コ

ンクリート

地上12~18階／地下 2階

。主要用途

約450億円

【大橋町 7丁目街区】

① まちづくり協議会の活動

テル／住宅 (312

大橋町 7丁目は、新長田駅南地区の西端に位

る国道 2号沿いの街区で、住宅を中心に

半壊率は59.5％に及ぶ被害状況であった。

当街区は戦災復興区画整理事業が施行された

経緯もあって、震災当初から再開発事業による

復興に対する是非について地元意向がまとまら

ず、自治会役員等を中心とした有志による勉強

会（フォーラム）を経て、必ずしも再開発事業

の実施を前提としない地元協議組織として「大

橋 7丁目まちづくり協議勉強会」が平成 8年 1

月21日に設立された。

その後、住民主体で再開発事業の勉強会を

ね、同年 6月市へのコンサルタント派遣要請、

同年12月22日「大橋 7まちづくり協議会」への
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組織名称の変更を経て、地元役員とコンサルタ

ントを中心に検討されたまちづくり悲本計画が

とりまとめられた。

② まちづくり提案

平成 9年 4月23日にまちづくり提案が市に提

出された。中庭型の施設配置計画とし、メディ

カルセンターや温泉を組み込んだスポーツ施設

等の誘致等を提案したビル計画とともに、権利

者の生活再建への配慮を盛り込んだまちづくり

提案であった。

現在市では、まちづくり提案を踏まえ、

の内容について協議会と話し合いながら検

討を進めている。

【若松町 7丁目街区】

① まちづくり協議会の活動

若松町 7丁目は、新長田駅南地区の西端に位

し、事業除外区域の中学校に隣接する小さな

街区で、 81.3％の建物が全半壊。全焼の被害を

受けた。

震災直後から住民集会等において、 17mに拡

幅整備する道路の必要性が議論され、住民意向

を集約するため、平成 7年11月の市へのコンサ

ルタント派遣要請を経て、同年12月17日に若松

7まちづくり準備会が設立された。地元役員と

コンサルタントを中心に建物計画の検討が行わ

れ、平成 8年 2月25日の住民検討会で建物計画

素案が議論されたが、その後主だった役員の地

区外転出という事情もあって、現在準備会とし

ては、住民意向の集約等の活動を一時休止して

いる。

(5) 第 3地区（大若地区）の事業化への取り組み

① まちづくり協議会の活動

第 3地区はJR新長田駅の南、国道 2号以北、

五位池線以東に位置する約4.4haの区域である。

震災前は地場産業であるケミカルシューズ関連

の卸問屋、製造所等が集中しており、商業とし

ては飲食を中心とする住商工の混在地区であっ

たが、大規模火災により地区の約90％が焼失し、

全半壊。全焼率は96.1％にも及ぶ壊滅的な

を受け、地区内の住民、営業者は避難所等での

長期の生活を余儀なくされた。

このような状況下において、自治会役員を中



心としたまちづくり協議会発足への取り組みは

早く、借地による事業用仮設住宅の建設、まち

づくりコンサルタントの選出などを通して、地

元と市によるまちづくり活動の基盤が整えられ

ていった。

平成 7年11月26日に「新長田駅南地区大若復

興協議会」が正式に発足し、その後、役員会を

中心にコンサルタントとともに地区全体の土地

利用構想、道路計画などの検討を行い、都市計

両決定された道路位置、用途地域、容積率等の

変更を伴うまちづくり計画をとりまとめた。

② まちづくり提案

まちづくり提案は、計画の進展にあわせ 3回

に分かれて市に提出された。まちづくり計画の

悲本となる道路、公園の配置等を内容とする第

1次提案が平成 8年 8月24日に、次いで用途地

域、容積率の変更等を内容とする第 2次提案が

同年12月 2日に提出され、さらに平成 9年 3月

31日には第 1期着工街区のビル計画等について

の第 3次提案が行われた。

また、第 3次提案では、第 2期着工街区の設

定や権利者の経済的負担の軽減策など、その内

容は多岐にわたった提案となっている。

③ 都市計画の変更

市は第 2次提案を受けた段階で、まちづくり

提案の内容に基づく以下の都市計画決定の変更

を平成 9年 2月28日付けで行った。

ア．公園 (0.15ha)の追加

イ．区画街路の位置の変更

ウ．用途地域の変更（工業地域の一部を近隣

商業地域に変更）及び容積率のアップ

工．建築敷地面積、建築物等再開発事業の変

更

④ 事業計画の決定

【若松 3丁目南街区】

第 3地区の事業計画については、早期生活再

建を図る従前居住者の住宅建設と地場産業の復

興を目標に、まず若松町 3丁目南街区（約0.88

ha) を第 1期着工街区として位置づけ、当該

街区の事業計画を平成 9年 7月15日から 2週間

縦覧に供し、 10月28日に事業計画決定の公告を

行った。

若松町 3丁目南街区は、商業・業務・エ場施
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設と受皿住宅からなる第 1エ区と、商業・業務

施設と分譲住宅からなる第 2エ区の 2つのエ区

に分かれている。

＜新長田駅南第 3地区（若松 3南地区）事業計画＞

・施行地区面積 0.9ha 

・事業計画決定 平成 9年10月28日

・施行期間平成 9~12年度

・敷地面積 4,760m'

・建築面積 3,400m'

・延床面積 20,410m'

・構造階 数 鉄骨鉄筋コンクリート造／鉄骨造

地上14階／地下 1階

•主要用途店舗／事務所／住宅 (206戸）／駐

車場 (134台）

・事 業 費 約94億円

【大橋 4丁目街区】

その後、協議会では第 2期着工街区となった

大橋 4丁目街区についても検討が進められ、平

成11年 3月20日にまちづくり提案が市に提出さ

れた。その提案を受けて、市では大橋 4丁目街

区の事業計画を作成して同年 8月 7日から 2週

間縦覧に供し、平成11年10月 4日に第 3地区

（大橋 4地区）の事業計画決定の公告を行った。

⑤ 管理処分計画の決定、工事着手

市では決定された若松 3第 1•第 2 エ区の事

業計画に基づいて、当該工区内の権利者と配置

協議等の交渉を進め、管理処分計画を作成し、

平成10年 6月30日から 2週間縦覧に供した後、

8月21日に管理処分計画決定の公告を行った。

若松 3第 1エ区は平成10年 3月に、第 2エ区

は平成11年 3月に、それぞれ建築工事の請負契

約を締結し、建築工事中である。

写真21-12-11 第 3地区（若松 3)完成予想図



(6) 商業活性化等への取り組み

① 商店街近代化事業との連携

久二塚 5• 6丁目では、魅力あるショッピン

グゾーンを形成するため、久二塚地区が一体と

なって商店街近代化に取り組み、再開発事業に

対しても商業者側の主体的な取り組みを反映さ

せていく必要があるという認識が商業者の一部

で高まった。そのような取り組みに対する資金

の調達やビル床取得にあたっての負担軽減策と

して高度化資金の適用が受けらるよう、既存商

店街の役員が中心となって、商業協同組合の設

立に向けて勉強会を重ね、県の認可を受けて平

成 9年 7月16日に「久二塚商菓協同組合」が設

立された。その後、中小企業庁、県の診断・指

導を受け、平成10年 3月に腕塚 6第 1エ区にお

いて最初の計画認定がなされた。

また、新長田駅前地区でも、まちづくり提案

後、商業活性化委員会を中心に久二塚地区と同

様に高度化資金の活用の検討を進め、県の認可

を受けて平成10年11月 4日に「新長田駅前廂業

協同組合」が設立された。

② まちづくり会社の設立

再開発ビル管理費の低減化の実現、借家人の

営業継続を可能とし、かつ魅力ある商業施設運

営を可能とするための賃貸床の設定や運営主体

の確立、まちの魅力を高める様々な活性化事業

の展開など、完成後のビルが生き生きと機能し

ていくためには、ハード・ソフト両面における

ビルの管理運営体制が不可欠であり、地元から

もこうした組織「まちづくり会社」の設立要望・

提案がなされた。関係するコンサルタントとと

もに、民間企業にも働きかけ、積極的な参画を

得て会社設立に向けての研究会を重ねた。

平成10年10月28日に「新長田まちづくり株式

会社」が民間企業の主導により設立され、ビル

メンテナンス、金融、損害保険、公益、コンサ

ルタント等とともに市も参画し、計28社からの

出資により、現在資本金 3億500万円のまちづ

くり会社が新長田駅南地区で動き出している。

このまちづくり会社は、再開発事業で整備さ

れる再開発ビル群を一つの街としてとらえ、一

体的、効率的に管理することを基本に、この街

に住み、働き、訪れる人々のニーズに対応した
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様々な事業を展開し、街全体をコーディネート

することでこの街の継続的な活性化に寄与する

ことを目指している。

また、神戸市では、新長田駅南地区を含む新

長田駅局辺約113.4haについて、 「中心市街地に

おける市街地の整備改善及び廂業等の活性化の

一体的推進に関する法律」に基づき、市町村が

作成する「基本計画」を平成10年12月に策定し

た。新長田駅南地区では、先に設立された商業

協同組合が、この基本計画を踏まえて新長田ま

ちづくり会社とともに商業活性化への取り組み

に主体的に参画することが期待される。

写真21-12-12 新長田駅南地区駅前広場でのまちづく

りイベント (H11年 5月）
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